
令和8年度第2回飯塚市男女共同参画推進委員会 次第 

 

日  時  令和 8年 6月 15日（月） 

14 時 00分～16時 00分（予定） 

場  所  飯塚市役所本庁 1階 多目的ホール 

1. 新任委員紹介 

2. 議題 

（1）「第 2次飯塚市男女共同参画後期プラン」令和 7年度進捗状況報告について 

（2）第 3次飯塚市男女共同参画プラン体系（案）、骨子（案）について 

（3）その他 

【送付資料】 

資料 1-1 第 2次飯塚市男女共同参画後期プラン令和7年度進捗管理 

資料 1-2 第 2次飯塚市男女共同参画後期プラン令和7年度進捗管理【管理指標】 

資料 1-4 令和 7年度進捗管理意見書（様式）・返信用封筒 

資料2 第 3次飯塚市男女共同参画プラン体系図（案） 

資料 3 第 3次飯塚市男女共同参画プラン骨子（案） 

資料 4 第 3次飯塚市男女共同参画プラン体系図（案）・骨子（案）についての委員意見 

【当日配布資料】 

委員名簿 

資料 1-3 第 2次飯塚市男女共同参画後期プラン令和7年度進捗管理について（総括表） 

資料 1-5 第 2次飯塚市男女共同参画後期プラン令和7年度進捗管理説明資料 

参考資料 1 県内市町村の審議会等における女性委員の登用状況 

参考資料2 第 6次男女共同参画基本計画説明資料 



1 1

「男女共同参画社会基本法」「人権
教育啓発推進法」「飯塚市人権教
育・啓発基本指針（改訂）」に基づ
き、女性の人権をはじめとする人
権尊重意識の普及・啓発を行いま
す。

ドメスティックバイオレンス（DV）や
セクハラ・マタハラ行為など女性に
対する暴力や嫌がらせなど女性の
人権問題の解消に向けた啓発パネ
ルの掲示、市報「人権いいづかぬく
もり」でジェンダー平等や女性の人
権について啓発を行います。

①パネル掲示回数
②市報掲載回数
③人権いいづか特集号掲載（毎年
12月に発行）
④DVDの貸出回数

各実施
回数

①4回
②1回
③　-
④　-

①3回
②　-
③　-
④2回

①2回
②1回
③1回
④8回

①6回
②－
③1回
④7回

B:80%
程度達
成できて
いる

特になし

パネル提示やDVDの貸し出
しについては継続して行う。
市報掲載については、3月号
にて「性自認や性的指向に起
因する性的少数者の人権に
関する問題」をテーマに性別
に関わらず誰もが平等に暮
らせる社会を目指す男女共
同参画の視点に立って啓発
を行う。人権いいづか特集号
においても、啓発予定。

人権・同和
政策課

2 2

市報や市ホームページ、地域への
出前講座などあらゆる媒体や機会
を活用し、ジェンダーの視点に立っ
た固定的な性別役割分担意識是正
のための広報・啓発の充実を図り
ます。

あらゆる媒体・機会を活用し、幅広
く広報・啓発活動を行う。

①市報掲載
②市ホームページ掲載(更新)
③情報誌サンクス発行
④男女共同参画推進センター主催
講座開催
⑤出前講座開催

各実施
件数

①21件
②19件
③1件
④4件
⑤0件

①18件
②28件
③1件
④2件
⑤13件

①1件
②3件
③1件
④6件
⑤17件

①1件
②1件
③1件
④6件
⑤7件

A:100
%達成
できてい
る

若年層向けとして「二十歳を
祝う会」にて、アンコンシャ
ス・バイアスの啓発映像・資
料の投影を行った。
また、同映像・資料をコミュ
ニティセンター1階ロビーで
日中放映し、来館する市民向
けの啓発に活用した。

幅広い年齢層や職域等に対
応する広報・啓発活動を視野
に入れ、今後も継続実施す
る。

男女共同参
画推進課

3 3
成人式のパンフレット冊子に男女
共同参画に関する啓発事項等を掲
載し新成人への配布を行います。

男女共同参画の啓発に関する考え
を浸透させる。

パンフレットの配布、男女共同参画
推進課による講演会を実施。

①実施
の有無
②配布
数

①実施
②763

①実施
②802

①実施
②803

①実施
②873

A:100
%達成
できてい
る

二十歳を祝う会の式典にお
いて、男女共同参画推進課
による啓発動画を上映。

R8年度も男女共同参画推進
課と協議・調整を行い、啓発
に関する内容を掲載してい
く。

生涯学習課

4 4

市が発行する刊行物においては、
性別に基づく固定観念にとらわれ
ない、男女の多様なイメージが社会
に浸透していく表現に努め、多様な
男女の生き方や働き方に関する市
民の意識改革を促します。

当課で作成した男女共同参画の視
点からの表現のガイドラインに基づ
き、市の刊行物に男女共同参画の
視点から不適切な表現がないよ
う、各課に働きかける。

課に1名配置した男女共同参画推
進委員に、各課で作成する刊行物
のチェックを行わせ、市の刊行物に
男女共同参画の視点から不適切な
表現がなされないように努める。

①推進
員の事
務につき
周知
②推進
員からの
質問対
応

①1回
②相談
があれば
随時対
応

①1回
②相談
があれば
随時対
応

①1回
②相談
があれば
随時対
応

①1回
②相談
があれば
随時対
応

A:100
%達成
できてい
る

特になし

行政のほか、教育委員会（小
中学校）での周知文書作成
の際に活用できるよう「男女
共同参画の視点からの表現
のガイドライン」等の周知・啓
発を行う。

男女共同参
画推進課

5 4

市が発行する刊行物においては、
性別に基づく固定観念にとらわれ
ない、男女の多様なイメージが社会
に浸透していく表現に努め、多様な
男女の生き方や働き方に関する市
民の意識改革を促します。

飯塚市が毎月発刊している広報い
いづか等、市が発行する発刊物に
おいて、固定観念で男女の役割分
担がされたイラストや用語が使用
されていないかチェックを行う。

「男女共同参画の視点からの公的
広報の手引き」などを活用し、市報
の作成を行った。また、年1度実施
している「広報研修（伝える・伝わる
研修）」において、男女の広報に係
る表現方法のポイント説明を2回実
施（管理職向け・一般職員向け）し
た。

チェック
回数(年
12回発
行のため
最低12
回)及び
広報研
修での
説明回
数(2回）
の合計

13回 14回 14回 14回

A:100
%達成
できてい
る

特になし

「男女共同参画の視点からの
公的広報の手引き」などを活
用し、市報の作成を行う。ま
た、年1度実施している「広
報研修（伝える・伝わる研
修）」において、男女の広報
に係る表現方法のポイント説
明を実施（一般職員向け）す
る。

企画政策室
シティプロ
モーション
担当

6 5

市役所内の固定的な性別役割分担
の是正を徹底し、ジェンダーの視点
に立った施策運営を行うため、男
女共同参画に関する研修を定期的
に実施するとともに、男女共同参
画をテーマとした各種講演会やセ
ミナー等への積極的な派遣を行い
ます。

新規採用職員研修や人権研修等に
おいて男女共同参画に関する研修
を実施する。

新規採用職員研修、全職員を対象
とした研修において、ハラスメント
の具体例とその問題点等について
研修を行った。また、全職員研修実
施後に「人権に関する問題集」の理
解度確認小テスト（女性・性的マイノ
リティの人権問題等に関する設問
を含むもの）を行った

受講者
数

新規採
用職員
研修
32名
全職員
研修
817名

新規採
用職員
研修
51名
全職員
研修
825名

新規採
用職員
研修
46名
全職員
研修
844名

新規採
用職員
研修
60名
全職員
研修
787名

A:100
%達成
できてい
る

全職員研修実施後に実施し
た「人権に関する問題集」の
理解度確認小テストにおい
て、男女共同参画の視点から
の災害対応について出題し
た。

今後においても、新規採用職
員研修や人権研修等におい
て、男女共同参画に関する研
修の実施に取り組む

人事課

取組№ 取組内容

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標1　あらゆる年代における男女共同参画への意識づくり

各課の取組の概要 実施項目 指標 課名
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組番号

②R7年
度の進
捗評価

R4 R5 R6 ①R7

1



取組№ 取組内容

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標1　あらゆる年代における男女共同参画への意識づくり

各課の取組の概要 実施項目 指標 課名
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組番号

②R7年
度の進
捗評価

R4 R5 R6 ①R7

7 6
広報誌や各種講座を通じ、SDGｓ
について広報し、啓発に努めます。

あらゆる媒体・機会を活用し、幅広
く広報・啓発活動を行う。

①市報掲載
②市ホームページ掲載(更新)
③情報誌サンクス発行
④男女共同参画推進センター主催
講座開催
⑤出前講座開催

実施件
数

①0件
②0件
③0件
④4件
⑤0件

①0件
②0件
③0件
④2件
⑤13件

①0件
②0件
③0件
④2件
⑤17件

①0件
②1件
③0件
④3件
⑤7件

D:50%
程度しか
達成でき
ていない

出前講座や主催講座におい
て、資料の1ページ目やチラ
シなどにロゴを配置するな
ど、受講者が必ず目にする場
所への配置を心掛けた。

掲載可能な媒体を洗い出し、
より多く掲載していく。

男女共同参
画推進課

8 7

労働環境や男女の人権、男女共同
参画に関係の深い法律や制度に関
する広報や周知に努めるとともに、
国・県等関係機関との連携をとり
ながら相談事業等の充実を図りま
す。

労働関係の法律について、チラシ
等を活用して、市内事業者へ周知
を図る。
公共職業安定所、県筑豊労働者支
援事務所と連携し、各所の事業等
につき、チラシの配架等で周知し
た。

①市内事業所へハラスメントに関
する法改正等のチラシを配布、又
は配架
②介護事業所に対し、ハラスメント
に関する法改正のチラシの配架

①市内
事業所
を通じて
の周知
②介護
事業所
への周
知

①商工
会議所、
商工会
へチラシ
の配架
②介護
事業所
向け動画
にて、ハ
ラスメン
ト関連の
法改正
を周知

①商工
会議所、
商工会
へチラシ
の配架
②　-

①商工
会議所、
商工会
へチラシ
の配架
②介護
事業所
向け動画
にて、ハ
ラスメン
ト関連の
法改正
を周知

①青年
会議所
へハラス
メント関
連の法
改正を
周知
②介護
事業所
へハラス
メント関
連の法
改正を
周知

A:100
%達成
できてい
る

ハラスメント関連の法改正に
ついてチラシを作成し青年
会議所例会や介護事業所へ
の周知を行った。

今後も事業者等とかかわり
の深い法改正等の情報につ
いて周知していく。

男女共同参
画推進課

9 7

労働環境や男女の人権、男女共同
参画に関係の深い法律や制度に関
する広報や周知に努めるとともに、
国・県等関係機関との連携をとり
ながら相談事業等の充実を図りま
す。

労働関係に関する法律や講座をチ
ラシ及びＳＮＳ等を通じて市内事業
者及び労働者に周知する。また、福
岡県等主催の労働講座に対し、会
場を提供する等、事業者等が参加
しやすい環境を提供する。

福岡県主催の労働問題に対する相
談の場である「日曜労働相談会」や
労働法の基礎知識に関する「福岡
県労働教育講座」に対する周知。

周知（市
報・HP
含む
SNS・チ
ラシの配
架

市報、
HP
（SNS）
及びﾁﾗｼ
配架

市報、
HP
（SNS）
及びﾁﾗｼ
配架

市報、
HP及び
ﾁﾗｼ配架

市報、
HP及び
ﾁﾗｼ配架

A:100
%達成
できてい
る

特になし

福岡県主催の労働問題に対
する相談の場である「日曜労
働相談会」や労働法の基礎知
識に関する「福岡県労働教育
講座」に対する周知。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

10 8

男女共同参画を取り巻く状況に関
する国・県・市町村の各種統計・意
識調査や施策内容等についての情
報収集と情報提供に努めます。

市内各所で男女共同参画に関する
情報提供をする。

①男女共同参画推進センター、本
庁等の公共施設及び民間施設での
パンフレット等の配架及びパネル展
示
②「みんなの健康・福祉のつどい」
等各種イベントへのパネル展示

実施箇
所

①23か
所
②2か所

①23か
所
②2か所

①23箇
所
②1か所

①21か
所
②1か所

A:100
%達成
できてい
る

特になし

今後も国、県、関係機関から
情報収集を行い、時勢に合
わせた情報提供を積極的に
行う。

男女共同参
画推進課

11 9

業務統計を含む各種統計の実施に
あたっては、男女の置かれている
状況を客観的に把握するための
データの充実という観点から、可能
な限り男女別のデータを収集する
ように努めます。

男女共同参画の視点からの表現の
ガイドラインに、アンケート実施時
の性別欄の書き方例等を示してい
るが、ジェンダー統計については、
必要性等も十分検討し、アンケート
回答者の感情に配慮して行う必要
があるため、今後も国等の方針等
を注視して、実施していく。

各課からのジェンダー統計に関す
る質問につき、適宜回答し、ジェン
ダー統計が円滑に進むようその考
え方等を伝える。

担当課
からの相
談の受
付

随時実
施

随時実
施

随時実
施

随時実
施

A:100
%達成
できてい
る

特になし
今後も各課からの相談に対
し、ジェンダー統計が円滑に
行われるよう助言していく。

男女共同参
画推進課

12 9

業務統計を含む各種統計の実施に
あたっては、男女の置かれている
状況を客観的に把握するための
データの充実という観点から、可能
な限り男女別のデータを収集する
ように努めます。

「統計いいづか」において、可能な
限り男女別データを収集する。

「統計いいづか」において、一部の
統計で男女別のデータを公表して
いる。

公表デー
タ項目数

4項目 5項目

新規0項
目
（45/18
3）項目

新規0項
目
（45/18
3）項目

A:100
%達成
できてい
る

特になし
引き続き「統計いいづか」に
おいて、可能な限り男女別
データを収集する。

総務課

2



取組№ 取組内容

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標1　あらゆる年代における男女共同参画への意識づくり

各課の取組の概要 実施項目 指標 課名
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組番号

②R7年
度の進
捗評価

R4 R5 R6 ①R7

13 10

本プランの改定時には、男女共同
参画に関する市民意識調査を行
い、調査結果の分析とその結果の
公表を行います。

男女共同参画プランの参考とする
ため、策定の１年前に、市民意識調
査、事業所調査を実施することとし
ている。

男女共同参画プランは10年計画で
あり、令和3年度に中間見直しを
行った際に市民意識、事業所調査
を行った。(次回調査は令和7年度）

市民意
識調査、
事業所
調査の
実施

- - -

市民意
識調査、
事業所
調査の
実施

A:100
%達成
できてい
る

本プランにおける進捗状況
確認及び次期プラン策定の
際の基礎資料とするため、市
民意識調査及び事業所調査
を実施した。今回の調査では
インターネットでの回答も取
り入れ回答者の利便性向上
を図った。

調査から得られた各種デー
タの分析結果から、現行プラ
ンにおける進捗状況を確認
し、今後の方向性や重点的に
取り組むべき事項などを整
理し、次期プランを策定す
る。

男女共同参
画推進課

14 11

乳幼児期から子どもの発達段階に
応じ、男女が互いの人権を尊重し、
性別にとらわれない個性を育む教
育・保育を推進します。

保育所保育指針、こども園教育・保
育要領に基づき性別の固定観念に
とらわれず、また役割分担意識を
植え付けることの無い、人権尊重・
男女共同参画の視点にたった教
育・保育を実施する。

保育現場で使用する色の概念や遊
びの
選択を保育士側が決めつけない指
導を行っていく。

実施園
数

公立6園
中
6園実施

公立6園
中
6園実施

公立5園
中
5園実施

公立5園
中
5園実施

A:100
%達成
できてい
る

特になし

乳幼児期から子どもの発達
段階に応じ、男女が互いの人
権を尊重し、性別にとらわれ
ない個性を育む教育・保育の
推進。

保育課

15 11

乳幼児期から子どもの発達段階に
応じ、男女が互いの人権を尊重し、
性別にとらわれない個性を育む教
育・保育を推進します。

各校の学校保健計画の中に位置づ
け、教育活動全般において計画的
に実施する。

各校の学校保健計画の中に人権教
育(小学校は「性に関する指導、中
学校は「心身の発達と心の健康」」)
と位置づけ、教育活動全般におい
て計画的に実施する。

学校数 29校 29校 29校 29校

A:100
%達成
できてい
る

特になし

教育指導計画への確実な位
置づけ及び取り組みの進捗
状況の確認により、男女が互
いの人権を尊重し、性別にと
らわれない個性を育む教育
の推進を図ります。

学校教育課

16 12

福岡県教育委員会作成の「男女共
同参画教育指導の手引(改訂版）」
をもとに、学校教育の中で男女共
同参画社会について学習する機会
を設けます。

発達段階に応じ、教科をはじめ道
徳などの時間に指導を行う。

小学校では「男らしさ、女らしさ」な
ど固定的性別役割分担意識に対す
る正しい理解を深め、中学校では
「個性の認識や相互の尊重」などを
考えることを通して思いやりの心
や性差に関する正しい認識を育て
る。

学校数 29校 29校 29校 29校

A:100
%達成
できてい
る

特になし

「男女共同参画教育指導の
手引(改訂版）」の周知を行う
とともに、各学校における活
用事例などを紹介し、さらな
る学習内容の充実を図りま
す。

学校教育課

17 13

児童・生徒が将来の自立に向けて、
固定的な性別役割分担意識にとら
われることなく、自らの生き方を考
え、自分の意志と責任で進路を選
択し決定する能力・態度を身につけ
ることができるよう、キャリア教育
の充実を図ります。

各学校において各教科等の指導を
通して、キャリア教育に必要な基礎
的・汎用的能力を育成するため、年
間計画に沿って、固定的な役割分
担意識にとらわれないキャリア教
育を実施する。

令和５年度からの市キャリア教育
事業の実施に向けて、各校での
キャリア教育推進のための情報提
供、計画作成を支援した。

実施学
校数

29校 29校 29校 29校

A:100
%達成
できてい
る

特になし

今後も男女共同参画の視点
に立った教育を充実させ、発
達段階に応じた学習を行う
よう周知する。そのために、
教育指導計画の確認をす
る。

学校教育課

18 14

男女共同参画の視点に立った教
育・保育を実践できる人材を育成
するため、教職員、保育士等の研修
会等への参加を推進します。

男女共同参画に係る校内・校外研
修会等の案内を各学校に文書で通
知するとともに、校長会及び教頭
会において周知及び参加の奨励を
行った。

研修会等の案内の周知及び参加の
奨励を行い、人材育成を図った。

周知回
数

1回 1回 1回 1回

A:100
%達成
できてい
る

学校と家庭が足並みを揃え
て取り組めるよう、保護者へ
の啓発活動に取り組んだ。

多忙な現場でも受講しやす
いオンライン研修の拡充とと
もに、日々の保育・教育で即
活用できる「具体的な言葉が
け事例集」を配布し、より実
践的な意識改革を促す。

学校教育課

19 14

男女共同参画の視点に立った教
育・保育を実践できる人材を育成
するため、教職員、保育士等の研修
会等への参加を推進します。

男女共同参画の視点に立った教
育・保育を実践できる人材を育成
するため、父親の保育所・こども園
の行事の参加、子どもの男女共同
参画の理解・将来を見通した自己
形成の促進に寄与する教育、保育
を実施する。

①父親の保育所・こども園の保育
参観や
給食試食会の実施
②クラス名簿は月齢順・出席簿は五
十音順。並ぶ順番は性別で分けな
い。

①実施
園数
②クラス
名簿等
実施数

①園の
行事は
コロナで
実施して
い
ない
②名簿
等は公
立6園中
6園実施

①新型コ
ロナウイ
ルスの規
制緩和に
より、実
施した
②名簿
等は公
立6園中
6園実施

①保育
参観は
公立5園
中5園、
給食試
食会は1
園実施
②名簿
等は公
立5園中
5園実施

①保育
参観は
公立5園
中5園、
給食試
食会は2
園実施
②名簿
等は公
立5園中
5園実施

B:80%
程度達
成できて
いる

特になし

男女共同参画の視点に立っ
た教育・保育を実践できる人
材を育成するため、教職員、
保育士等の研修会等への参
加の推進。

保育課

3



取組№ 取組内容

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標1　あらゆる年代における男女共同参画への意識づくり

各課の取組の概要 実施項目 指標 課名
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組番号

②R7年
度の進
捗評価

R4 R5 R6 ①R7

20 15

男女共同参画推進センター「サンク
ス」を拠点に、関係団体とも連携し
ながら、男女共同参画社会の重要
性や必要性について理解を深める
ための男女共同参画推進講座等を
開催し、市民の男女共同参画意識
の向上を図ります。

男女共同参画推進センター主催講
座及び市と関係団体の協働による
講座を開催する。

①男女共同参画推進センター主催
講座開催
②共催事業開催

実施回
数

①4件
②6件

①2件
②6件

①8件
②7件

①6件
②9件

A:100
%達成
できてい
る

特になし

今後も男女共同参画推進セ
ンター主催事業及び関係団
体や県等との推進講座を開
催する。

男女共同参
画推進課

21 16

「コスモス大学」での一般教養講座
や各地区交流センター開催の高齢
者を対象とした事業の中に男女共
同参画の推進に関する講座を加
え、高齢者の学習の機会を提供し
ます。

「コスモス大学」一般教養講座のカ
リキュラムや各地区交流センター講
座に、男女共同参画の推進に関す
る講座を実施していく。

「コスモス大学」一般教養講座や各
地区交流センター講座において、男
女共同参画推進に関する講座を男
女共同参画推進課と実施。

実施回
数

0回 0回 2回 0回
E:全く達
成できて
いない

特になし

昨年度休講していたコスモ
ス大学が今年度再開するこ
とになったことから、一般教
養の学習プログラムに取り
入れ、男女共同参画推進課
と協議・調整を行い、実施し
ていく。

生涯学習課

22 17

関係機関・団体との連携を取りな
がら、女性の就業支援講座や就職
サポートセミナーなど、女性のエン
パワーメントのための講座を実施
します。

市の事業であるイクボス推進事業
を実施するほか、飯塚公共職業安
定所や、県筑豊労働者支援事務所
と連携し、国や県のセミナー等につ
き、市民に周知を図る。

市の事業にて職場の働き方改革を
推進するイクボスの啓発を実施し、
国、県、市の就労相談等の事業を市
民に周知する。

①イクボ
ス研修実
施回数
②国、県
の事業
の周知

①1回
②随時

①２回
②随時

①２回
②随時

①1回
②随時

A:100
%達成
できてい
る

働き方改革やイクボス推進
事業の啓発のため知名度の
高い講師を招聘しイクボス研
修を実施した。

今後も多くの方に参加いた
だけるようイクボス研修の内
容や講師について情報収集
し実施する。

男女共同参
画推進課

23 18

「レディースカレッジ」等、各交流セ
ンター開催の女性を対象としたス
キルアップのための講座を実施し、
学習の機会を提供します。

さまざまな市民ニーズに応じて、女
性のスキルアップ・活躍を推進につ
ながるような講座を実施する。

各交流センター講座において、女性
を対象としたスキルアップにつな
がる講座を実施。
(コグニサイズ、子育て応援講座等）

実施回
数

29回 37回 37回 38回

B:80%
程度達
成できて
いる

昨年と同様に、交流センター
の「レディースカレッジ」や講
座において、女性を対象とし
たスキルアップにつながる講
座を行った。

女性の講座参加者増加や関
心の向上に寄与する講座の
開催とともに、女性のスキル
アップに効果のあるメニュー
の実施を関係者とともに検
討・調整を行っていく。

生涯学習課

24 19

男女共同参画社会の実現に向けて
活動する団体の会場使用料・駐車
場使用料の減免や補助金の交付等
により、男女共同参画社会の実現
をめざす事業への支援を行いま
す。

男女共同参画社会の実現に向けて
活動する団体に、市の公共施設の
会場使用料や駐車場使用料を減免
することで活動の支援をする。

①会場使用料減免
②駐車場使用料減免
③補助金交付

①②減
免件数
③補助
金交付
件数

①75件
②
1,049
件
③11件

① 88件
②910
件
③9件

①95件
②
1,181
件
③ 7件

①6件
②126
件
③8件

A:100
%達成
できてい
る

特になし

引き続き団体が積極的に活
動できるよう会場・駐車場使
用料減免や補助金交付によ
る支援を、今後も周知と実施
を継続する。

男女共同参
画推進課

25 20

市民の主体的な学習活動を支援す
るため生涯学習に関する情報の収
集に努め、市報や市ホームページな
ど、あらゆる媒体を通じた情報提
供を行います。

・生涯学習に関する各種事業の情
報収集を行い、市民へ情報提供す
る。
・生涯学習課と連携し、出前講座の
実施、サンクス講座や推進講座の
周知を実施する。

・男女共同参画推進センター、本庁
市民ホール、４支所及び各地区交
流センター、3人権啓発センターに
国、県、他市町村のパンフレット等
を設置し、随時情報を提供
・生涯学習の機会を提供している
生涯学習課とも連携を取りなが
ら、出前講座の実施、サンクス講座
や推進講座の周知を実施

生涯学
習に関す
る情報や
各種講
座開催
の情報
収集及
び情報
提供

随時実
施

随時実
施

随時実
施

随時実
施

A:100
%達成
できてい
る

生涯学習に関する情報や各
種講座開催の情報提供を
行った。

今後も積極的に国、県、関係
機関からの情報収集を行う
とともに、関係課との連携に
よるきめ細かな情報提供を
実施する。

男女共同参
画推進課

令和7年
度は進捗
管理入力

26 20

市民の主体的な学習活動を支援す
るため生涯学習に関する情報の収
集に努め、市報や市ホームページな
ど、あらゆる媒体を通じた情報提
供を行います。

生涯学習および男女共同参画に関
する情報を収集・整理し、市報など
を通じて市民へ提供することで、主
体的な学びを支援している。また、
男女共同参画の推進に向け、各種
委員会における女性委員登用の促
進にも取り組んでいる。

市民が主体的に学べる講座・イベン
ト等の情報発信を行う。また、男女
共同参画の推進に向け、各種委員
会における女性委員の応募促進と
登用を働きかける。

実施回
数

3回 2回 3回 4回

D:50%
程度しか
達成でき
ていない

特になし

引き続き、市民が主体的に
学べる講座・イベント等の情
報発信を行う。また、男女共
同参画の推進に向け、各種
委員会における女性委員の
応募促進と登用を働きかけ
る。

生涯学習課
令和7年
度は進捗
管理入力

4



取組№ 取組内容

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標1　あらゆる年代における男女共同参画への意識づくり

各課の取組の概要 実施項目 指標 課名
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組番号

②R7年
度の進
捗評価

R4 R5 R6 ①R7

27 21

魅力あるテーマづくりや参加者同
士の仲間づくりなどを促進すると
ともに、託児付き講座の開催や開
催時間の配慮など、参加しやすい
環境づくりに努めます。

託児が必要な方も配慮しながら、
育児中の方や仲間づくりを求める
方が参加しやすい講座を開催す
る。

各交流センター及び中央公民館講
座においては、計画段階で託児が
必要かどうかを検討し、必要な場
合は託児付きを実施している。

①講座
実施回
数
②託児
実施回
数

①30回
②19回

①37回
②21回

①79回
②12回

①77回
②19回

B:80%
程度達
成できて
いる

特になし

異世代交流や子育て世代の
方が参加しやすい講座にお
いては、今後も託児付きを実
施していきたい。

生涯学習課

28 21

魅力あるテーマづくりや参加者同
士の仲間づくりなどを促進すると
ともに、託児付き講座の開催や開
催時間の配慮など、参加しやすい
環境づくりに努めます。

託児や手話通訳はもちろん、より多
くの方が参加できるよう開催日の
配慮を行う。

①託児・手話通訳ありの講座実施
件数
②土曜日または日曜日の講座実施
件数

実施件
数

①4件
②2件

①2件
②2件

①6件
②5件

①6件
②4件

A:100
%達成
できてい
る

手話申込に備えて関係課と
の調整を早い段階から行っ
た。

合理的配慮に即し、今後も多
くの参加者が受講できるよ
う継続して実施する。

男女共同参
画推進課

29 22

男女共同参画に関する国際的取組
や規範の内容、ジェンダー・ギャッ
プ指数など男女共同参画に関する
国際基準について広報・啓発を行
います。

市報等を活用し、男女共同参画の
推進に関する国際的取組や、ジェン
ダーギャップ指数を市民等に伝え
ていく。

市報等を活用し、日本のジェンダー
ギャップ指数を市民に伝え、日本が
国際社会に取り残されないために
も、男女共同参画の推進は重要で
あることを伝える。

①市報
等への
掲載

①1回 ①1回 ①18回 ①1件

A:100
%達成
できてい
る

特になし

日本と世界との比較を伝え、
日本の現状を正確に理解し
てもらうことで、男女共同参
画の推進の必要性を引き続
き発信していく。

男女共同参
画推進課

30 23

飯塚国際交流推進協議会による多
文化共生社会への意識づくりのた
めの国際理解事業やイベント事業
等を通して、地域市民との国際交
流の支援を行います。

2006年にボランティア団体、大
学、関係機構等の構成による協議
会を設立し、地域に密着し、市民が
主体となった国際化を図るため、
国際社会に向けた人づくり・地域づ
くりを目的としている。協議会の事
務局として加盟団体と連携し、目的
に沿った事業を行う本協議会に対
し補助金を交付している。

①お国料理バザー、スピーチコンテ
スト、ホームビジット等の事業の実
施
②総会、定例会の開催

各実施
回数
参加者
人数

①12件
参加者
379人
②6回
出席者
61人

①14件
参加者
400人
②6回
出席者
57人

①9件
参加者
555人
②6回
出席者
56人

A:100
%達成
できてい
る

特になし

①お国料理バザー、スピーチ
コンテスト、ホームビジット等
の事業　8件
②総会、定例会の開催　6件

国際政策課
令和7年
度は進捗
管理入力

31 24

平成28年12月に姉妹都市の提携
を結んだアメリカのサニーベール
市と学校間交流事業等を行い、グ
ローバルな人材育成により国際交
流を推進します。

市内中学生から高校2年生までの
20名を姉妹都市である米国サ
ニーベール市に派遣し、ホームステ
イや現地学生との交流を通して、多
文化への理解やコミュニケーション
能力を向上させ、将来の飯塚市を
担う人材育成を行う事業。研修生
を選抜し、事前研修、事後研修及び
帰国報告会を行う。帰国後も地域
活動等への参加を促し、継続して
国際人材育成を行う。

①事前事後研修
②アメリカでの現地研修（ホームス
テイ、現地学生との交流、異文化体
験）
③帰国報告会

研修会
の参加
回数
研修の
参加人
数

①8回
②8日間
　20名
③1回

①9回
②8日間
　20名
③1回

①9回
②8日間
　20名
③1回

A:100
%達成
できてい
る

事前研修においてサニー
ベール姉妹都市協会とオン
ライン交流を行った。

①事前事後研修
②アメリカでの現地研修
（ホームステイ、現地学生と
の交流、異文化体験）
③帰国報告会

国際政策課
令和7年
度は進捗
管理入力

32 25

外国人が安心して暮らせる環境を
整備するため相談窓口を設置し、
やさしい日本語や多言語による生
活情報や日本語教室の情報の発信
を行います。

国際交流・多文化共生の推進のた
め、外国人相談窓口を国際政策課
に設置し、外国人に関する相談や
情報提供を行う。多言語に対応し
た通訳タブレットを設置すること
で、本庁舎の窓口業務等の行政手
続きや相談において日本語を母語
としない外国人住民の支援を行
う。その他、「No.363-29 意思疎
通支援事業（社会・障がい者福祉
課）」により各支所に同様の通訳タ
ブレットを配置している。

①外国人相談窓口の設置
②多言語対応通訳タブレット、多言
語翻訳機設置
③市のホームページやフェイスブッ
クでの情報の発信

相談件
数
タブレッ
ト使用件
数
広報の
発信回
数

①276
件
②22件
③57回

①122
件
②10件
③119
回

①146
件
②21件
③170
回

A:100
%達成
できてい
る

特になし

①外国人相談窓口の設置
②多言語対応通訳タブレッ
ト、多言語翻訳機設置
③市のホームページやフェイ
スブックでの情報の発信

国際政策課
令和7年
度は進捗
管理入力

5
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33 26

市の目標審議会等における委
員選定時の女性委員の割合は
原則40%以上60%以下を目
指し、女性委員のいない審議会
等が発生しないよう、「女性人
材バンク」の活用及び「飯塚市
審議会等の委員への女性登用
推進に関する要綱」に基づく女
性委員の登用に努めます。

審議会の女性委員登用率が
40%から60%となるよう、審
議会所管課の職員とともに女
性委員を増やすために努力をし
ていく。

審議会所管課職員と協議の上、
女性委員登用率向上策を検討
し助言する。

審議会委
員の推薦
依頼前協
議の実施

7回 ８回 6回 2回
A:100%達
成できている

女性委員登用率が40％を
下回る審議会について、団体
等に推薦を依頼する前に面
談を実施し、女性登用に繋が
るよう協議を行った。

女性委員登用率40％を超え
るような方策について審議
会所管課と協議を行う。

男女共同参
画推進課

34 26

市の目標審議会等における委
員選定時の女性委員の割合は
原則40%以上60%以下を目
指し、女性委員のいない審議会
等が発生しないよう、「女性人
材バンク」の活用及び「飯塚市
審議会等の委員への女性登用
推進に関する要綱」に基づく女
性委員の登用に努めます。

「飯塚市審議会等の設置及び運
営に関する規程」に登用率達成
にむけた積極的な女性委員の
選任に努める規定、「飯塚市審
議会等の委員の公募に関する
要領」に公募委員数に男女別数
を記載する規定を定めている。

庁内掲示板に、各種審議会等の
設置及び運営について通知し、
積極的な女性委員の選任と、男
女共同参画推進課への事前協
議書の提出を依頼している。

掲示回数 1回 1回 1回 1回
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

各規定に関する掲示内容に
ついて検討を行い、各種審
議会等の設置及び運営等に
ついての庁内理解が進むよ
う取り組む。

企画政策室
企画政策担
当

35 27

子育て中の女性も委員として社
会参画できるよう、託児など女
性委員参画のための環境づく
りに努めます。

審議会開催時の託児の実施に
つき、審議会所管課に働きか
け、子育て中の女性も審議会員
として参画しやすい環境づくり
を行う。

①審議会担当課職員への周知
依頼
②ＳＮＳ，市報、チラシ等を活用
した市民への周知回数

①直接周
知を依頼
した回数
②市民へ
の周知回
数

①7回
②0回

①8回
②1回

①6回
②0回

①2回
②0回

B:80%程度
達成できてい
る

女性委員登用率が40％を
下回る審議会について、団体
等に推薦を依頼する前に面
談を実施し、女性登用に繋が
るよう協議を行った。

審議会開催時の託児の実施
について、市民への周知を実
施する。

男女共同参
画推進課

36 28

性別にとらわれない人事配置
や管理職への登用、女性職員の
職域拡大、介護・育児休業を取
得しやすい体制づくりなど、「飯
塚市特定事業主行動計画」に基
づき、市が事業者の模範となる
ための取組を進めます。

性別にとらわれない人事配置
や管理職への登用
特定事業主行動計画に基づく
介護・育児休業取得周知等の推
進

性別にとらわれない人事配置
や管理職への登用に努めた。
特定事業主行動計画に基づく
介護・育児休業取得周知等の推
進に取り組んだ。

①課長以
上職の割
合
②課長補
佐職の割
合
③介護休
暇取得者
数
④育児休
業取得者
数

①10.4％
②31.7％
③0名、短期
介護休暇:3
名取得。(男
性1名、女性
2名）
④対象者60
名（男性20
名・女性40
名）に対し、
42名（男性
2名・女性
40名）※常
勤職員（継続
取得中含む）

①10.3％
②36.9％
③介護休暇：
1名（男性）
　短期介護
休暇：5名
（女性）
④対象者：
65名
　（男性23
名・女性42
名）
　取得者：
53名
　（男性11
名・女性42
名）
　※常勤職
員
　（継続取得
中含む）

①11.3％
②37.9％
③介護休暇：
0名
　短期介護
休暇：3名
（女性）
④対象者：
55名
　（男性18
名・女性37
名）
　取得者：
48名
　（男性11
名・女性37
名）
　※常勤職
員
　（継続取得
中含む）

①15.2％
②36.4％
③介護休
暇：1名（女
性1名）
　短期介護
休暇：11名
（男性4名・
女性7名）
④対象者：
59名
　（男性21
名・女性38
名）
　取得者：
54名
　（男性16
名・女性38
名）
　※常勤職
員
　（継続取
得中含む）

B:80%程度
達成できてい
る

男性職員の育児休業取得促
進に係る研修を係長級職員
を対象に実施した。なお、R5
年度は課長級、R6年度は課
長補佐級を対象とした。
また、仕事と介護の両立支援
マネジメントフローを作成
し、介護休暇等に係る意向確
認書兼ヒアリングシートを活
用し、仕事と介護の両立支援
を促し、介護休暇等取得支援
を行った。

引き続き、マネジメントフ
ローを活用し、介護・育児休
業制度の周知を積極的に行
い、取得促進を図る。
また、性別に関わらず職員が
働く意欲を持ち続けられる
ための各種支援や取り組み
を実施する。

人事課

37 29

事業所や地域団体等に対して、
女性の参画促進の重要性・必要
性について理解を得られるた
めの周知・啓発、情報提供を進
めます。

事業所や地域団体等に対し、周
知・啓発・情報提供を行う。

①男女共同参画推進センター、
本庁等の公共施設及び民間施
設でのパンフレット等の配架及
びパネル展示
②市報掲載
③市ホームページ掲載(更新)
④情報誌サンクス発行
⑤イクボス研修の開催
⑥県主催キャリアアップセミ
ナーのチラシ等配架

①実施箇
所
②～⑤掲
載件数
⑥実施箇
所

①28箇
所
②21件
③19件
④1件
⑤1件
⑥12箇
所

①28箇
所
②18件
③28件
④1件
⑤1件
⑥12箇
所

①28箇
所
②1件
③2件
④1件
⑤ 1件
⑥ 26箇
所

①26箇
所
②1件
③1件
④1件
⑤1件
⑥26件

A:100%達
成できている

特になし

今後も引き続き、関係課や県
と連携を図りながら地域団
体等に対し、周知・啓発、情
報提供を行っていく。

男女共同参
画推進課

課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組
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課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

38 29

事業所や地域団体等に対して、
女性の参画促進の重要性・必要
性について理解を得られるた
めの周知・啓発、情報提供を進
めます。

企業全体の取り組みとして意識
させ、それにより従業員にも連
鎖して認識させる。

ゴール5（ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等を達成
し、すべての女性及び女児の能
力強化を行う）を含むSDGｓへ
の参加登録のHP作成及びﾁﾗｼ
の配架を実施した。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

HP及びﾁ
ﾗｼ配架

HP及びﾁ
ﾗｼ配架

HP掲載 HP掲載
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

ゴール5（ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等を達
成し、すべての女性及び女児
の能力強化を行う）を含む
SDGｓへの参加登録のHP
作成及びﾁﾗｼの配架を実施す
る。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

39 29

事業所や地域団体等に対して、
女性の参画促進の重要性・必要
性について理解を得られるた
めの周知・啓発、情報提供を進
めます。

自治会役員等の選任は、積極的
に女性を役員に登用するよう
促し、男女ともに地域づくりに
参画するという考えを推進する

自治会長会の役員改選時など
に、女性の参画を促した。男女
共同参画の推進の項目が掲載
された自治会長ハンドブックを
配布することにより、役員への
女性参画を促進した。

自治会長
に配布す
るハンド
ブック数
全会長人
数
271人

273部 271部 270部 267部
A:100%達
成できている

特になし

継続して自治会長会の役員
改選時などに、女性の参画
を促していく。地域の自治会
に対しても、引き続き自治会
長に配布するハンドブックを
用いて、役員への女性参画
を促進する。

まちづくり
推進課

40 30

事業所における女性の登用状
況の把握に努め女性の管理監
督職への登用や職域拡大など、
女性が方針決定の場に参画で
きるよう事業所への啓発に努
めます。

事業所向け啓発として、平成
30年度より行っているイクボ
ス推進事業を継続し、男女とも
に働きやすい職場環境づくりを
すすめ、市内に女性が活躍しや
すい事業所を増やす。

①イクボス研修を開催し、男女
ともに働きやすい職場づくりを
啓発する。
②新規イクボス宣言事業所を募
り、働きやすい職場づくりを始
める事業所を増やす。

①イクボ
ス研修の
開催
②新規イ
クボス宣
言事業所
数

①1回
②16社

①2回
②24社

①1回
②7社

①1回
②14社

A:100%達
成できている

令和7年度に行った「女性の
労働状況に関する事業所調
査」においてイクボス推進事
業についての設問を設け、市
のHPを案内する2次元コー
ドを掲載し、事業の周知につ
なげることができた。

イクボス推進事業の周知・啓
発と、イクボス研修の実施を
行う。個別訪問による事業周
知や、チラシの配架場所の検
討を行う。

男女共同参
画推進課

41 30

事業所における女性の登用状
況の把握に努め女性の管理監
督職への登用や職域拡大など、
女性が方針決定の場に参画で
きるよう事業所への啓発に努
めます。

女性の管理職への登用、方針決
定の場への参画等において市
内事業所への周知を図る。

「女性労働者に対する職業生活
に関する機会の提供」を求職者
が閲覧できるよう制定された
改正女性活躍推進法をHP、ﾁﾗｼ
にて周知した。
また、えるぼし認定制度（女性
活躍推進）においてもHPで周
知した。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

HP及びﾁ
ﾗｼ配架

HP及びﾁ
ﾗｼ配架

HP掲載
及びﾁﾗｼ
配架

HP掲載
及びﾁﾗｼ
配架

A:100%達
成できている

特になし

「女性労働者に対する職業生
活に関する機会の提供」を求
職者が閲覧できるよう制定
された改正女性活躍推進法
をHP、ﾁﾗｼにて周知する。
また、えるぼし認定制度（女
性活躍推進）においてもHP
で周知する。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

42 31

地域活動団体等における女性
の登用状況の把握に努め、団体
役員への女性の登用など、女性
が方針決定の場に参画できる
よう団体等への啓発に努めま
す。

まちづくり協議会における女性
役員の登用状況を把握し、団体
役員への女性の登用を促進す
る

まちづくり協議会における女性
の登用状況を把握し、役員改選
前に、積極的な女性役員の登用
について会議で団体役員に説
明し、女性参画の促進を啓発し
た。

まちづく
り協議会
役員の女
性登用率
目標
40％と
する

20.11%
37人
/184人
中

21.72%
43/198
人中

22.51%
43/191
人中

21.99
%
42/19
1人中

C:60%程度
達成できてい
る

特になし

継続してまちづくり協議会に
おける女性役員の登用状況
を把握しながら、団体役員へ
の女性の登用を促進してい
く

まちづくり
推進課

43 31

地域活動団体等における女性
の登用状況の把握に努め、団体
役員への女性の登用など、女性
が方針決定の場に参画できる
よう団体等への啓発に努めま
す。

地域活動団体等に対して啓発
を行う。

①男女共同参画推進センター、
本庁等の公共施設及び民間施
設でのパンフレット等の配架及
びパネル展示
②市報掲載
③市ホームページ掲載(更新)
④情報誌サンクス発行
⑤イクボス研修の開催
⑥県主催キャリアアップセミ
ナーのチラシ等配架

①実施箇
所
②～⑤掲
載件数
⑥実施箇
所

①28箇
所
②21件
③19件
④1件
⑤1件
⑥12箇
所

①28箇
所
②18件
③28件
④1件
⑤1件
⑥12箇
所

①28箇
所
②1件
③2件
④1件
⑤ 1件
⑥ 26箇
所

①26箇
所
②1件
③2件
④1件
⑤1件
⑥25箇
所

A:100%達
成できている

特になし

今後も引き続き、関係課や県
と連携を図りながら地域団
体等に対し、周知・啓発、情
報提供を行っていく。

男女共同参
画推進課

7
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課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

44 32

固定的な性別役割分担意識に
とらわれず、女性が方針決定の
場へ積極的に参画できるよう、
意識改革の啓発に努めます。

審議会への女性委員登用数を
増やすほか、市報、ＨＰ等の広報
媒体も活用し女性が方針決定
の場に積極的に参画できるよ
う、意識改革の啓発を行ってい
く。

①市職員が団体等へ審議会の
女性委員登用を呼びかけるこ
とで、市内団体の意識改革がで
きるので、審議会委員の女性登
用数を増やす取組を継続する。
②市報、ＳＮＳ等で女性人材バ
ンク登録や審議会委員の女性
登用を呼びかける。

①直接周
知を依頼
した回数
②市報、
ＳＮＳ掲載
回数

①7回
②ＳＮＳ1
回

①8回
②市報2
回

①6回
②市報1
回

①2回
②市報1
回

A:100%達
成できている

女性委員登用率が40％を
下回る審議会について、団体
等に推薦を依頼する前に面
談を実施し、女性委員登用に
繋がる方策について協議を
行った。

審議会等の女性委員登用率
が40％以上となるよう庁内
で継続して啓発するととも
に、女性人材バンクについて
の周知を行う。

男女共同参
画推進課

45 33

地域活動における女性リーダー
育成のため、研修や講座等の機
会の提供と情報提供の充実を
図ります。

女性リーダー育成のための研
修や講座等の情報提供を行う
等の支援を行う。

①共催・会場提供
②男女共同参画推進センター、
本庁でのチラシ等の配架
③市報掲載
④市ホームページ掲載(更新)

①実施件
数
②実施箇
所
③実施件
数
④実施件
数

①1件
②12箇
所
③1件
④1件

①1件
②12箇
所
③1件
④1件

①2件
② 26箇
所
③2件
④2件

①2件
②25箇
所
③2件
④2件

A:100%達
成できている

特になし
今後も引き続き県などと連
携し講座等の情報提供を
行っていく。

男女共同参
画推進課

46 33

地域活動における女性リーダー
育成のため、研修や講座等の機
会の提供と情報提供の充実を
図ります。

女性のスキルアップ・活躍を推
進する。

交流センター講座において、女
性のスキルアップ、女性の活躍
につながるような講座を開催す
る。

実施回数 5回 22回 22回 26回
B:80%程度
達成できてい
る

二瀬地区、幸袋地区におい
て女性のスキルアップ・ア活
躍を推進する講座を実施す
ることができた。

女性のリーダー育成に効果
的な研修・講座のメニューを
検討・実施していく。

生涯学習課

47 34

様々な分野で活躍する女性や、
地域の女性人材に関する情報
の収集に努め、女性人材バンク
登録者リストの充実を図り、各
種審議会等委員への活用を促
進します。

女性人材バンクの登録者数を
増やし、審議会委員へ登録され
た女性を推薦する機会を作っ
ていく。

①女性人材バンク登録者の募
集を市報、ＳＮＳ、チラシで行う。
②女性人材バンクのことを市職
員に周知し、活用をすすめる。

①市報、
ＳＮＳ、チ
ラシ回数
②職員周
知回数

①3回
②２回

①1回
②2回

①1回
②2回

①1回
②1回

A:100%達
成できている

女性人材バンクの登録申請
について、従来の紙による申
請用紙の提出のほかに電子
申請ができるよう整備した。
それに伴いチラシに2次元
コードを掲載するほか、HP
からもリンクできるように
し、申請者の利便性の向上を
図った。また、市報掲載や各
事業開催時にチラシを配布
し周知を行った。

女性人材バンクの登録者を
増やせるよう市報、HPを活
用するほか、各事業開催時に
チラシを配布し周知を行う。
また、新たなチラシの配架場
所を検討し周知の幅を広げ、
多様な人材の登録に繋がる
よう周知していく。

男女共同参
画推進課

48 35

男女雇用機会均等法、労働基準
法など労働に関する各種法律
について、各種広報媒体の利用
や講座開催により事業主や労
働者への周知啓発と情報提供
に努めます。

女性に関わる労働慣例の法令、
ハラスメント関連の法改正につ
いて、チラシを作成し、市内事
業所向けに周知を図る。

①ハラスメント関連のチラシを
商工会議所、商工会と連携し事
業者へ周知を図る。
②高齢介護課と連携し、介護事
業所にハラスメント関連の法令
について周知を図る。

①市内事
業所へ周
知
②介護事
業所への
周知回数

①1回
②1回

①1回
②0回

①1回
②1回

①1回
②1回

A:100%達
成できている

ハラスメント関連の法改正に
ついてチラシを作成し青年
会議所例会や介護事業所へ
の周知を行った。

今後も事業者等とかかわり
の深い法改正等の情報につ
いて周知していく。

男女共同参
画推進課

49 35

男女雇用機会均等法、労働基準
法など労働に関する各種法律
について、各種広報媒体の利用
や講座開催により事業主や労
働者への周知啓発と情報提供
に努めます。

市内事業所向けに周知を図り、
労働における労働法をはじめ
各種法律について認識してもら
う。

福岡県主催の労働法や労働問
題に関する基本的な事柄につ
いての「労働教育講座」を共催
のもと1回実施した。労働教育
講座において、市報及びHP等
で周知啓発、情報提供を実施し
た。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

市報、HP
（SNS）及
びﾁﾗｼ配
架

市報、HP
（SNS）及
びﾁﾗｼ配
架

市報、HP
掲載及び
ﾁﾗｼ配架

市報、
HP掲載
及びﾁﾗｼ
配架

A:100%達
成できている

特になし

福岡県主催の労働法や労働
問題に関する基本的な事柄
についての「労働教育講座」
を共催のもと1回実施した。
労働教育講座において、市
報及びHP等で周知啓発、情
報提供を実施する。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ
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第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標2　あらゆる分野における女性の活躍推進

課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

50 36

職場における固定的な性別役
割分担意識の解消、男女平等を
推進するために、あらゆる機会
や手段を活用して啓発に努めま
す。

イクボス推進事業を通じて、男
女ともに働きやすい職場づくり
の啓発からはじめて、女性活躍
を推進し、職場における男女平
等を推進していく。

①イクボス研修を開催し、男女
ともに働きやすい職場づくりを
啓発する。
②新規イクボス宣言事業所を募
り、働きやすい職場づくりを始
める事業所を増やす。

①イクボ
ス研修の
開催
②新規イ
クボス宣
言事業所
数

①1回
②16社

①2回
②24社

①1回
②7社

①1回
②14社

A:100%達
成できている

イクボス宣言の実施につい
て、従来の紙による申請用紙
の提出のほかに電子申請が
できるよう整備した。それに
伴いチラシに2次元コードを
掲載するほか、HPからもリ
ンクできるようにし、事業者
の利便性の向上を図った。ま
た、市報掲載やチラシ配架、
青年会議所例会での事業説
明等による周知を行った。

HPを活用した周知の強化を
行う。

男女共同参
画推進課

51 36

職場における固定的な性別役
割分担意識の解消、男女平等を
推進するために、あらゆる機会
や手段を活用して啓発に努めま
す。

固定的性別役割分担意識を解
消し、職場における男女平等を
一層推進する。

育児・介護休業法改正により産
後ﾊﾟﾊﾟ育休が創設されるなど、
男女平等の推進を周知するた
め、HPを作成した。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

HP作成 ＨＰ作成 ＨＰ掲載 ＨＰ掲載
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

育児・介護休業法改正により
産後ﾊﾟﾊﾟ育休が創設される
など、男女平等の推進を周
知するため、HPで周知す
る。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

52 36

職場における固定的な性別役
割分担意識の解消、男女平等を
推進するために、あらゆる機会
や手段を活用して啓発に努めま
す。

女性の活躍に関する農業者全
体の理解を促進する。

女性を中心とした研修会や交
流会を令和7年度は2回実施し
た。

女性を中
心とした
研修会や
交流会の
開催数、
女性の合
計参加人
数

1回
5名

5回
33名

6回
34名

2回
17名

C:60%程度
達成できてい
る

特になし

女性の活躍に関する農業者
全体の理解を促進するため
に、今後も女性を中心とした
研修会や交流会、視察研修
等を開催し、会報誌等で女性
農業者のみならず男性農業
者にも広く周知していく。

農林振興課

53 36

職場における固定的な性別役
割分担意識の解消、男女平等を
推進するために、あらゆる機会
や手段を活用して啓発に努めま
す。

人事課において実施する研修
派遣（福岡県市町村職員研修
所、福岡県建設技術情報セン
ター、市町村職員中央研修所、
自治大学校、全国市町村国際文
化研修所）や本市職員研修所で
実施する各種研修（行政経営研
修、人事評価研修、メンタルヘ
ルス研修）への参加推進を性別
にとらわれることなく実施し、
職場において男女が対等なメ
ンバーであるとの意識醸成を
図る。

人事課において実施する研修
派遣（福岡県市町村職員研修
所、福岡県建設技術情報セン
ター、市町村職員中央研修所、
自治大学校、全国市町村国際文
化研修所）や本市職員研修所で
実施する各種研修（行政経営研
修、人事評価研修、メンタルヘ
ルス研修）への参加推進を性別
にとらわれることなく実施し、
職場において男女が対等なメ
ンバーであるとの意識醸成を
図った。

外部研修
派遣者数

対象者
143名
（男性91
名・女性
52名）

対象者
215名
（男性
120名・
女性95
名）

対象者
217名
（男性
142名・
女性75
名）

対象者
285名
（男性
192名・
女性93
名）

A:100%達
成できている

これまでは、女性の管理監督
者向け研修に職員を毎年1
名派遣させていたが、R7年
度においては、中堅（主任級
以下）職員が今後リーダーに
なることを見据えた研修に
も女性職員を派遣した。（※
JIAM:次世代を担う若手職
員育成研修）

引き続き可能な限り研修へ
の派遣を行う。その際は性別
役割分担意識の解消、男女
平等意識の醸成を目指した
啓発を継続する。

人事課

54 37

職場における労働条件や労働
環境などに関する労働相談窓
口の周知を図るとともに、関係
機関との連携を強化し、相談機
能の充実に努めます。

関係機関と連携し、労働相談が
無料で実施されており、数回で
はあるが、平日だけでなく日曜
も実施されていることを市内事
業所へ知らせる。

労働に関する相談窓口として
「解雇・雇止め集中相談会」、「日
曜労働相談会」等の共催をする
ことにより連携し市報等にて、
またその他県筑豊労働者支援
事務所等からくる労働相談にお
いては、ﾁﾗｼ配架により周知に
努めた。
事業者には働きやすい職場環
境整備に向けた相談等の個別
相談会においてもHPで周知し
た。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

市報、HP
（SNS）及
びﾁﾗｼ配
架

市報、HP
（SNS）及
びﾁﾗｼ配
架

市報、HP
掲載及び
ﾁﾗｼ配架

市報、
HP掲載
及びﾁﾗｼ
配架

A:100%達
成できている

特になし

労働に関する相談窓口とし
て「解雇・雇止め集中相談
会」、「日曜労働相談会」等の
共催をすることにより連携し
市報等にて、またその他県筑
豊労働者支援事務所等から
くる労働相談においては、ﾁﾗ
ｼ配架により周知に努める。
事業者には働きやすい職場
環境整備に向けた相談等の
個別相談会においてもHPで
周知する。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

55 37

職場における労働条件や労働
環境などに関する労働相談窓
口の周知を図るとともに、関係
機関との連携を強化し、相談機
能の充実に努めます。

県筑豊労働者支援事務所と連
携し、男女共同参画推進セン
ター「サンクス」にて職場の悩み
相談、就労相談を実施する。

男女共同参画推進センター「サ
ンクス」にて職場の悩み相談、
就労相談を実施し、周知する。

①相談実
施月
②市報掲
載回数

①12回
②12回

①12回
②12回

①12回
②12回

①12回
②12回

A:100%達
成できている

特になし
今後も県や関係機関と連携
し、事業周知を図り、相談事
業を継続実施する。

男女共同参
画推進課
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第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標2　あらゆる分野における女性の活躍推進

課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

56 37

職場における労働条件や労働
環境などに関する労働相談窓
口の周知を図るとともに、関係
機関との連携を強化し、相談機
能の充実に努めます。

労働安全衛生法第66条に基づ
き、産業医を設置し、産業医・保
健師による健康相談等を行い、
職員の健康の保持増進を図る。

産業医による健康相談の実施、
保健師による健康相談の実施

①相談者
数（産業
医）
②相談者
数（保健
師）

①産業医
47人、
②保健師
274人

①産業医
30人、
②保健師
334人

①産業医
22人、
②保健師
333人

①産業
医
24人
②保健
師
367人

A:100%達
成できている

休暇、休職明けの職員につ
いて、産業医・保健師面談実
施の案内を行い、再発の予
防に努めた。

引き続き、職場における労働
環境などに関する相談窓口
の周知を図る。

人事課

57 38

セクシュアル・ハラスメント、マ
タニティ・ハラスメント防止のた
めに事業主が配慮すべき事項
について周知するとともに、各
種ハラスメント防止に向けた広
報・啓発に努めます。

ハラスメント関連の法令につ
き、市内事業所へチラシ、ＨＰ等
で周知を図る。

市内事業所に、チラシ、動画を
通じて、ハラスメント関連の法
改正の周知を図る。

市内事業
所周知回
数

2回 1回 2回 2回
A:100%達
成できている

ハラスメント関連の法改正に
ついてチラシを作成し青年
会議所例会や介護事業所へ
の周知を行った。

今後も事業者等とかかわり
の深い法改正等の情報につ
いて周知していく。

男女共同参
画推進課

58 38

セクシュアル・ハラスメント、マ
タニティ・ハラスメント防止のた
めに事業主が配慮すべき事項
について周知するとともに、各
種ハラスメント防止に向けた広
報・啓発に努めます。

職場のﾊﾗｽﾒﾝﾄ問題において、労
働者・雇用主両方が相談できる
相談会を実施していることを知
らせる。

「ちくほう労働者支援だより」を
配架することで、県ママと女性
の就業支援センター等の周知を
はかるとともに、その防止策や
相談窓口の周知も出来た。ま
た、「職場のﾊﾗｽﾒﾝﾄ集中相談会」
において市報等での周知に努
めた。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

市報、HP
（SNS）及
びﾁﾗｼ配
架

市報、HP
（SNS）及
びﾁﾗｼ配
架

市報、HP
掲載及び
ﾁﾗｼ配架

市報、
HP掲載
及びﾁﾗｼ
配架

A:100%達
成できている

特になし

「ちくほう労働者支援だよ
り」を配架することで、県マ
マと女性の就業支援セン
ター等の周知をはかるとと
もに、その防止策や相談窓口
の周知も出来た。また、「職
場のﾊﾗｽﾒﾝﾄ集中相談会」に
おいて市報等での周知に努
める。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

59 38

セクシュアル・ハラスメント、マ
タニティ・ハラスメント防止のた
めに事業主が配慮すべき事項
について周知するとともに、各
種ハラスメント防止に向けた広
報・啓発に努めます。

女性に対するハラスメント防止
の内容を含めた研修を実施し、
防止に向けた啓発を行う。

全職員を対象とした研修にお
いて、女性に対するハラスメン
ト防止を目指す内容を含めた研
修を実施するとともに、女性の
人権問題に関する設問を含む
「人権に関する問題集」の理解
度確認小テストを実施し、女性
に対する人権意識向上を図っ
た。

研修受講
者数

817名 825名 844名 787名
A:100%達
成できている

全職員研修実施後に実施し
た「人権に関する問題集」の
理解度確認小テストにおい
て、男女共同参画の視点から
の災害対応について出題し
た。

今年度においても、女性に対
するハラスメント防止を目指
す内容を含めだ研修を実施
し、防止に向けた啓発に努め
る。

人事課

60 39

飯塚公共職業安定所や飯塚商
工会議所、飯塚市商工会などと
の連携を強化し、昇進や賃金、
職種など職場での男女格差是
正に向けた啓発を図ります。

各団体と連携の上、市報や事業
を通じて、男女ともに働きやす
い職場づくりの啓発からはじめ
て、女性活躍を推進し、職場に
おける男女格差是正を推進し
ていく。

市民や事業所に対し、市報や事
業を通じ、女性の活躍事例等を
周知していくことから始め、男
女格差是正をめざしていく。

①市報掲
載回数
②関連事
業実施数

①6回
②1回

①6回
②1回

①0回
②3回

①0回
②3回

B:80%程度
達成できてい
る

令和7年度に行った「女性の
労働状況に関する事業所調
査」において、事業所におけ
る男女格差に関する設問等
を通して現状の確認や意識
改革の契機とすることがで
きた。

福岡県と連携して周知・啓発
を行っていく。

男女共同参
画推進課

61 39

飯塚公共職業安定所や飯塚商
工会議所、飯塚市商工会などと
の連携を強化し、昇進や賃金、
職種など職場での男女格差是
正に向けた啓発を図ります。

飯塚公共職業安定所等の関係
機関との連携を強化し、職場で
の男女格差是正に向けた啓発
を市内事業所向けに実施する。

女性活躍推進法に関する制度
改正より、「男女の賃金の差異」
の公表が義務化されたため、
HPを作成し、周知をはかった。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

HP作成 ＨＰ作成 ＨＰ掲載 ＨＰ掲載
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

女性活躍推進法に関する制
度改正より、「男女の賃金の
差異」の公表が義務化された
ため、HPを作成し、周知を
はかる。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

62 40

女性だけでなく、男性も積極的
に育児・介護休業を取得するよ
うに、情報紙や各種講座などに
おいて情報提供に努めます。

男性の育児、介護休業取得を推
進するため、各種制度について
市内事業所に周知を図る。

育児・介護休業法改正により産
後ﾊﾟﾊﾟ育休が創設されるなど、
男女平等の推進を周知するた
めHPを作成し、育児休業給付
制度について周知をした。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

HP作成 ＨＰ作成 HP掲載 HP掲載
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

育児・介護休業法改正により
産後ﾊﾟﾊﾟ育休が創設される
など、男女平等の推進を周
知するためHPを作成し、育
児休業給付制度について周
知する。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

10



第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標2　あらゆる分野における女性の活躍推進

課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

63 40

女性だけでなく、男性も積極的
に育児・介護休業を取得するよ
うに、情報紙や各種講座などに
おいて情報提供に努めます。

男性の家事、育児参画が進むよ
う、主催する事業や講座の中で
啓発を行う。

男性の家事、育児参画が進むよ
う、主催する事業や講座の中で
啓発を行う。

①事業で
の啓発回
数
②講座で
の啓発回
数
③家事、
育児シェ
アシート
の配布

①1回
②0回

①1回
②0回
③随時

①② 18
回
③随時

①②9回
③随時

A:100%達
成できている

特になし
今後も講座やイベント等、
様々な機会で啓発活動を行
う。

男女共同参
画推進課

64 40

女性だけでなく、男性も積極的
に育児・介護休業を取得するよ
うに、情報紙や各種講座などに
おいて情報提供に努めます。

職員に、育児参加休暇、配偶者
出産休暇、育児休業の制度、介
護休業についての周知を図り、
取得を推進する。

所属長及び職員への制度の周
知をグループウェアの掲示板へ
の掲示等により図るとともに、
個別の職員からの相談の際は
各制度の提示案内を行った。ま
た、ワークライフバランスの小
冊子などを掲示板に掲示し、周
知を行い、取得を推進した。

①所属
長・職員
への周知
回数
②職員へ
の個別の
提示案内
件数
③小冊子
の掲示に
よる制度
周知

①1回
②13件
③１回

（4年度）
・育児参加休
暇取得:男性6
名、配偶者出
産休暇取得:
男性19名。男
性の育児休業
取得者2名
・介護休暇取
得:0名、短期
介護休暇取
得:3名(男性1
名、女性2名）
・育児短時間
勤務取得:1
名、部分休業
取得:6名（全
員女性）

①1回
②17件
③１回

（5年度）
・育児参加休
暇取得:男性
16名、配偶者
出産休暇取
得:男性17
名。男性の育
児休業取得者
11名
・介護休暇取
得:1名、短期
介護休暇取
得:5名(男性
0名、女性5
名）
・育児短時間
勤務取得:0
名、部分休業
取得:8名（全
員女性。うち2
名会計年度任
用職員）

①1回
②14件
③1回

・育児参加休
暇取得:男性
14名、配偶者
出産休暇取
得:男性12
名。男性の育
児休業取得者
8名
・介護休暇取
得:0名、短期
介護休暇取
得:3名(男性
0名、女性3
名）
・育児短時間
勤務取得:0
名、部分休業
取得:13名
（男性2名、女
性11名。うち
1名任期付職
員）

①1回
②19件
③1回

・育児参加休
暇取得:男性
12名、配偶
者出産休暇
取得:男性19
名。男性の育
児休業取得
者16名
・介護休暇取
得:1名（女
性）、短期介
護休暇取
得:11名(男
性4名、女性
7名）
・育児短時間
勤務取得:0
名、部分休業
取得:14名
（男性2名、
女性12名。
うち1名会計
年度任用職
員職員）

B:80%程度
達成できてい
る

新規採用職員研修におい
て、男性職員についても育児
参加休暇、配偶者出産休暇、
育児休業の制度周知を図り、
取得促進に向けた取組みを
実施した。

引き続き、ワーク・ライフ・バ
ランスの両立を支援するた
めの各種制度の周知や職員
からの相談時に各種制度の
提示及び案内を積極的に行
う。また、マネジメントフロー
を活用し、早期での情報共有
を促進し、取得率向上に向け
た取り組みを行う。

人事課

65 41

就労・再就職・起業・非正規雇用
から正規雇用への転換など、女
性のチャレンジを支援するため
の相談や関係機関等の情報収
集と提供に努めます。

就労・再就職・企業・非正規雇用
から正規雇用への転換など、女
性のチャレンジを支援するため
の相談や関係機関等の情報を
収集し、市民への周知を図りま
す。

非正規雇用労働者の企業内の
ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟを促進するため、正社
員化、処遇改善の取組を実施し
た事業主に対して包括的に助
成する厚生労働省の「ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ
助成金」を市報等で周知した。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

市報、HP
及びﾁﾗｼ
配架

ＨＰ及び
チラシの
配架

HP作成 HP作成
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

非正規雇用労働者の企業内
のｷｬﾘｱｱｯﾌﾟを促進するた
め、正社員化、処遇改善の取
組を実施した事業主に対し
て包括的に助成する厚生労
働省の「ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ助成金」を
市報等で周知する。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

66 41

就労・再就職・起業・非正規雇用
から正規雇用への転換など、女
性のチャレンジを支援するため
の相談や関係機関等の情報収
集と提供に努めます。

定期的な相談を実施する。

①県筑豊労働者支援事務所と
連携した就業支援相談・職場の
悩み相談の実施
②国、県の啓発パンフレット、ポ
スター等での情報提供

①実施回
数
②実施箇
所

①24回
②1箇所

①24回
②1箇所

①24回
②2箇所

①24回
②2箇所

A:100%達
成できている

特になし
今後も引き続き県や関連機
関などと連携し講座等の情
報提供を行っていく。

男女共同参
画推進課

67 42

女性の就業意識の向上やキャリ
ア形成など、就労、再就職を支
援する学習機会の提供や資格・
技術の習得のための情報提供
に努めます。

県主催の女性のビジネス力向
上に資する事業などを、市民向
けに周知し、市内女性のチャレ
ンジを支援する。

県主催の女性のビジネス力向
上のための研修につき、チラシ
の配架、イクボス推進事業所へ
のメール配信等を通じて、周知
を図る。

①チラシ
配架回数
②メール
配信回数

①1回
②1回

①2回
①1回

①5回
①1回

①3回
①1回

B:80%程度
達成できてい
る

特になし
福岡県と連携して周知・啓発
を行っていく。

男女共同参
画推進課

68 42

女性の就業意識の向上やキャリ
ア形成など、就労、再就職を支
援する学習機会の提供や資格・
技術の習得のための情報提供
に努めます。

福岡県等の子育て女性に特化
した就労支援情報やその他の
就労機関情報を提供。

県ママと女性の就労支援セン
ターをHPで紹介し、また、女性
の就労支援事務所等のﾁﾗｼの配
架により再就職への機会を提
供した。
資格・技術取得等においてはﾁﾗ
ｼの配架及びHP掲載により情
報提供を実施した。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

HP及びﾁ
ﾗｼ配架

ＨＰ作成 ＨＰ掲載 ＨＰ掲載
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

県ママと女性の就労支援セ
ンターをHPで紹介し、また、
女性の就労支援事務所等の
ﾁﾗｼの配架により再就職への
機会を提供する。
資格・技術取得等においては
ﾁﾗｼの配架及びHP掲載によ
り情報提供を実施する。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ
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第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標2　あらゆる分野における女性の活躍推進

課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

69 43

関係機関・団体が行う女性の経
営能力向上に関する学習、交流
の場の開催について、情報提供
を行います。

女性を含めた経営者全体の経
営能力を向上させるには、専門
家からの助言も必要であるた
め、関係機関、団体が行う専門
家派遣に関する情報やその他
経営力向上に関する情報提供
を実施する。

令和4年度より福岡県の「女性
向け創業相談会」が女性に特化
したものではなくなり（引続き
HP等の作成は実施している）、
経営ｾﾐﾅｰも市報等掲載し周知
はしたがこれも女性に特化した
ものではないため、女性経営者
だけに対しては実施していな
い。専門家派遣においてHPを
作成しﾁﾗｼの配架も実施した。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

HP及びﾁ
ﾗｼ配架

ＨＰ作成
市報及び
ＨＰ掲載

市報及
びＨＰ掲
載

A:100%達
成できている

特になし

女性管理者や経営者、専門
分野をもって活躍している
方と交流できる「福岡キャリ
ア・カフェ」やイベント開催に
ついてHPで掲載し情報提供
に努める。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

70 44

女性が活躍しやすい職場づくり
のモデルとなるよう、派遣研修
などを活用した人材育成に取り
組み、市女性職員の管理職登用
のための推進に努めます。

派遣研修を活用した女性リー
ダーの育成に取り組む。また、
女性職員の管理職登用につい
て配慮する。

全国市町村国際文化研修所に
おいて実施された「女性リー
ダーのためのマネジメント研
修」に女性職員（係長級）を1名
派遣し、女性管理職候補の育成
を図った。また、女性職員の管
理職登用について配慮した。

①研修派
遣者数
②女性昇
任者数
（保育所
を除く）

①研修派
遣者数1
名
②女性昇
任者数
（保育所
を除く）
課長級1
名、課長
補佐級３
名、係長
級5名

①研修派
遣者数1
名
②女性昇
任者数
（保育所
を除く）
部長級1
名、部次
長級1名、
課長級1
名、課長
補佐級6
名、係長
級6名

①研修派
遣者数1
名
②女性昇
任者数
（保育所
を除く）
　部長級
1名、課長
級1名、
　課長補
佐級1名、
係長級4
名

①研修
派遣者
数1名
②女性
昇任者
数（保育
所を除
く）
　部長級
1名、課
長級3
名、
　課長補
佐級3
名、係長
級8名

B:80%程度
達成できてい
る

これまでは、女性の管理監督
者向け研修に職員を毎年1
名派遣させていたが、R7年
度においては、中堅（主任級
以下）職員が今後リーダーに
なることを見据えた研修に
も女性職員を派遣した。（指
標外の研修。※JIAM:次世
代を担う若手職員育成研修）

今年度も引き続き、派遣研
修を活用した女性リーダー
の育成に取り組み、女性職員
の管理職登用について配慮
する。

人事課

71 45
女性教職員の管理職等任用試
験への積極的な受験奨励に努
めます。

現管理職より、女性教職員に対
し管理職任用試験を積極的に
受験するよう奨励する。

校長会議において、女性教職員
の管理職任用試験に対する積
極的な受験を奨励する。

①奨励回
数
②女性受
験者数お
よび全受
験者にお
ける女性
受験者の
割合

①1回
②15名、
30.0％

①1回
②15名、
34.1％

①１回
②15名
33.3％

①１回
②19名
37.3％

A:100%達
成できている

特になし

校長会議での女性教職員へ
の受験奨励により、令和8年
度在籍状況は、校長11/29
名（37.9％、副校長含む）、
教頭12/27名（44.4％）で
ある。福岡県の成果目標（教
頭以上20％）は達成してい
るが、次年度も引き続き積極
的に管理職等任用試験の受
験を奨励する。

学校教育課

72 46

関係機関が実施する起業家セ
ミナーや異業種交流会等の情
報提供を行うとともに、関係機
関と連携して女性の起業を支
援します。

起業に関する知識・ノウハウの
習得機会を創出し、女性の起業
促進図る。

飯塚市創業支援等事業計画に
基づく創業セミナーを2つの関
係機関において開催し、女性の
起業支援を実施。
創業セミナー参加者
R3　32人（うち女性13人）
R4　43人（うち女性21人）
R5　51人（うち女性19人）
R6　27人（うち女性13人）

創業セミ
ナー女性
参加者数
（女性参
加率）

２１人
（48％）

19人
（37％）

13人
（48％）

22人
（52％）

A:100%達
成できている

特になし

飯塚市創業支援等事業計画
に基づく創業セミナーを2つ
の関係機関において開催し、
女性の起業支援を実施。
創業セミナー参加者
R3　32人（うち女性13人）
R4　43人（うち女性21人）
R5　51人（うち女性19人）
R6　27人（うち女性13人）
R7　42人（うち女性22人）

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、商工団
体の事業等
の周知のみ

73 47

新規就農者支援制度や女性農
業者支援制度の周知と活用を
促し、新規就農者の拡充と併せ
て、女性新規就農者の拡大を図
ります。

農業の発展、地域経済の活性化
のため、生活者の視点や多彩な
能力を持つ女性農業者の活躍
を推進する。

女性農業者の活躍促進事業(農
業用機械、施設設備導入を支援
する事業)について、電話や窓
口での相談時に周知を行った。
認定農業者84人中　女性9人
（3月末現在）
新規就農者23人中　女性4人
（3月末現在）
計：107人中　女性13人

女性の就
農率

107人中
13人
女性の就
農率
（12.1％
）

107人中
14人
女性の就
農率
（13.1％
）

106人中
14人
女性の就
農率
（13.2％
）

107人
中　13
人
女性の
就農率
（12.1％
）

D:50%程度
しか達成でき
ていない

特になし

女性が農業分野へ進出でき
るよう、女性農業者を対象と
した支援制度の周知を図り、
女性新規就農者の拡大を
図っていく。

農林振興課

12



第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標2　あらゆる分野における女性の活躍推進

課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

74 48

家族経営や小規模事業所に従
事する女性の労働実態の把握
に努め、就労環境改善に向けた
啓発を行います。

女性の労働実態の把握につい
ては、商工会議所等が事業所情
報の現状を把握しているため、
商工会議所等との意見交換を
実施し、情報収集及び情報提供
を実施。

商工会・商工会議所との会議、
商店街との会議に積極的に参
加し、市内小規模事業所に従事
する女性の労働実態の把握に
努め、女性参画の提案等も行っ
た。

周知・啓
発

会議に出
席し意見
交換・女
性参画提
案実施

会議に出
席し意見
交換を実
施

会議に出
席し意見
交換を実
施

会議に出
席し意見
交換を
実施

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

商工会・商工会議所との会
議、商店街との会議に積極
的に参加し、市内小規模事業
所に従事する女性の労働実
態の把握に努め、女性参画
の提案等も行う。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

75 48

家族経営や小規模事業所に従
事する女性の労働実態の把握
に努め、就労環境改善に向けた
啓発を行います。

女性農業者が働きやすい環境
の整備を進める。

普及指導センター（担い手協）
が開催した女性農業者現地視
察会（1回）に参加し、女性農業
者の実態の把握に努め、積極的
に家族経営協定等の制度の紹
介を行った。

研修参加
者数

2人 ２人 ２人 ２人
D:50%程度
しか達成でき
ていない

特になし
番号76、取組№49と一体
化させ取り組む。

農林振興課

76 49

家族間の役割分担や就業条件
を明確にした家族経営協定締
結の啓発と普及に努め、農業分
野における女性の就労環境の
改善を図ります。

女性農業者が働きやすく、意欲
とやりがいをもって農業経営に
参画できるよう、環境の整備を
進める。

経営改善計画の労働力欄に女
性家族の記載がある今年度更
新認定農業者8者に対して共同
申請や家族経営協定について
啓発と普及に努めた。家族経営
協定29件中　女性が参加して
いる家族経営協定数23件(3
月末現在)

女性参加
の家族経
営協定率
(女性が
方針決定
に参画し
ている家
族経営協
定数／家
族経営協
定数）（直
近３か年
の平均値
を目標値
とする）
（※R3：
80％、
R4:80
％、
R5:80
％、平均：
80％）

30件中
24件
女性参加
の家族経
営協定率
（80％）

新規協定
者は0

30件中
24件
女性参加
の家族経
営協定率
（80％）

新規協定
者は0

30件中
24件
女性参加
の家族経
営協定率
（80％）

新規協定
者は0

29件中
23件
女性参
加の家
族経営
協定率
（79.3
％）

新規協
定者は0

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

該当する方には家族経営協
定や共同申請の制度の説明
を行い、また、生産組合長等
で広く周知を図る。
家族経営協定締結の際は、
就業条件等の内容を明確に
し、女性が農業に参入できる
よう支援を行っていく。

農林振興課

77 50
長時間労働の削減や仕事中心
のライフスタイルの見直しに向
けた啓発に努めます。

イクボス推進事業を通じて、男
女ともに働きやすい職場づくり
の啓発を進め、長時間労働の削
減、ワーク・ライフ・バランスの
充実の大切さを啓発していく。

市内事業所向けにイクボス宣言
事業所を募り、働き方改革の考
え方を伝え、市内事業所の意識
改革を図る。
市役所の課長職以上の職員全
員にイクボス宣言をさせて、庁
内の働き方改革の一助とする。

新規宣言
事業所数 16社 24社 7社 14社

A:100%達
成できている

イクボス宣言の実施につい
て、従来の紙による申請用紙
の提出のほかに電子申請が
できるよう整備した。それに
伴いチラシに2次元コードを
掲載するほか、HPからもリ
ンクできるようにし、事業者
の利便性の向上を図った。ま
た、市報掲載やチラシ配架、
青年会議所例会での事業説
明等による周知を行った。

HPを活用した周知の強化を
行う。

男女共同参
画推進課

78 51
仕事と家庭の両立を支える環
境整備と職場風土づくりのため
の啓発と情報提供に努めます。

年次有給休暇取得し、ひとり時
間を確保することで、両立が可
能であることを大体的に周知し
認識させる。

国や県の年次休暇取得等のﾁﾗｼ
や女性が働きやすい職場づくり
のための育児介護の両立支援
や女性特有の健康問題の対策
の研修会ﾁﾗｼの配架を実施し
た。また「仕事と家庭の両立の
取組を支援する情報ｻｲﾄ」をHP
に掲載。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

HP及びﾁ
ﾗｼ配架

HP及びﾁ
ﾗｼ配架

HP掲載
及びﾁﾗｼ
配架

HP掲載
及びﾁﾗｼ
配架

A:100%達
成できている

特になし

国や県の年次休暇取得等のﾁ
ﾗｼや女性が働きやすい職場
づくりのための育児介護の
両立支援や女性特有の健康
問題の対策の研修会ﾁﾗｼの
配架を実施する。また「仕事
と家庭の両立の取組を支援
する情報ｻｲﾄ」をHPに掲載。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

13



第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標2　あらゆる分野における女性の活躍推進

課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

79 52

事業所が時間外労働の削減や
育児・介護休業の取得など、
ワーク・ライフ・バランスに取り
組むメリットについて周知を図
ります。

イクボス推進事業を通じて、男
女ともに働きやすい職場づくり
の啓発を進め、長時間労働の削
減、ワーク・ライフ・バランスの
充実の大切さを啓発していく。

市内事業所向けにイクボス宣言
事業所を募り、働き方改革の考
え方を伝え、市内事業所の意識
改革を図る。
市役所の課長職以上の職員全
員にイクボス宣言をさせて、庁
内の働き方改革の一助とする。

①新規宣
言事業所
数
②庁内管
理職向け
イクボス
研修実施
回数
③県事業
の周知

①16社
②1回
③2回

①24社
②1回
③2回

①7社
②1回
③2回

①14社
②1回
③3回

A:100%達
成できている

イクボス宣言の実施につい
て、従来の紙による申請用紙
の提出のほかに電子申請が
できるよう整備した。それに
伴いチラシに2次元コードを
掲載するほか、HPからもリ
ンクできるようにし、事業者
の利便性の向上を図った。ま
た、市報掲載やチラシ配架、
青年会議所例会での事業説
明等による周知を行った。

HPを活用した周知の強化を
行う。

男女共同参
画推進課

80 53
先進的な取組事例についてそ
の内容と効果等について紹介
などの広報に努めます。

職場環境の整備やそれによる
ﾜｰｸ・ライフ・ﾊﾞﾗﾝｽの充実に関す
る実例とその成果（効果）を報
告することで、取組む意欲をか
きたてる。

福岡県事業として、働き方改革
に取り組む事業所に対して、魅
力ある職場づくりのために実践
した取組内容や成果について
の「働き方改革実践事例」報告
会が実施されたので、その様子
を市報やHPの掲載により広報
に努めた。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

市報、HP
及びﾁﾗｼ
配架

市報、HP
及びﾁﾗｼ
配架

チラシ配
架

チラシ配
架

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

福岡県事業として、働き方改
革に取り組む事業所に対し
て、魅力ある職場づくりのた
めに実践した取組内容や成
果についての「働き方改革実
践事例」報告会が実施された
ので、その様子を市報やHP
の掲載により広報に努める。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

81 54

育児・介護休業制度を利用する
職員の代替要員の確保など、市
職員のワーク・ライフ・バランス
の向上を図るための環境づくり
を推進するとともに、職員一人
ひとりがワーク・ライフ・バラン
スの実践ができるよう努めま
す。

会計年度任用職員登録制度の
周知を図り、登録数を増やし、
代替職員の候補者確保に努め、
育児・介護休業制度の活用の推
進を図る。また、ワーク・ライフ・
バランスに係る各種理解を深め
るよう取り組む。

会計年度任用職員制度につい
て、ＨＰ、ＳＮＳ等を活用し、周知
を図る。また、ワーク・ライフ・バ
ランスに係る各種理解を深める
小冊子を、掲示板に掲示し周知
を図った。

周知回数
①制度の
周知
②冊子の
周知

①1回
②1回

①1回
②1回

①1回
②1回

①1回
②1回

B:80%程度
達成できてい
る

会計年度任用職員の給料額
の改定等及び休暇等の制度
変更に伴い、しおり等の改訂
を実施した。

職員のワーク・ライフ・バラン
スの向上を図るための環境
づくりにおいて、代替職員候
補者の常時確保を行い、会
計年度任用職員制度の整
備・周知を図る。

人事課

82 55

「第2期飯塚市子ども・子育て支
援事業計画」に基づき、保護者
の就労形態やライフスタイルの
多様化に対応できるよう、保育
サービスの提供体制の充実に
努めます。

保護者の就労形態やライフスタ
イルの多様化に対応するため、
公立私立保育所・認定こども園
において、一時保育、休日保
育、延長保育及び病児保育を実
施する。

公立私立保育所・認定こども園
のうち一時保育、休日保育、延
長保育を一部で実施した。
病児保育も一部で実施し、保育
サービスの充実を図った。

実施件数

一時保育
14園、休
日保育0
園(コロナ
により受
入中止)、
延長保育
28園
病児保育
2か所

一時保育
17園、休
日保育1
園、延長
保育28
園
病児保育
2か所

一時保育
16園、休
日保育1
園、延長
保育27
園
病児保育
2か所

一時保
育16
園、休日
保育1
園、延長
保育27
園
病児保
育2か所

A:100%達
成できている

特になし
一時保育16園、休日保育1
園、延長保育27園
病児保育2か所

保育課

83 56

子どもを持つ親の不安感を解
消するため、地域子育て支援セ
ンターと街なか子育てひろばを
拠点に、子育てに関する相談、
子育て情報の収集と提供、育児
講座を実施するとともに、仲間
づくりや情報交換の場である育
児サークル等の育成・指導の充
実、交流を図ります。

保護者の子育てに対する不安
や悩みの解消、地域における
親・子の成長を支援する。

子育て親子の交流の場を設け、
育児相談や各支援センターのイ
ベントを通じて交流や支援を行
う。

①街なか
子育てひ
ろばの利
用者数
②子育て
支援セン
ター（穂
波・庄内・
筑穂・頴
田）の利
用者数

①
12,614
人
②
14,685
人

①
19,879
人
②
21,258
人

①
21,261
人
②
19,782
人

①
21,314
人
②
22,67
5人

B:80%程度
達成できてい
る

従事する職員向けの研修を
行った。

育児相談や親子で楽しめる
イベントを定期的に行い、交
流や支援を引続き行ってい
く。

こども家庭
課

令和7年
度は進
捗管理
入力

14



第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標2　あらゆる分野における女性の活躍推進

課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

84 57

市報、市のホームページや子育
てガイドブック等により、子育て
に関する様々な情報提供を行
います。

固定的な性別役割分担の見直
しを図る
よう、子育てガイドブックにお
いて、
育児サービスの周知を図り、男
性の育休体験談や出産から産
後における男性の育児参加を
促進するコーナーを掲載した。

今後も、男性の育児参加を促進
する
内容のコーナーを設けること
で、
固定的な性別役割分担の見直
しに
つながるように努めたい。

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

市報（ここすもだより）掲載
12回
子育てガイドブック5000部
発行

こども家庭
課
こども若者
支援課

令和7年
度は進
捗管理
入力

85 58

介護保険制度や介護休業制度
についての周知や仕事と介護
の両立に関する情報提供を行
い、男女がともに介護を担うた
めの啓発に努めます。

介護保険に関する講座を開催
する。

介護保険に関する講座の開催 実施回数 0回 0回 0回 0回
E:全く達成で
きていない

特になし

他の講座開催の中で、仕事
と介護の両立に関するテー
マを取り入れるなどの検討
を行っていきたい。

男女共同参
画推進課

86 58

介護保険制度や介護休業制度
についての周知や仕事と介護
の両立に関する情報提供を行
い、男女がともに介護を担うた
めの啓発に努めます。

①高齢者支援課窓口、及び地域
包括支援センターによる相談業
務の実施。

①介護に悩む養護者及びその
家族に対して、各種サービスに
係る情報提供や関係機関に繋
ぐことで、介護負担の軽減を図
る。

①介護・
福祉サー
ビスに係
る相談対
応件数

①3,991
件

①
4,037
件

①3,815
件

①
3,937
件

A:100%達
成できている

特になし

高齢者支援課及び地域包括
支援センターによる相談業
務等の際、介護負担になって
いるケースなどは、介護負担
軽減に向け、情報提供や関
係機関に繋ぐなどして対応
していく。
また、利用者へ周知すべき内
容については随時、市報、
ホームページ等に掲載する。

高齢者支援
課

87 58

介護保険制度や介護休業制度
についての周知や仕事と介護
の両立に関する情報提供を行
い、男女がともに介護を担うた
めの啓発に努めます。

介護休暇においては、企業経営
者に認識してもらわなければ、
取得は困難になるため、企業経
営者に認識させる。

育児・介護休業法改正と企業に
おける実務対応のための「労働
経営ｾﾐﾅｰ」を福岡県と共催し、
市報及びHP等掲載することに
より企業経営者あてに周知・啓
発を実施した。

周知（市
報・HP含
むSNS・
チラシの
配架）

市報、HP
（SNS）及
びﾁﾗｼ配
架

市報、HP
（SNS）及
びﾁﾗｼ配
架

市報、HP
掲載及び
ﾁﾗｼ配架

市報、
HP掲載
及びﾁﾗｼ
配架

A:100%達
成できている

特になし

育児・介護休業法改正と企業
における実務対応のための
「労働経営ｾﾐﾅｰ」を福岡県と
共催し、市報及びHP等掲載
することにより企業経営者
あてに周知・啓発を実施す
る。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

88 59

「飯塚市高齢者保健福祉計画及
び介護保険事業計画」に基づ
き、介護サービス基盤の整備・
充実を図るとともに、地域包括
支援センターの機能充実を図り
ます。

地域包括支援センターの機能充
実

地域包括支援センターを委託に
よりすべての日常生活圏域に
設置する

包括支援
センター
数

11か所 11か所 11か所 11か所
A:100%達
成できている

特になし 特になし
高齢者支援
課

令和7年
度は進
捗管理
入力

89 59

「飯塚市高齢者保健福祉計画及
び介護保険事業計画」に基づ
き、介護サービス基盤の整備・
充実を図るとともに、地域包括
支援センターの機能充実を図り
ます。

仕事と家庭・地域活動の両立に
も資するよう「飯塚市高齢者保
健福祉計画及び介護保険事業
計画」に基づき、介護サービス
基盤の整備・充実を図る。

「飯塚市高齢者保健福祉計画及
び介護保険事業計画（第9期）」
に基づき、令和8年度末までに
介護サービス基盤を整備する。

介護保険
事業計画
で整備す
ることと
し、整備
した事業
所数

0 0 0 0
A:100%達
成できている

令和8年度中の介護サービ
ス基盤の新規整備に向けて、
整備事業者の公募手続きを
行った。

令和7年度に実施した整備
事業者の公募が不調に終
わったため、再度、令和9年
度中の介護サービス基盤の
新規整備に向けて、整備事
業者の公募並びに選定手続
き等を進める。

介護保険課

令和7年
度は進
捗管理
入力

90 60

認知症高齢者やその家族が安
心して生活を送ることができる
ように、認知症に対する理解を
深めるための普及・啓発に努め
ます。

認知症になっても住みなれた地
域で安心して生活を継続でき
るよう、オレンジカフェを運営
する者に対し、活動経費を助成
することで、認知症の人やその
家族が相互交流、情報交換を行
う場を整備を推進する。

オレンジカフェ参加者延べ人数 参加者数 483 625 620 527
A:100%達
成できている

チームオレンジの活動推奨や
支援内容の拡充に伴う、助成
要綱の改正

改正した要綱に基づき、チー
ムオレンジの活動支援を活
性化させるとともに、オレン
ジカフェの安定的な運営継
続と新規参加者の開拓に向
けた周知啓発を行う。

高齢者支援
課

令和7年
度は進
捗管理
入力
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第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標2　あらゆる分野における女性の活躍推進

課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
②R7年度の

進捗評価
③R7年度に新たに実施した

取組
④R8年度の取組

91 61
介護に関する総合的な相談体
制を充実させ、相談窓口の周知
に努めます。

高齢者支援課窓口、及び地域包
括支援センターによる相談業務
の実施。

地域包括支援センターによる総
合的な相談業務を実施。また、
市報に「地域包括支援センター
だより」を掲載し、市民への周
知を図る。

総合相談
受付件数

9,243
件

9,905
件

10,451
件

11,650
件

A:100%達
成できている

特になし

地域包括支援センター（市内
11カ所）において高齢者に
関する総合的な相談業務を
実施。また、それぞれの地域
での総合相談窓口である地
域包括支援センターについ
て、市報に「地域包括支援セ
ンターだより」として年4回
掲載し、市民への周知に努め
た。

高齢者支援
課

令和7年
度は進
捗管理
入力

92 61
介護に関する総合的な相談体
制を充実させ、相談窓口の周知
に努めます。

 介護保険課
高齢者支援
課

令和7年
度は進
捗管理
入力

93 62

家族介護者に対する介護教室
やリフレッシュ事業、相談事業
等、家族介護者の負担の軽減と
健康管理の支援に努めます。

家族介護支援事業の実施

①認知症高齢者等が行方不明
になった時に、協力団体に依頼
することで、高齢者の早期発見
と家族負担等の軽減を図る。
②在宅で寝たきり高齢者等の
介護する世帯に対し、紙おむ
つ・尿取りパッドを給付するこ
とにより、その世帯における経
済的負担の軽減を図る。

①協力団
体数

②利用者
数

①89団
体

②89人

①87団
体

②91人

①88団
体

②74人

①90団
体

②82人

A:100%達
成できている

特になし
引き続き、見守り体制の整備
とあわせて、家族介護者の負
担軽減を図る。

高齢者支援
課

令和7年
度は進
捗管理
入力
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94 63
男女が協力して子育てが行える
ように両親学級を実施します。

出産準備として、妊婦を取り巻く
家族（主に父親）が子育てに協力
出来る場を設け、育児不安を軽
減するハローベビークラス（旧両
親学級）を開催することで、男女
が協力して子育てを行える環境
を整える。

ハローベビークラス内容
・助産師さんのお話「出産の経過
と産後の話」
・グループに分かれてフリートー
ク
・妊婦体験、沐浴の実習
・おゆずりコーナー

母子手帳交付時に、開催日程を
周知している。

参加者数

参加者
数：50
組100
人

参加者
数：80
組160
人

参加者
数：90
組175
人

開催回
数：12回
参加者
数：101
組
207名

A:100%達
成できている

教室運営や内容の見直しの
ため、近辺産院でのマタニ
ティクラス状況を確認した結
果、コロナ禍で中止していた
クラスも戻ってきていた。
また飯塚市のハローベビー
クラスに参加した理由をアン
ケートを実施し確認した。

近辺産院での、マタニティク
ラス開催状況を踏まえて、開
催回数を2回減らす。
アンケートより、助産師の話
は、夫婦関係について考える
機会と好評である。夫婦で参
加できること、沐浴体験でき
ることを目的に参加される
方が多いので、内容に関して
は大きな変更はせず実施す
る。

こども家庭
課

95 64

各種講座やセミナー、研修会等
の学習機会、市報や市ホーム
ページなど、多様な機会や手段
を活用して、継続的に、家庭での
男女共同参画推進に向けた啓発
を行います。

あらゆる媒体・機会を活用し、幅
広く広報・啓発活動を行う。

①市報掲載
②市ホームページ掲載(更新)
③情報誌サンクス発行
④男女共同参画推進センター主
催講座開催
⑤出前講座開催

各実施件
数

①21件
②19件
③1件
④4件
⑤0件

①18件
②28件
③1件
④2件
⑤13件

①1件
②2件
③1件
④9件
⑤17件

①1件
②1件
③1件
④6件
⑤7件

A:100%達
成できている

特になし
今後も講座や市報等、様々
な機会や媒体を活用して啓
発を行う。

男女共同参
画推進課

96 65

育児・介護サービスの周知に努
め、公的サービスの利用を促す
ことにより、固定的な性別役割
分担の見直しを図ります。

固定的な性別役割分担の見直し
を図る
よう、子育てガイドブックにおい
て、
育児サービスの周知を図り、男
性の育休体験談や出産から産後
における男性の育児参加を促進
するコーナーを掲載した。

今後も、男性の育児参加を促進
する
内容のコーナーを設けることで、
固定的な性別役割分担の見直し
に
つながるように努めたい。

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

子育てガ
イドブッ
ク5000
部発行

A:100%達
成できている

特になし
内容の見直しを行い、今後も
継続的な発行を目指してい
る。

生涯学習課

97 65

育児・介護サービスの周知に努
め、公的サービスの利用を促す
ことにより、固定的な性別役割
分担の見直しを図ります。

第一号被保険者への介護サービ
スに係る情報提供の実施

65歳到達を迎える第一号被保
険者へ介護保険証を発送する際
に、パンフレットの同封を行っ
た。

送付件数
1,515
件

1,620
件

1,545
件

1,425
件

A:100%達
成できている

特になし
昨年度と同様、継続して介護
サービスに係る情報提供を
行う。

介護保険課

98 65

育児・介護サービスの周知に努
め、公的サービスの利用を促す
ことにより、固定的な性別役割
分担の見直しを図ります。

市報への地域包括支援センター
だよりの掲載

高齢者の身近な相談窓口であ
る、地域包括支援センターにつ
いて、地域包括支援センターだ
よりとして、広報いいづかへ掲載
し周知を行う。

掲載回数 4回 4回 4回 4回

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

高齢者の身近な相談窓口で
ある、地域包括支援センター
について、地域包括支援セン
ターだよりとして、広報いい
づかへ掲載し周知を行う。

高齢者支援
課

実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

99 66

男性の家庭生活や育児・介護へ
の参画を促進するため、男性も
参加しやすい料理教室などの生
活講座や育児講座、介護講座な
どを開催し、男性の家庭生活力
アップによる自立を促進します。

男性の家庭生活力アップを目的
とした講座を開催する。

男性の家庭生活力アップを目的
とした講座の開催

実施回数 0件 0件 1件 2件
A:100%達
成できている

R7年度では「プロから学ぶ
家事講座」にて昨年度に引き
続き「包丁研ぎ講座の開催に
加えて、「自慢の一品料理講
座」を飯塚水産物商業協同
組合を講師に開催した。

引き続き「プロから学び家事
講座」にて男性の家庭生活力
アップを目指す。

男女共同参
画推進課

100 66

男性の家庭生活や育児・介護へ
の参画を促進するため、男性も
参加しやすい料理教室などの生
活講座や育児講座、介護講座な
どを開催し、男性の家庭生活力
アップによる自立を促進します。

男性も参加しやすく、趣味や関心
を広げられるような、男性の生
活力向上につながる講座を開催
する。

交流センター及び中央公民館に
おいて、趣味や関心を広げ参加
者同士の交流の場になることを
目的とした、男性も参加しやすい
講座を実施する。

実施回数 11回 14回 13回 18回
B:80%程度
達成できてい
る

趣味や関心を広げる参加者
同士の交流の場になること
を目的に、男性も参加しやす
い料理教室や健康講座を実
施する交流センターの増。

受講してもらうにはどうした
らいいかを考え、男性に興味
を持たせ、参加しやすい講座
を企画していく。

生涯学習課

101 66

男性の家庭生活や育児・介護へ
の参画を促進するため、男性も
参加しやすい料理教室などの生
活講座や育児講座、介護講座な
どを開催し、男性の家庭生活力
アップによる自立を促進します。

【取組No.63(再掲)】出産準備
として、妊婦を取り巻く家族（主
に父親）が子育てに協力出来る
場を設け、育児不安を軽減する.
ハローベビークラス（旧両親学
級）を開催することで、男女が協
力して子育てを行える環境を整
える。

ハローベビークラス内容
・助産師さんのお話「出産の経過
と産後の話」
・グループに分かれてフリートー
ク
・妊婦体験、沐浴の実習
・おゆずりコーナー

母子手帳交付時に、開催日程を
周知している。

参加者数

参加者
数：50
組100
人

参加者
数：80
組160
人

参加者
数：90
組175
人

開催回
数：12回
参加者
数：101
組
207名

A:100%達
成できている

教室運営や内容の見直しの
ため、近辺産院でのマタニ
ティクラス状況を確認した結
果、コロナ禍で中止していた
クラスも戻ってきていた。
また飯塚市のハローベビー
クラスに参加した理由をアン
ケートを実施し確認した。

近辺産院での、マタニティク
ラス開催状況を踏まえて、開
催回数を2回減らす。
アンケートより、助産師の話
は、夫婦関係について考える
機会と好評である。夫婦で参
加できること、沐浴体験でき
ることを目的に参加される
方が多いので、内容に関して
は大きな変更はせず実施す
る。

こども家庭
課

102 67
孤立しがちな高齢期の男性など
に対する日常生活の自立に向け
た支援に努めます。

①福祉電話設置事業の実施
②食の自立支援事業の実施

①通信手段がない、高齢者等に
対して、福祉電話を貸与すること
で、孤独感を和らげるとともに、
コミュニケーションの増大及び緊
急連絡手段の確保を図る。
②食の調達が困難な、高齢者等
に対し、栄養のバランスの取れた
夕食を配達することにより高齢
者の栄養改善を図るとともに、
配達の際に安否確認を行うこと
で高齢者の在宅生活における自
立支援及び孤立の防止に努め
る。

①福祉電
話貸与者
数
(男女計)
②配食利
用者数
(男女計)

①24人
②503
人

①20人
②438
人

①22人
②499
人

①21人
②450
人

B:80%程度
達成できてい
る

市報（R7.5）に、福祉電話設
置事業や「食」の自立支援事
業を含めた、高齢者福祉サー
ビス事業の紹介記事を掲載
し周知を行った。

本事業が必要な高齢者等に
適切にサービスが届けられ
るよう、周知を行う。

高齢者支援
課
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

103 68

「第2次飯塚市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」に基づき「妊娠、
出産、子育ての一貫した支援と
環境の充実」に努め、子育て世代
の移住・定住の促進を図ります。

「第2次飯塚市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」基本目標Ⅱ①「妊
娠・出産・子育ての一環した支援
と環境の充実」を含め進捗管理
や評価を実施する。

効果的な施策の推進のため、飯
塚市総合戦略推進会議を開催
し、委員のご意見等をいただき
ながら、進捗管理や評価を行っ
た。

推進会議
開催数

1回 1回 1回 1回
A:100%達
成できている

令和7年度より「第3次飯塚
市まち・ひと・しごと創生総
合戦略」を策定し、新たな戦
略に基づき事業を実施。
（第2次の計画期間はR6年
度まで。推進会議の開催につ
いては変更なし。)

第3次総合戦略に基づき実
施される各事業について推
進会議を開催し、進捗管理・
評価を実施する。

企画政策室
企画政策担
当

令和7年
度は進捗
管理入力

104 69

地域社会での男女の対等な関係
づくりと、様々な活動の中で常
に男女平等意識が浸透するよう
に継続的な啓発の充実に努めま
す。

出前講座を実施する。また、各種
講座、研修会開催の情報提供を
行う。

①自治会長会等での出前講座の
実施
②県など関係機関が実施する各
種講座、研修会開催の情報提供
③家事、育児シェアシートの配布

実施回数
①0回
②12回

①13回
②12回
③随時

①17回
②12回
③随時

①7回
②12回
③随時

A:100%達
成できている

特になし

引き続き出前講座や情報提
供での啓発活動を続けると
ともに、家事、育児シェア
シートについて、広報周知の
強化を目的にチラシを作成
し、シートとあわせて配布を
することで利用促進を図る。

男女共同参
画推進課

105 70

様々な地域活動において、男女
共同参画の視点が定着するよ
う、団体のリーダーや会員などへ
の情報提供や研修などの啓発の
充実に努めます。

出前講座を実施する。また、各種
講座、研修会開催の情報提供を
行う。

①自治会長会等での出前講座の
実施
②県など関係機関が実施する各
種講座、研修会開催の情報提供

実施回数
①0回
②12回

①13回
②12回

①17回
②12回

①7回
②12回

A:100%達
成できている

特になし

男女共同参画社会実現のた
めの情報提供を行い、各地
域、世代の状況に応じて内容
を精査する。

男女共同参
画推進課

106 70

様々な地域活動において、男女
共同参画の視点が定着するよ
う、団体のリーダーや会員などへ
の情報提供や研修などの啓発の
充実に努めます。

様々な地域活動において、男女
共同参画の視点が定着するよ
う、団体のリーダーや会員などへ
の情報提供や研修の実施

自治会長会の役員改選時など
に、女性の参画を促した。男女共
同参画の推進の項目が掲載され
た自治会長ハンドブックを配布
することにより、役員への女性参
画を促進した。

自治会長
に配布す
るハンド
ブック数
全会長人
数
273人

273部 271部 270部 267部
A:100%達
成できている

特になし

継続して自治会長会の役員
改選時などに、女性の参画
を促していく。地域の自治会
に対しても、引き続き自治会
長に配布するハンドブックを
用いて、役員への女性参画
を促進する。

まちづくり
推進課

107 71

男性の地域活動や子育て支援、
ボランティア活動への参加を促
す機会や情報の提供、相談、啓発
の充実に努めます。

あらゆる媒体・機会を活用し、幅
広く広報・啓発活動を行う。

①市報掲載
②市ホームページ掲載(更新)
③情報誌サンクス発行
④男女共同参画推進センター主
催講座開催
⑤出前講座開催

各実施件
数

①21件
②19件
③1件
④4件
⑤0件

①18件
②28件
③1件
④2件
⑤13件

①1件
②1件
③1件
④2件
⑤17件

①1件
②1件
③1件
④2件
⑤7件

A:100%達
成できている

特になし

男性の地域活動や、家事・育
児などに参画するために必
要な情報提供や講座を継続
して実施する。

男女共同参
画推進課
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

108 72

地域活動のきっかけとなる講座
やイベントを開催し、地域活動へ
の多様な人の自主的な参加・参
画の促進を図るとともに、地域
コミュニティの再生と活性化を
図ります。

あらゆる媒体・機会を活用し、幅
広く広報・啓発活動を行う。

①市報掲載
②市ホームページ掲載(更新)
③情報誌サンクス発行
④男女共同参画推進センター主
催講座開催
⑤出前講座開催

各実施件
数

①21件
②19件
③1件
④4件
⑤0件

①18件
②28件
③1件
④2件
⑤13件

①1件
②1件
③1件
④1件
⑤17件

①1件
②1件
③1件
④2件
⑤7件

A:100%達
成できている

特になし

地域活動につながる講座や、
身近なテーマによる情報発
信を行っていく。また、出前
講座も継続して実施する。

男女共同参
画推進課

109 72

地域活動のきっかけとなる講座
やイベントを開催し、地域活動へ
の多様な人の自主的な参加・参
画の促進を図るとともに、地域
コミュニティの再生と活性化を
図ります。

誰でも気軽に参加でき、地域活
動団体の取組を認識できる交流
センターまつりを開催し、地域活
動への多様な人の自主的な参
加・参画の促進を図る啓発を実
施する

各地区まちづくり協議会等が開
催する交流センターまつりにお
いて地域コミュニティの再生と
活性化を図った。
まつりの開催日時には多様な人
が多く家族連れで参加できるよ
うに日曜日の昼間とした。

交流セン
ターまつ
りの開催
12地区

6地区 12地区 12地区 12地区
A:100%達
成できている

特になし

交流センターまつりに限ら
ず、地域活動のきっかけとな
る講座やイベントを企画する
際に、地域の外国人なども含
めた多様な人が参加できる
ような広報を行う。

まちづくり
推進課

110 72

地域活動のきっかけとなる講座
やイベントを開催し、地域活動へ
の多様な人の自主的な参加・参
画の促進を図るとともに、地域
コミュニティの再生と活性化を
図ります。

地域活動のきっかけとなる講座
やイベント等を実施し、積極的な
参加・参画ができる場を提供に
努める。

多くの交流センター及び中央公
民館において、地域活動のきっ
かけとなりうる講座・イベント等
を開催する。

実施回数 42回 55回 45回 60回
B:80%程度
達成できてい
る

各地域の郷土愛育成や伝統
文化の継承を図るための講
座を実施する交流センター
の増。

今後も多くの方に参加して
もらえるように、講座を計画
していく。
また、周知方法を工夫し、市
民の方に興味・関心が高まる
ように努めていく。

生涯学習課

111 73

地域の様々な活動について、性
別にかかわらず活動の役割を担
うことができるような意識啓発
を図ります。

性別にかかわらず様々な役割を
担うことができるよう自治会長
会やまちづくり協議会の会議等
を利用して啓発していく。

・自治会や地区まちづくり協議会
の会議等を利用した意識啓発活
動等事業の実施
・自治会長会を通じて男女共同
講演会のポスターを自治公民館
に掲示

自治会や
地区まち
づくり協
議会での
意識啓発
12地区

12回 12地区 12地区 12地区
A:100%達
成できている

特になし

・自治会や地区まちづくり協
議会の会議等を利用した意
識啓発活動等事業の実施
・自治会長会を通じて男女共
同講演会のポスターを自治
公民館に掲示

まちづくり
推進課

112 73

地域の様々な活動について、性
別にかかわらず活動の役割を担
うことができるような意識啓発
を図ります。

性別にかかわらず様々な役割を
担うことができるよう市民等に
啓発していく。

まちづくり推進条例(概要版）を
活用し、市民等、地域活動団体、
市民活動団体に周知を行う。

周知割合 - 100% 100% 100%
A:100%達
成できている

窓口に相談に来られる市民
等について、条例(概要版）
の説明を行い配付した。

継続して協働のまちづくり推
進条例(概要版）の周知を行
う。
協働のまちづくり応援補助
金の申請検討団体への配付
を行う。
庁内関係各課連携団体へ条
例(概要版）の周知を行う。

市民活動支
援課

113 73

地域の様々な活動について、性
別にかかわらず活動の役割を担
うことができるような意識啓発
を図ります。

地域活動に多様な人が参画でき
る土壌を作るため、アンコンシャ
スバイアス解消のための出前講
座を実施する

出前講座の実施 実施回数 0回 13回 17回 7回
A:100%達
成できている

特になし

「アンコンシャス・バイアスへ
の気づき」の重要性につい
て、動画素材など用いて出
前講座等で引き続き訴えて
いく。

男女共同参
画推進課
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

114 74

地域活動を行う子育て支援団体
の活動の場を提供するとともに
活動内容を確認し、活動しやす
い環境作りに努めます。

市内で子ども食堂を実施してい
る団体に子ども食堂にかかる経
費の一部を補助する。

子ども食堂にかかる経費の一部
を補助し、子ども食堂を実施す
る団体の経済的負担の軽減に寄
与し、開催しやすい環境作りに努
めた。

子ども食
堂補助金
交付団体
数

5団体 4団体 7団体 4団体
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

こども食堂を行う団体への
支援（飯塚市社会福祉協議
会に設立した「飯塚市こども
の居場所づくり推進基金]の
周知活動）

こども若者
支援課

令和7年
度は進捗
管理入力

115 75

障がい者に関する正しい理解を
深めるとともに、障がい者の自
立と社会参加を促進するための
支援の充実と環境の整備を図り
ます。

障がい者週間において特集記事
の掲載及び市庁舎等への横断幕
の設置し、障がい者団体等と連
携しながら、障がい福祉に関す
る様々な問題についての講演会
等を企画し、広く市民に障がい
者への理解が浸透するように働
きかけます。

・障がい者に関する正しい理解
を深めるための講演会等の実施
や周知を行った。
・福祉のつどい、市報HPによる
啓発、講演会等による啓発等を
実施した。

実施件数 11回 14回 10回 8回
B:80%程度
達成できてい
る

手話言語の国際デーの啓発

年間を通して、障がい者福祉
に関するイベント時には、併
せて障がい者への正しい理
解を推進する企画を盛り込
み実施することで、広く市民
に障がい者への理解が浸透
するように働きかけます。特
に12月の障がい者週間では
障がい者団体等と連携した
啓発をおこないます。

社会・障が
い者福祉課

令和7年
度は進捗
管理入力

116 76

高齢者が気軽に通える教室など
を開催し、地域において高齢者
が集える場所づくりを促進し、地
域住民との交流や地域活動など
への積極的参画を図ります。

介護予防教室やイベントの開催

市内交流センターにおいて、フレ
イル予防等に必要な知識の普及
啓発を図るとともに、閉じこもり
予防や参加者間の交流等を目的
とした教室を開催する。

（フレイ
ル予防教
室）
①年間開
催数
②参加人
数
（実人数）

①141
回
②220
人

①151
回
②217
人

①160
回
②218
人

①168
回
②589
人

A:100%達
成できている

特になし

フレイル教室と脳元気教室を
統合して実施する。
教室の実施内容の充実を図
り、安定した教室の運営を
行っていく。

高齢者支援
課

令和7年
度は進捗
管理入力

117 77

高齢者がこれまで培ってきた知
識と経験を活用することができ
るよう、シルバー人材センターの
活動など、高齢者の力を生かす
機会と場の充実に努めます。

シルバー人材センターの事業に
対し補助金を交付
シルバー人材センター及び関係
団体の行う事業について広報等
で周知

・高齢者が生きがいを持ち充実
した生活を送るため、今までの
知識や経験を活かした短期的な
就労やボランティア活動に従事
できるよう、シルバー人材セン
ターの活動に対し補助金の交付
を行い、事業の充実を図る。
・シルバー人材センターの会員募
集及び福岡県生涯現役チャレン
ジセンターの就労に関する事業
について、広報等に掲載し周知
を行う。

シルバー
人材セン
ター会員
数

561人 612人 628人 664人
A:100%達
成できている

特になし
高齢者支援
課

令和7年
度は進捗
管理入力

118 78

地域に暮らす外国人との相互理
解を深め、外国人も地域の一員
として積極的にまちづくりに参
画できる環境整備を促進しま
す。

2006年にボランティア団体、大
学、関係機構等の構成による協
議会を設立し、地域に密着し、市
民が主体となった国際化を図る
ため、国際社会に向けた人づく
り・地域づくりを目的としてい
る。協議会の事務局として加盟
団体と連携し、目的に沿った事
業を行う本協議会に対し補助金
を交付している。

①お国料理バザー、スピーチコン
テスト、ホームビジット等の事業
の実施
②総会、定例会の開催

各実施回
数
参加者人
数

①12件
参加者
379人
②6回
出席者
61人

①14件
参加者
400人
②6回
出席者
57人

①9件
参加者
555人
②6回
出席者
56人

A:100%達
成できている

特になし

①お国料理バザー、スピーチ
コンテスト、ホームビジット等
の事業　8件
②総会、定例会の開催　6件

国際政策課
令和7年
度は進捗
管理入力
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

119 79

各種地域活動の活性化を図るた
め、活動団体のネットワーク化や
スキルアップに向けた情報提供
を行うとともに活動基盤の強化
などの支援を行います。

各種地域活動の活性化を図るた
め、活動団体のネットワーク化や
スキルアップに向けた情報提供
や研修等を実施

各交流センターにて、地域イベン
トの情報発信などのスキルアッ
プに向けた情報提供や研修等を
実施

各交流セ
ンターに
て情報提
供及び研
修会
12地区

12地区 12地区 12地区 12地区
A:100%達
成できている

特になし

活動団体のネットワーク化に
向けた取り組みが不十分で
あるため、活動団体が顔を
合わせて交流する機会をつ
くる。

まちづくり
推進課

令和7年
度は進捗
管理入力

120 79

各種地域活動の活性化を図るた
め、活動団体のネットワーク化や
スキルアップに向けた情報提供
を行うとともに活動基盤の強化
などの支援を行います。

・市報6月・9月・11月号への特
集記事掲載及び情報誌サンクス
の発行
・国、県の啓発パンフレット、ポス
ターを男女共同参画推進セン
ター、本庁市民ホール、4支所、
地区交流センターで随時情報提
供
・団体の活動の場である男女共
同参画推進センターにおいて、
有効活用できる備品購入なども
行い、活動しやすい環境を整備

①市報掲載
②市ホームページ掲載(更新)
③情報誌サンクス発行
④男女共同参画推進センター主
催講座開催
⑤出前講座開催
⑥サンクスの環境整備

各実施件
数

①21件
②19件
③1件
④4件
⑤0件
⑥随時実
施

①18件
②28件
③1件
④2件
⑤13件
⑥随時実
施

①1件
②2件
③1件
④9件
⑤17件
⑥随時実
施

①1件
②1件
③1件
④2件
⑤7件
⑥随時
実施

A:100%達
成できている

イイヅカコミュニティーセン
ターの改修工事期間であっ
たため市民交流プラザをサ
ンクスとして使用できるよう
機器等の移設を行い、改修
工事完了後は利用に支障が
出ないよう速やかに移転作
業を行った。

今後も関係課との連携によ
り施設利用料減免等各種支
援を継続していくとともに、
活動団体への説明会等で情
報共有を行う。

男女共同参
画推進課

令和7年
度は進捗
管理入力

121 80
市民、地域活動団体、事業者及
び行政の協働による事業の推進
を図ります。

男女共同参画を推進するための
「サンクスフォーラム」を市民団
体と飯塚市の協働で実施する。

サンクスフォーラムの実施 実施回数 1回 1回 1回 1回
A:100%達
成できている

特になし

企画立案から実施まで市民
団体・個人との定期に会議の
場を設け、市民参画により引
き続き実施する。

男女共同参
画推進課

122 81

「飯塚市地域防災計画」や各種対
応マニュアルの策定等の企画、立
案において、女性の参画を促進
することで、様々な立場の人の
ニーズに配慮するよう努めます。

防災会議における女性の参画の
促進。

「飯塚市地域防災計画」の一部改
正などを諮る防災会議の委員に
ついては、委員37名中女性委員
が10名となった。

防災会議
委員の女
性委員数

9人 9人 10人 10人
B:80%程度
達成できてい
る

新たな取組はなし
（※引き続き、委員の異動に
伴う変更依頼の中で、積極
的な女性委員の選出依頼を
行っている。）

引き続き、防災会議委員の
女性委員の選出を関係機
関・団体に依頼し、女性委員
の参画を促進する。

防災安全課

123 82

自主防災組織、地域での防災活
動への女性の参画を働きかける
とともに、女性消防団員の確保
に努めます。

防災活動への女性の参画の促
進。

地域防災リーダー研修におい
て、女性枠を設けるとともに、自
治会連合会理事会へ出向き積極
的な女性受講者の推薦をお願い
した。自治会等の防災研修にお
いても女性参画の重要性を説明
している。また、女性消防団募集
について市のホームページ等に
掲載した。

地域防災
リーダー
研修女性
受講者数

15人 13人 11人 3人
C:60%程度
達成できてい
る

新たな取組はなし
（※引き続き、地域防災リー
ダー募集の際に、積極的に女
性受講者の推薦を依頼し
た。）

引き続き、各自治会での女
性受講者の積極的な推薦を
お願いするとともに、研修等
での意識啓発を行い、女性
参画の促進を図る。

防災安全課
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
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124 83

小・中学校において、発達段階に
応じた指導を行い、全教育活動
の場で自他の生命の大切さ・尊
さや男女が互いを認めあうここ
ろを養います。

各校において、自他の生命の大
切さ・尊さや男女が互いを認め
合うこころを養うため、道徳教育
や保健・体育等の授業の中で計
画的に発達段階に応じた指導を
実施する。

男女共同参画の視点に立って、
道徳科や保健・体育等の授業に
おける学習指導を実施・充実す
る。

授業実施
校数

29校 29校 29校 29校
A:100%達
成できている

多様な生き方を学ぶ外部講
師の活用などを通じ、子ども
たちが自分事として考えら
れる機会を設定した。

児童・生徒が主体的に議論
し、互いの個性を認め合う
「対話型ワークショップ」を各
校で実施する。あわせて、学
校評価の項目に男女共同参
画の視点を反映させること
で、組織的な指導体制の継
続的な質向上を目指す。

学校教育課

125 84

市の刊行物や各課において作
成・配布される印刷物などに、女
性の性差別の助長につながるよ
うな表現がないか留意するとと
もに、研修などによる職員の意
識啓発を進めます。

市の刊行物に不適切な表現がな
されないよう、各課に配置した
男女共同参画推進委員に、各課
で作成した刊行物のチェックを
指導する。

①男女共同参画推進員による、
刊行物のチェックの実施
②推進員のチェックの結果、判断
に迷うものにつき、男女共同参
画推進課職員が助言を行う。

①推進員
のチェッ
ク
②男女課
による推
進員への
研修

①随時
②随時
（動画と
して掲
載）

①随時
②随時
（動画と
して掲
載）

①随時
②随時
（動画と
して掲
載）

①随時
②随時
（動画と
して掲
載）

A:100%達
成できている

新規採用職員研修及び庁内
掲示板で「男女共同の視点か
らの表現のガイドライン」に
ついて周知し、市の刊行物等
を作成する際には男女共同
参画の視点を踏まえ作成さ
れているか、表現について確
認するよう啓発した。

引きつづき職員研修や庁内
掲示板等を通じて周知・啓発
を行い、市の刊行物や各課
作成の印刷物等の表現につ
いて男女共同参画推進員に
よるチェックを行う。

男女共同参
画推進課

126 84

市の刊行物や各課において作
成・配布される印刷物などに、女
性の性差別の助長につながるよ
うな表現がないか留意するとと
もに、研修などによる職員の意
識啓発を進めます。

飯塚市が毎月発刊している広報
いいづか等、市が発行する発刊
物において、固定観念で男女の
役割分担がされたイラストや用
語が使用されていないかチェッ
クを行う。

「男女共同参画の視点からの公
的広報の手引き」などを活用し、
市報の作成を行った。また、年1
度実施している「広報研修（伝え
る・伝わる研修）」において、男女
の広報に係る表現方法のポイン
ト説明をを2回実施（管理職向
け・一般職員向け）した。

チェック
回数(年
12回発
行のため
最低12
回)及び
広報研修
での説明
回数(2
回）の合
計

13回 14回 14回 14回
A:100%達
成できている

特になし

「男女共同参画の視点からの
公的広報の手引き」などを活
用し、市報の作成を行う。ま
た、年1度実施している「広
報研修（伝える・伝わる研
修）」において、男女の広報
に係る表現方法のポイント説
明を実施（一般職員向け）す
る。

企画政策室
シティプロ
モーション
担当

127 85

「第2次いいづか健幸都市基本
計画」に基づき健幸プラザ「いい
けん広場」を拠点とした多様な健
幸事業の展開を図るとともに、
市民の自発的な健康づくりのた
めの啓発を行います。

指定管理制度を活用して健幸プ
ラザの管理運営を行い、健康づ
くりの意識づけを行う。

指定管理者によりトレーニング
室利用者の運動指導や年120回
の健康運動教室等を行うこと
で、市民の自主的な健康づくり
の意識づけを行った。

健幸プラ
ザトレー
ニング
ルームの
利用者数

合計：
11,941
人
（男性：
3,237
人、女
性：
8,704
人）

合計：
15,556
人
（男性：
3,961
人、女
性：
11,595
人）

合計：
15,150
人
（男性：
4,025
人、女
性：
11,125
人）

合計：
16,79
8人
（男性：
4,893
人、女
性：
11,905
人）

A:100%達
成できている

特になし

指定管理制度を活用して健
幸プラザの管理運営を行
い、健康づくりの意識づけを
行う。

健幸保健課
令和7年
度は進捗
管理入力

128 86
健康診査の受診を奨励し、市民
の健康管理の促進に努めます。

がん検診を実施することにより
がんの早期発見、早期治療につ
なげる。

子宮頸がん：20歳以上の市民
(女性)、乳がん：40歳以上の市
民(女性)、胃がん・肺がん・大腸
がん：40歳以上の市民(男女)、
前立腺がん：50歳以上の市民
(男性)を対象としたがん検診を
国民健康保険加入者対象の特定
健康診査や19歳から39歳まで
の者を対象とした若年者健診と
の同時開催を市内各所で実施、
飯塚医師会検診検査センターで
の施設検診(子宮頸がん・乳がん
を除く)の実施、協会けんぽの特
定健診と同時に市のがん検診を
実施

①がん検
診受診者
数
②ナイト
検診、レ
ディース
デーの開
催回数

①
5,433
人（うち
女性
3,650
人）
②2回

①
5,451
人（うち
女性
3,677
人）
②6回

①
5,449
人（うち
女性
3,634
人）
②6回

①
5,363
人（うち
女性
3,523
人）
②7回

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

託児や夕方以降の実施な
ど、女性が受診しやすい環境
づくりを調整し、事業を継続
する。

健幸保健課
令和7年
度は進捗
管理入力
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

129 87
健康づくりを支援するため、健
康教育及び相談体制の充実を図
ります。

女性への健康支援として、更年
期など女性特有のこころやから
だの悩みについて安心して相談
できる健康教室や健康相談を行
う。

①健康教育
保健師、栄養士、運動指導員等
が健康に関する指導及び助言を
行うことによって、生活習慣の予
防など健康に関する事項につい
て正しい知識の普及を図る。
②健康相談
心身の健康に関する個別の相談
に応じ、必要な指導や助言を行
う。また、各種測定により個別の
健康相談を実施する。

①受講者
数
②相談者
数

①
9,447
人
②
7,280
人
（指標及
び実績の
数値は男
女を含
む）

①
12,043
人
②
4,922
人
（指標及
び実績の
数値は男
女を含
む）

①
11,318
人
②
4,309
人
（指標及
び実績の
数値は男
女を含
む）

①
9,245
人
②
4,074
人
（指標及
び実績
の数値
は男女を
含む）

A:100%達
成できている

特になし

土日に事業を実施すること
で、女性が健康教育や健康
相談を受けやすい環境づく
りを調整し、事業を継続す
る。

健幸保健課
令和7年
度は進捗
管理入力

130 88
「飯塚市健康づくり計画」の推進
に努めます。

飯塚市健康づくり計画における
事業の進捗管理と評価の実施

計画の進捗管理を行う健康づく
り・食育推進協議会の開催

①会議開
催数

①1回 ①3回 ①1回 ①1回
A:100%達
成できている

特になし
引き続き飯塚市健康づくり
計画の進捗管理を実施す
る。

健幸保健課
令和7年
度は進捗
管理入力

131 89
妊娠・出産に関する正しい理解
を深め、安心・安全に妊娠、出産
できる環境整備に努めます。

安心・安全な出産を目的として、
妊婦及び胎児の健康管理を行
う。

妊婦健康診査の受診費用の補助
を実施した。

受診延人
員

10,330
人

9741人 9561人
9,407
人

A:100%達
成できている

特になし
引続き、妊娠届出時に妊婦
健診受診券を配布し受診費
用を助成する。

こども家庭
課

132 90
性と生殖に関する健康と権利に
ついて、正しい理解と意識の浸
透に努めます。

女性への健康支援として、更年
期など女性特有のこころやから
だの悩みについて安心して相談
できる健康教室や健康相談、訪
問指導を行う。

①健康教育
保健師、栄養士、運動指導員等
が健康に関する指導及び助言を
行うことによって、生活習慣の予
防など健康に関する事項につい
て正しい知識の普及を図る。
②健康相談
心身の健康に関する個別の相談
に応じ、必要な指導や助言を行
う。また、各種測定により個別の
健康相談を実施する。
③訪問指導
本人または家族からの健康に関
する相談により、家庭での保健
指導が適当であると判断される
者に対し保健師、栄養士、看護師
が訪問指導を実施する。
④リプロダクティブ・ヘルス・ライ
ツを踏まえた啓発に向けての協
議・検討

①健康教
育受講者
数
②健康相
談相談数
③訪問指
導者数
④男女共
同参画推
進課との
協議

①
9,447
人
②
7,280
人
③15人
（指標及
び実績の
数値は男
女を含
む）
④0回

①
12,043
人
②
4,922
人
③15人
（指標及
び実績の
数値は男
女を含
む）
④1回

①
11,318
人
②
4,309
人
③15人
（指標及
び実績の
数値は男
女を含
む）
④1回

①
9,245
人
②
4,074
人
③15人
（指標及
び実績
の数値
は男女を
含む）
④1回

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

健康教育や健康相談を通し
て、更年期など女性特有のこ
ころや体の悩みに関する正
しい知識の普及と相談しや
すい環境づくりを継続する。
また、女性特有のがん検診に
使用するクーポン券にリプロ
ダクティブ・ヘルス・ライツに
関する内容を盛り込み、周知
啓発を行う。

健幸保健課

133 90
性と生殖に関する健康と権利に
ついて、正しい理解と意識の浸
透に努めます。

福岡県が行う不妊に悩む方への
先進医療支援事業について周知
を行う。

福岡県が行う不妊に悩む方への
先進医療支援事業及び不育症の
検査・治療費の助成制度につい
てホームページに掲載し周知を
行った。

掲載回数 1回 1回 1回 1回
A:100%達
成できている

特になし
不妊に悩む方の目に留まる
よう引き続き周知を行う。

こども家庭
課
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134 90
性と生殖に関する健康と権利に
ついて、正しい理解と意識の浸
透に努めます。

女性の健康とリプロダクティブ・
ヘルス・ライツの考え方に関する
啓発を行う。

①ヨガ教室、体操教室等の女性
の健康支援講座の実施
②更年期、ＰＭＳ、性の健康等に
ついての啓発

①実施回
数
②実施回
数

①0回
②2回

①0回
②1回

①1回
②2回

①0回
②0回

E:全く達成で
きていない

特になし

リプロダクティブ・ヘルス・ラ
イツの考えについて普及・啓
発を図れるよう講座等を継
続して実施する。

男女共同参
画推進課

135 91

妊娠・更年期など女性特有のこ
ころやからだの悩みについて安
心して相談できる健康教室や健
康相談、訪問指導を実施します。

女性への健康支援として、更年
期など女性特有のこころやから
だの悩みについて安心して相談
できる健康教室や健康相談・訪
問指導を行う。

①健康教室
　病態別健康教育（肥満・高血圧
等）
　一般健康教育（生活習慣病予
防）
②健康相談
　総合健康相談
③訪問指導
　家庭での訪問指導

①健康教
育受講者
数
②健康相
談相談数
③訪問指
導者数

①
9,447
人
②
7,280
人
③15人
（指標及
び実績の
数値は男
女を含
む）

①
12,043
人
②
4,922
人
③15人
（指標及
び実績の
数値は男
女を含
む）

①
11,318
人
②
4,309
人
③15人
（指標及
び実績の
数値は男
女を含
む）

①
9,245
人
②
4,074
人
③15人
（指標及
び実績
の数値
は男女を
含む）

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

夕方以降や土日に事業を実
施することで、女性が健康教
育や健康相談を受けやすい
環境づくりを調整し、事業を
継続する。

健幸保健課

136 91

妊娠・更年期など女性特有のこ
ころやからだの悩みについて安
心して相談できる健康教室や健
康相談、訪問指導を実施します。

妊娠・更年期等について相談で
きる健康相談や訪問指導につい
て周知

親子手帳の交付やホームページ
等で周知を行い、健康相談や訪
問指導を実施した。

①妊婦保
健指導実
人員
②妊婦訪
問実人員

①900
人

②83人

①792
人

②71人

①779
人

②100
人

①733
人

② 73人

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

親子手帳の交付やホーム
ページ等で事業の周知を図
り、女性特有の悩みについて
安心して相談できるように
する。

こども家庭
課

137 92

乳がん、子宮がんなど女性特有
のがん検診や骨粗しょう症検診
の充実を図るとともに、受診を
奨励し市民の健康管理の促進に
努めます。

子宮頸がん・乳がん検診の早期
発見・早期治療を目的とし、検診
を実施。
また、がん検診の受診率を向上
させる取組みとして、集団検診
（がん検診・特定健診・若年者健
診）で託児ができるレディース
デーや、夕方以降に検診を実施
するナイト検診を引き続き実施
する。

①受診勧奨
　無料クーポン（子宮頸がん対
象：年度内21歳、乳がん検診対
象：年度内41歳）を郵送し、受診
勧奨を実施する。
②ナイト検診、レディースデーを
開催する。
　就労されている方や、同性同士
での受診を希望されている方々
が、がん検診が受診しやすい環
境を整備し、ナイト検診・レディー
スディでの検診を実施。

①受診勧
奨回数

②ナイト
検診、レ
ディース
デーの開
催回数

①　2回
②　4回

①　2回
②　6回

①　2回
②　6回

①　2回
②　7回

A:100%達
成できている

特になし

今後も、ナイト検診やレ
ディースデーを積極的に実
施し、女性が受診しやすい環
境づくりに努める。また、受
診率向上のため、子宮頸が
ん・乳がん検診と同時に骨粗
しょう症検診の実施を検討
する。

健幸保健課

138 93
望まない妊娠や性感染症を防ぐ
ための正しい知識の普及・啓発
を図ります。

各校において、望まない妊娠や
性感染症予防など、男女ともに
自分や相手を大切にする意識の
醸成や正しい知識の普及・啓発
を図るため、発達段階に応じた
指導を実施する。

保健安全計画に則り、道徳教育
や保健・体育等の授業の中で、発
達段階に応じた指導を計画的に
実施する。

授業実施
校数

29校 29校 29校 29校
A:100%達
成できている

特になし

今後も男女共同参画の視点
に立った教育や学習を充実
させ、発達段階に応じた教育
を行うよう周知していく。

学校教育課

25



実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり
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③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

139 93
望まない妊娠や性感染症を防ぐ
ための正しい知識の普及・啓発
を図ります。

予防啓発
　性感染症の予防

予防啓発
　保健所より予防啓発ポスター
や小冊子等の提供を受け、ポス
ターの掲示、小冊子の窓口設置
をすることで、周知・啓発を実施

実施回数 - 1回 1回 1回
B:80%程度
達成できてい
る

特になし
今後も保健所等関係機関か
らの依頼により、窓口にて啓
発資料の掲示・配架を行う。

健幸保健課

140 93
望まない妊娠や性感染症を防ぐ
ための正しい知識の普及・啓発
を図ります。

国、県、保健所からの性感染症に
関するポスターの掲示や窓口で
のチラシ設置を行う。

チラシの窓口設置、ポスター掲示
依頼があったものについて、す
べて設置、掲示を行った。

掲示回数 随時 随時 随時 随時
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

引き続き特定妊婦(若年者や
支援が必要な妊婦)における
親子手帳交付時やその後の
支援のなかで、面談等を通じ
た知識の普及・啓発を行う。

こども家庭
課

141 94

発達段階に応じた性教育と、売
買春及び女性に対する暴力は女
性の人権侵害であることを浸透
させる教育を実施します。

各学校において、女性に対する
暴力などは、人権侵害であると
いう正しい知識の普及、啓発を
図るため、道徳教育や保健・体育
等の授業の中で計画的に発達段
階に応じた指導を実施する。

男女共同参画の視点に立った教
育や学習を充実させ、発達段階
に応じた教育を行う。

授業実施
校数

29校 29校 29校 29校
A:100%達
成できている

特になし

今後も全教職員に対して、男
女共同参画の視点に立った
教育や学習を充実させ、自
他の生命を大切にし、互いに
尊重できる教育を発達段階
に応じ行うよう周知してい
く。

学校教育課

142 95
自らが適切な判断を行えるよう
な広報、啓発及び情報収集・提供
を行います。

公共施設等での情報提供を行
う。

男女共同参画推進センター、本
庁等の公共施設でパンフレット
等を配架

実施箇所 18か所 18か所 18か所 18か所
A:100%達
成できている

特になし
幅広い年齢層に、それぞれに
応じた情報提供方法の検討
を行っていく。

男女共同参
画推進課

143 95
自らが適切な判断を行えるよう
な広報、啓発及び情報収集・提供
を行います。

関係課との情報共有・情報収集・
提供

リプロダクティブ・ヘルス・ライツ
を踏まえた啓発に向けての協
議・検討

男女共同
参画推進
課との協
議

- 1回 1回 1回
A:100%達
成できている

特になし

女性特有のがん検診に使用
するクーポン券にリプロダク
ティブ・ヘルス・ライツに関す
る内容を盛り込み、周知啓発
を行う。

健幸保健課

144 95
自らが適切な判断を行えるよう
な広報、啓発及び情報収集・提供
を行います。

国、県、保健所からの性感染症に
関するポスターの掲示や窓口で
のチラシ設置を行う。

チラシの窓口設置、ポスター掲示
依頼があったものについて、す
べて設置、掲示を行った。

掲示回数 随時 随時 随時 随時
A:100%達
成できている

特になし
ホームページにて掲載依頼
があった際には掲載を行う。

こども家庭
課
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145 96

暴力は重大な人権侵害であると
いう意識を徹底させるととも
に、暴力を許さない意識啓発の
推進に努めます。

広報誌等による啓発を行う。
①市報掲載
②成人式時の配布冊子に「デー
トDV」の啓発記事掲載

実施回数
①1回
②1回

①1回
②1回

①1回
②1回

①1回
②1回

A:100%達
成できている

特になし

「暴力は許さない」という徹
底した姿勢を発信し、様々な
機会を通して相談窓口につ
いても啓発していく。

男女共同参
画推進課

146 96

暴力は重大な人権侵害であると
いう意識を徹底させるととも
に、暴力を許さない意識啓発の
推進に努めます。

厚生労働省・福岡県等が作成し
た児童虐待防止に関するポス
ターの掲示、チラシの配布を実
施し、暴力を許さない意識啓発
を推進する。

厚生労働省・福岡県等が作成し
た児童虐待防止に関するポス
ターの掲示を実施。また、市独自
に子どもの虐待防止ポスター及
びカードを作成し、市内小中学
校へ配布した。
１１月の虐待防止月間にあわせ
て、子どもの虐待防止及び子ど
もの権利条約チラシを作成し、全
戸配布した。

①掲示回
数
②小中学
校への
カード配
布枚数
③チラシ
配布枚数

随時
②
10,119
枚
小中学校
配布
③
44,114
枚
全戸配布

①随時
②
21,420
枚
リーフ
レット小
中学校配
布
③
4,163
枚（関係
機関）＋
4,108
枚（隣組
回覧）

①随時
②
1,044
枚
（ポス
ター・
リーフ
レット小
中学校配
布）
③
4,121
枚（隣組
回覧）

①随時
②696
枚
（ポス
ター・
リーフ
レット
小中学
校配布）
③
2,558
枚
（関係機
関）

A:100%達
成できている

特になし

引き続き、虐待防止ポスター
等を配布し、暴力を許さない
意識啓発を推進する。また
SNSを活用して、啓発活動
を行う必要がある。さらに今
年度は市内の小・中学生全
員に、虐待防止啓発のため
の定規を配布し、意識の向上
に努める。

こども家庭
課

147 96

暴力は重大な人権侵害であると
いう意識を徹底させるととも
に、暴力を許さない意識啓発の
推進に努めます。

障がい者基幹相談支援センター
に障がい者虐待防止センターを
兼ね備えており、障がい者虐待
防止法に基づき相談・支援を実
施することで、暴力を許さない
意識営発の推進に努める。

障がい者基幹相談支援センター
に障がい者虐待防止センターを
兼ね備えており、障がい者虐待
防止法に基づき相談・支援を実
施した。ホームページおいて虐待
防止センター等の周知を行った。

①支援件
数
②周知件
数

①72件
②１回

①115
件
②１回

①49件
②1回

①127
件
②1回

A:100%達
成できている

特になし

多数の相談があっている中
で、支援件数も増加してい
る。引き続き、相談窓口の周
知を含め虐待防止のための
支援や啓発を行う。

社会・障が
い者福祉課

148 96

暴力は重大な人権侵害であると
いう意識を徹底させるととも
に、暴力を許さない意識啓発の
推進に努めます。

啓発コーナーや子どもの人権問
題等をテーマにしたパネルの掲
示を行い、啓発活動の取組を行
います。

①パネル掲示回数
②市報掲載回数

各実施回
数

①4回
②1回

①6回
②1回

①3回
②1回

①10回
②1回

A:100%達
成できている

特になし

年3回子どもの人権問題等
をテーマにしたパネルの掲
示を行い、市報掲載につい
てもいじめ等の問題を取り
上げる。

人権・同和
政策課

149 96

暴力は重大な人権侵害であると
いう意識を徹底させるととも
に、暴力を許さない意識啓発の
推進に努めます。

虐待等に係る相談・通報に基づ
き、速やかな事実確認、対処方法
の検討を行い対応する。

虐待疑いのある世帯に関わって
いる、関係者を交えたケース会
議を開催し、状況の確認、及び対
応策（分離・見守り・養護者への
助言等）の検討を行い、虐待状態
の解消が確認されるまで、支援
を行う。

虐待（疑
い含む）
通報件数

26件 42件 31件 26件
A:100%達
成できている

特になし

不適切な介護の状態が、高
齢者虐待に発展しないよう、
相談・通報に基づき早期支援
を行う。

高齢者支援
課

150 97
被害の予防をはじめ実態把握、
被害者支援などについて、関係
機関の連携強化を図ります。

・DV被害者支援のための自治体
間連携の強化を行う。
・飯塚市DV対策庁内連携会議に
より庁内間の情報・意識共有を
図る。

①DV被害者支援の管内市町業
務連携会議への出席
②飯塚市DV対策庁内連携会議
の開催

①会議出
席回数

②会議開
催回数

①1回
②2回

①1回
②1回

①1回
②1回

①1回
②1回

A:100%達
成できている

DV対策庁内連携会議にお
いて飯塚市での相談件数等
の情報共有や、令和8年4月
における民法改正での共同
親権について情報提供を行
うとともに、対応Q&Aを学
ぶ場を設けた。

庁内連携会議の実施や、庁
外の関係機関等とも連携及
び情報共有を密に行い、被
害者支援を継続して実施す
る。

男女共同参
画推進課
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151 97
被害の予防をはじめ実態把握、
被害者支援などについて、関係
機関の連携強化を図ります。

飯塚市要保護児童対策地域協議
会の会議にて、児童相談所や警
察などの関係機関と要保護児童
等の情報共有を行い連携強化を
図る。

飯塚市要保護児童連絡協議会の
会議を実施し、関係機関と要保
護児童等の情報共有を行い連携
強化を図った。また、より多くの
関係機関と連携強化を行うた
め、会議を構成する関係機関を
拡大した。

①会議回
数

②代表者
選出関係
機関数

①65回

②26機
関

①55回

②26機
関

①57回

③27機
関

①62回

③27機
関

A:100%達
成できている

特になし

実務者会議を定期的に開催
し、延べ700世帯の情報を
共有して支援や対応に活か
した。啓発活動の一環として
街頭啓発活動や講演会を行
い、講演会は昨年度を大きく
上回る参加があった。

こども家庭
課

152 97
被害の予防をはじめ実態把握、
被害者支援などについて、関係
機関の連携強化を図ります。

障がい者基幹相談支援センター
に障がい者虐待防止センターを
兼ね備えており、障がい者虐待
防止法に基づき相談・支援を実
施することを通じて、関係機関
の連携強化を図る。

障がい者基幹相談支援センター
に障がい者虐待防止センターを
兼ね備えており、障がい者虐待
防止法に基づき相談・支援を実
施した。各関係機関との情報共
有やコアメンバー会議を実施し、
連携強化を図った。

支援件数 72件 115件 49件 127件
A:100%達
成できている

特になし

多数の相談があっている中
で。支援件数も増加してい
る。引き続き、相談窓口の周
知を含め虐待防止のための
支援や啓発を行う。

社会・障が
い者福祉課

153 97
被害の予防をはじめ実態把握、
被害者支援などについて、関係
機関の連携強化を図ります。

①多職種連携研修会の開催
②警察より提出される、高齢者
虐待事案通報票に基づき、支援
を行う

①多職種が参加する研修会を開
催し、在宅医療・介護連携の推
進、困難事例の紹介など、情報共
有を行う事で、高齢者が在宅で
生活するための支援体制の充実
を図る。
②通報票をもとに、高齢者及び
支援者等と連絡をとり、状況の
確認及び必要な支援を行った。
また、対応結果については、警察
と情報共有を行う。

①参加者
数

②通報票
受付件数

①561
人

②11件

①281
人

②28件

①158
人

②15件

①151
人

②18件

A:100%達
成できている

特になし

高齢者部門のみで対応でき
ない、複雑化・複合化した課
題に対応するため、市関係
課、委託団体及び各支援関
係団体と連携しながら必要
な支援を届けていく。

高齢者支援
課

154 98

DV防止法、ストーカー規制法、
各種（児童、高齢者、障がい者）
虐待防止等について学習の機会
の提供や啓発、周知に努めます。

広報誌等による啓発を行う。
①市報掲載
②成人式時の配布冊子に「デー
トDV」の啓発記事掲載

①市報掲
載回数

②記事掲
載回数

①1回
②1回

①1回
②1回

①1回
②1回

①1回
②1回

A:100%達
成できている

特になし

DVに対する正しい情報発信
を行い、関係課と連携しなが
ら正確で効果的な周知啓発
を継続して実施する。

男女共同参
画推進課

155 98

DV防止法、ストーカー規制法、
各種（児童、高齢者、障がい者）
虐待防止等について学習の機会
の提供や啓発、周知に努めます。

学校、保育施設、自治会、民生委
員児童委員など対象者を広く研
修を行う。

市内小中学校及び自治会長会に
参加し、虐待防止等について啓
発を行った。また、学校及び保育
所の教職員向けの研修会を実施
した。

①研修会
実施回数

②研修参
加人数

①４回
②２７９
人

①8回
②284
人

①６回
②343
人

①7回
②377
人

A:100%達
成できている

主任児童委員向けの研修会
を新たに実施した。

今年度も引き続き、幅広い
機関に対する研修会を立案
し、実施する。

こども家庭
課

156 98

DV防止法、ストーカー規制法、
各種（児童、高齢者、障がい者）
虐待防止等について学習の機会
の提供や啓発、周知に努めます。

障がい者基幹相談支援センター
に障がい者虐待防止センターを
兼ね備えており、障がい者虐待
防止法に基づき相談・支援を実
施する。障がい者福祉サービス
事業者向けの虐待防止研修を実
施し、学習機会の提供・啓発に努
めている。

障がい者基幹相談支援センター
に障がい者虐待防止センターを
兼ね備えており、障がい者虐待
防止法に基づき相談・支援を実
施した。障がい者福祉サービス
事業者向けの虐待防止研修を実
施し、学習機会の提供・啓発に努
めた。

①支援件
数
②研修回
数

①72件
②３件

①115
件
②8件

①49件
②9件

①127
件
②10件

A:100%達
成できている

特になし

多数の相談があっている中
で支援件数も増加している。
事業所への研修については
年10件前後をベースとし
て、引き続き、虐待防止のた
めの支援や啓発を行う。

社会・障が
い者福祉課

28



実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

157 98

DV防止法、ストーカー規制法、
各種（児童、高齢者、障がい者）
虐待防止等について学習の機会
の提供や啓発、周知に努めます。

①市報（地域包括支援センター
だより）に高齢者虐待の防止に
ついて掲載
②認知症ケアパスの配布

①市報に「知って防ごう高齢者
虐待」について掲載し、高齢者の
権利擁護に関する周知・啓発に
努める。
②幻視・妄想、物忘れ、感情のコ
ントロールが効かなくなる等、認
知症の症状悪化が高齢者虐待の
原因になることもあることから、
適切な支援が受けられるよう、
相談窓口、医療機関等を掲載し
ている認知症ケアパスを配布す
る。

①掲載回
数
②ケアパ
ス配布部
数

①1回
②
2,432
冊

①1回
②
2,830
冊

①1回
②
3,369
冊

①1回
②
2,491
冊

B:80%程度
達成できてい
る

①市報（R8.2）に、高齢者虐
待に関する記事を掲載し、高
齢者虐待の防止とあわせて、
発見した場合の早期通報の
呼びかけを行った。

②新しい認知症観（認知症に
なっても希望を持って自分
らしく暮らせる姿）を反映し
た啓発内容をケアパスに掲
載し、普及を図った。

①高齢者虐待についての知
識を持っていただくため、今
後も継続して啓発・周知を行
う。

②第10期高齢者保健福祉計
画に併せ「飯塚市認知症施策
推進計画（仮称）」を策定する
ため、これに基づいた認知症
ケアパスの全面的な内容見
直しと更新する。

高齢者支援
課

158 99

男女ともに自分の性を大切に
し、また、相手を尊重するよう
に、学校においても、発達段階に
応じてデートDVやストーカー行
為について学習する機会を設け
るなど、自分のこととして考える
機会となるよう、啓発に努めま
す。

各校において、自他の人権を守
る行動選択ができるよう道徳科
授業や保健・体育等の授業の中
で計画的に発達段階に応じた指
導を実施する。

保健安全計画に則り、計画的に
実施するとともに、多様な学習
教材を活用した教育を行う。

授業実施
校数

29校 29校 29校 29校
A:100%達
成できている

身近な人間関係で起こり得
るトラブルを想定したロール
プレイング（役割演技）を取り
入れた。また、相談窓口の周
知を強化した。

外部専門家や民間団体と連
携し、より専門性の高い最新
の事例に基づいた出前講座
を全校で展開し、指導の質の
底上げを図る。あわせて、
SNS上のトラブルから発展
するケースへの対策を強化
し、デジタル時代に対応した
対人関係スキルの育成に重
点を置く。

学校教育課

159 100

DVの危険性を深く浸透させる
とともに、正しい知識の普及な
どDV防止に関する啓発の強化
に努めます。

あらゆる媒体・機会を活用し、幅
広く広報・啓発活動を行う。

①市報掲載
②市ホームページ掲載(更新)
③情報誌サンクス発行
④男女共同参画推進センター主
催講座開催
⑤出前講座開催

各実施件
数

①21件
②19件
③1件
④4件
⑤0件

①18件
②28件
③1件
④1件
⑤13件

①1件
②4件
③1件
④1件
⑤17件

①1件
②3件
③1件
④0件
⑤7件

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

DVに対する正しい情報発信
を行い、関係課と連携しなが
ら正確で効果的な周知啓発
を継続して実施する。

男女共同参
画推進課

160 101
被害者が安心して相談すること
ができる体制の充実と対応する
職員の資質向上を図ります。

女性のための相談事業の実施及
び対応する職員の資質向上のた
めの研修受講等を行う。

①法律相談
②一般相談
③就業支援相談
④職場の悩み相談
⑤職員研修受講

各相談実
施回数
（①～④
相談件
数、⑤受
講者数）

①22回
②46回
③12回
④11回
⑤5回(3
名)

①59回
②36回
③12回
④12回
⑤3回(2
名)

①24回
（54件）
②47回
（45件）
③12回
（0件）
④12回
（0件）
⑤2回
（2名）

①24回
(72件)
②47回
(45件)
③12回
(0件)
④12回
(0件)
⑤2回
(2名)

A:100%達
成できている

特になし

HPやチラシなど各種媒体に
より相談窓口の周知を行い、
関係機関との連携及び研修
会への職員参加を継続して
実施する。

男女共同参
画推進課

161 102

被害者の早期発見、迅速な保護
及び被害者の情報保護など安全
な生活の確保に向けた体制の整
備に努めます。

相談事業の広報を行い、庁内・庁
外の情報・意識共有を図る。

①DV被害者支援の管内市町業
務連携会議への出席
②飯塚市DV対策庁内連携会議
の開催

①法律相談
②一般相談
③就業支援相談
④職場の悩み相談
⑤職員研修受講

実施回数

各相談実
施回数
（①～④
相談件
数、⑤受
講者数）

①1回
②2回

①22回
②46回
③12回
④11回
⑤5回(3
名)

①1回
②1回

①59回
②36回
③12回
④12回
⑤3回(2
名)

①1回
②1回

①24回
（54件）
②47回
（45件）
③12回
（0件）
④12回
（0件）
⑤2回
（2名）

①1回
②1回
①24回
(72件)
②47回
(45件)
③12回
(0件)
④12回
(0件)
⑤2回
(2名)

A:100%達
成できている

DV対策庁内連携会議にお
いて飯塚市における相談件
数の情報共有を行った。

庁内関係部署及び関係機関
等と連携を密にし、情報共有
や会議などを通じて円滑な
つながりを構築し、被害者へ
の支援を継続して実施する。

男女共同参
画推進課

29



実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

162 102

被害者の早期発見、迅速な保護
及び被害者の情報保護など安全
な生活の確保に向けた体制の整
備に努めます。

子ども家庭総合支援拠点を設置
し、
被害者の早期発見、迅速な保護
及び被害者の情報保護等、迅速
な対応が行えるように体制整備
を行う。

令和４年度より、心理担当支援
員、弁護士、医師を配置し、より
専門的な知見からの助言をいた
だけるように体制を強化した。

会議回数 50回 50回 45回 47回
A:100%達
成できている

特になし

引き続き、心理士、弁護士、
医師、スーパーバイザーから
意見を聞きながら、サポート
プランの作成、被害者の早期
発見、迅速な保護及び被害
者の情報の保護に努める。

こども家庭
課

163 103

被害者が被害を受けた後、安心
した暮らしを確立するために、経
済的な自立に向けた職業訓練や
就労支援をはじめ、住宅確保に
向けた支援、子育て支援など各
分野において切れ目のない支援
を図ります。

避難先として入居可能な市営住
宅の確保

避難先として一時入居可能な市
営住宅を確保するとともに、公
募時において単身での申込み及
び市営住宅等から市営住宅への
住み替えを認める等、住宅を確
保しやすいように努めている。

①相談件
数
②入居件
数

①6件
②2件

①0件
②0件

①5件
②0件

①4件
②0件

A:100%達
成できている

特になし

被害者が被害を受けた後、
安心した暮らしを確立する
ために、経済的な自立に向け
た職業訓練や就労支援をは
じめ、住宅確保に向けた支
援、子育て支援など各分野
において切れ目のない支援
を図ります。
（前年同様）

住宅課

164 103

被害者が被害を受けた後、安心
した暮らしを確立するために、経
済的な自立に向けた職業訓練や
就労支援をはじめ、住宅確保に
向けた支援、子育て支援など各
分野において切れ目のない支援
を図ります。

経済的支援・生活支援・就業支援
など各分野における支援を行
う。

ひとり親家庭等を対象とした経
済的支援のための自立支援給付
金の支給、生活支援のための日
常生活支援事業、就業支援のた
めのハローワークと連携した自
立支援プログラム策定事業を
行った。

申請件数
①自立支
援給付金
②日常生
活支援
③自立支
援プログ
ラム

①32件
②11件
③1件
計44件

①29件
②15件
③0件
計44件

①24件
②13件
③10件
計47件

①30件
②16件
③12件
計58件

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

引き続き、ひとり親家庭から
の相談対応時やホームペー
ジ・市報などにおいて周知を
行う。

こども家庭
課

165 103

被害者が被害を受けた後、安心
した暮らしを確立するために、経
済的な自立に向けた職業訓練や
就労支援をはじめ、住宅確保に
向けた支援、子育て支援など各
分野において切れ目のない支援
を図ります。

生活に困窮された方に、生活保
護及び
生活困窮者自立相談支援事業を
実施します。

保護申請があった場合は、課内
会議及び関係機関と連携し必要
な支援を行った。また、生活自立
支援相談室に相談があった場合
は、関係機関と個別協議を行う
など相談者に寄り添った相談支
援を行った。

各相談件
数

①生活保
護面接相
談589
件

②生活自
立支援相
談室
286件

①生活保
護面接相
談653
件

②生活自
立支援相
談室
234件

①生活保
護面接相
談757
件

②生活自
立支援相
談室
230件

①生活
保護面
接相談
724件

②生活
自立支
援相談
室262
件

A:100%達
成できている

生活困窮者自立相談支援事
業では、ひきこもり相談会を
3回（7.10.1月）実施し、市
報やチラシを用いて広く周
知を行った。

庁内各課や関係機関との連
携を強化し、重層的支援事業
等と連携しながら、相談者が
生活保護や生活困窮者支援
についてより一層相談しや
すい環境作りに取り組む。

生活支援課

166 103

被害者が被害を受けた後、安心
した暮らしを確立するために、経
済的な自立に向けた職業訓練や
就労支援をはじめ、住宅確保に
向けた支援、子育て支援など各
分野において切れ目のない支援
を図ります。

DV対策庁内連携会議において、
必要な支援を協議のうえ実施す
る。

被害者との面談時に困っている
ことなどを聞き取り、必要に応じ
てDV対策庁内連携会議にて協
議のうえ実施する。

支援(連
携)件数

35件 32件 42件 32件
A:100%達
成できている

特になし

庁内関係部署及び関係機関
等と連携を密にし、情報共有
や会議などを通じて円滑な
つながりを構築し、被害者へ
の支援を継続して実施する。

男女共同参
画推進課

30



実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

167 104

ストーカー行為・セクシュアル・ハ
ラスメントなど配偶者等、異性間
の暴力防止に向けた啓発活動の
推進に努めます。

性暴力被害者の相談窓口の情報
提供を行う。

①市報掲載
②市ホームページ掲載(更新)
③情報誌サンクス発行

各実施件
数

①1件
②2件
③1件

①1件
②1件
③1件

①1件
②3件
③1件

①1件
②1件
③1件

A:100%達
成できている

特になし

関係課と連携しながら性暴
力被害者の早期発見と性暴
力抑止ができるよう、周知啓
発を継続して実施する。

男女共同参
画推進課

168 105
企業や団体へのハラスメントな
どの防止対策や相談体制づくり
への働きかけに努めます。

ハラスメントに対する防止策や
相談会があることに対する周知
と、労働相談会が福岡県で実施
されていることの周知。

今年度もハラスメント等の相談・
解決を目的とした県主催の「職
場のハラスメント集中相談会」や
平日に相談が困難な方に対する
「日曜労働相談会」において共催
を行うとともに市報やＨＰ等にお
いて掲載することで、防止対策
の推進に努めた。無料労働相談
のチラシ配架、ポスター掲示を実
施した。

周知（市
報・HP
含む
SNS・チ
ラシの配
架）

市報、
HP
（SNS）
及びﾁﾗｼ
配架

市報、
HP
（SNS）
及びﾁﾗｼ
配架

市報、
HP及び
ﾁﾗｼ配架

市報、
HP及び
ﾁﾗｼ配架

A:100%達
成できている

特になし

今年度もハラスメント等の相
談・解決を目的とした県主催
の「職場のハラスメント集中
相談会」や平日に相談が困難
な方に対する「日曜労働相談
会」において共催を行うとと
もに市報やＨＰ等において掲
載することで、防止対策の推
進に努めた。無料労働相談
のチラシ配架、ポスター掲示
を実施する。

商工観光課
※市独自の
取組はな
く、国、県の
事業等の周
知のみ

169 106

市職員へのハラスメントなどの
防止対策や相談体制の充実及び
意識啓発と研修会への参加促進
に努めます。

市職員へのハラスメントなどの
防止対策や相談体制の充実及び
意識啓発の実施

ガイドラインや要綱を周知すると
ともに、相談体制の周知を行っ
た。また、啓発の一環として職員
を対象とした研修を実施した。

①ガイド
ライン要
綱の周知
②相談体
制の周知
③研修実
施

①1回
②1回
③1回

①1回
②1回
③0回

①2回
②2回
③1回

①2回
②2回
③1回

A:100%達
成できている

カスタマーハラスメントを含
む不当要求行為等に対する
飯塚市不当要求行為等対策
条例を施行し、対応マニュア
ルを作成し運用を開始した。

カスタマーハラスメントを含
む不当要求行為等に対する
対応マニュアルの周知及び
運用を実施する。

人事課

170 107
性暴力防止及び性暴力被害者の
相談機関の広報・啓発を行いま
す。

性暴力被害者の相談窓口の情報
提供を行う。

①市報掲載
②市ホームページ掲載(更新)
③情報誌サンクス発行

実施件数
①1件
②2件
③1件

①1件
②1件
③1件

①1件
②3件
③1件

①1件
②1件
③1件

A:100%達
成できている

特になし

関係課と連携しながら性暴
力被害者の早期発見と性暴
力抑止ができるよう、周知啓
発を継続して実施する。

男女共同参
画推進課

171 108

発達段階に応じた「生命（いの
ち）を大切にする」「性暴力の加
害者にならない」「被害者になら
ない」「傍観者にならない」ため
の教育を行います。

各校において、自他の生命の大
切さ・尊さや性暴力の加害者・被
害者・傍観者にならないよう、道
徳や保健・体育等の授業の中で
計画的に指導する。

男女共同参画の視点に立って、
道徳科や保健・体育等の授業に
おける学習指導を実施・充実す
る。

授業実施
校数

29校 29校 29校 29校
A:100%達
成できている

特になし

男女共同参画の視点に立っ
て、道徳科や保健・体育等の
授業における学習指導を実
施・充実する。

学校教育課

172 109

ひとり親家庭の多様な問題に対
応するため、家庭児童相談員や
母子父子自立支援員による相談
事業の充実を図るとともに、各
種助成制度や自立支援メニュー
等の情報提供を行います。

家庭児童相談員や母子父子自立
支援員を配置し、各種助成制度
や自立支援メニュー等の情報提
供を行う。

母子父子の相談を受け、各種助
成制度や自立支援メニュー等の
情報提供や申請受付等を行っ
た。

相談件数 491件 758件 455件 422件
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

引き続き、ひとり親家庭の多
様な問題に対応するため、家
庭児童相談員や母子父子自
立支援員による相談事業を
実施する。

こども家庭
課

令和7年
度は進捗
管理入力

173 110

児童扶養手当の支給や、ひとり
親家庭等医療費支給事業、児童
クラブ利用料の減免により、ひと
り親家庭の経済的自立を支援し
ます。

母子・父子世帯等の生活の安定
を図り、自立を促進するために
手当を支給する。

父母の離婚・死亡などによって、
父(母)
と生計を同じくしていない児童
について、母子・父子世帯等の生
活の安定を図り、自立を促進す
るために手当の支給を行った。

A:100%達
成できている

特になし

引き続き、母子・父子世帯等
の生活の安定を図り、自立を
促進するために手当を支給
する。

こども若者
支援課

令和7年
度は進捗
管理入力
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
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③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

174 110

児童扶養手当の支給や、ひとり
親家庭等医療費支給事業、児童
クラブ利用料の減免により、ひと
り親家庭の経済的自立を支援し
ます。

ひとり親家庭等医療費支給事業
の周知、促進

ひとり親家庭等医療費支給制度
について、市ホームページや子育
てガイドブック等で周知してい
る。
また、新規の相談、更新手続き等
児童扶養手当（こども家庭課）と
連携して行っている。

広報誌等
掲載回数

3回 3回 3回 3回
A:100%達
成できている

特になし R7年度と同様 医療保険課
令和7年
度は進捗
管理入力

175 110

児童扶養手当の支給や、ひとり
親家庭等医療費支給事業、児童
クラブ利用料の減免により、ひと
り親家庭の経済的自立を支援し
ます。

ひとり親家庭に対し、児童クラブ
利用料の半額減免を実施する。

児童クラブ入所申請時、ひとり
親家庭に該当する場合は半額減
免を案内する。

減免申請
件数（ひ
とり親家
庭）

367 373 389 370
A:100%達
成できている

児童クラブ各種手続きにつ
いて電子申請を導入し、ひと
り親減免申請も可能とした。

児童クラブ入所申請時、今後
減免対象となった場合は、利
用料の減免申請が必要であ
り、申請した翌月から減免と
なる旨の案内を徹底。

学校教育課
令和7年
度は進捗
管理入力

176 111

生活上の問題で児童の養育が十
分でない時に母子家庭が安心し
て生活できるように母子生活支
援施設へ入所させ、自立促進の
ための生活支援を実施します。

保護者から申し込みがあったと
きは、その保護者及び児童を母
子生活支援施設において保護す
る。

保護者及び児童を母子生活支援
施設において保護し、母子自立
支援員等が自立促進のため生活
全般において助言指導を行い、
母子が自立して安全に生活でき
るよう努めた。

母子生活
支援施設
に措置し
た世帯

2世帯 2世帯 2世帯 1世帯
A:100%達
成できている

特になし
引き続き、相談を受け付け、
保護者及び児童を母子生活
支援施設において保護する。

こども家庭
課

令和7年
度は進捗
管理入力

177 112
住宅に困窮する母子家庭に対し
市営住宅入居の支援を行いま
す。

ひとり親家庭向けの入居可能な
住宅の確保

ひとり親向け住宅と一般住宅の
両方への同時申込を認め、住宅
を確保しやすいように努めてい
る。

①ひとり
親向け住
宅の入居
/募集

②ひとり
親の一般
住宅入居
件数

①1/3
②10件

①0/2
②14件

①1/2
②16件

①1/2
②14件

A:100%達
成できている

特になし
住宅に困窮するひとり親家
庭に対し市営住宅入居の支
援を行います。

住宅課
令和7年
度は進捗
管理入力

178 113

ひとり親家庭に対し、一時的に
家事や育児を行うことが難しく
なった場合に、支援員が日常生
活支援を行います。

母子家庭、父子家庭及び寡婦
が、一時的に生活援助が必要な
場合又は日常生活を営むに支障
が生じている場合に、家庭生活
支援員を派遣する。

母子家庭、父子家庭及び寡婦
が、一時的に生活援助が必要な
場合又は日常生活を営むに支障
が生じている場合に、家庭生活
支援員を派遣した。

①利用者
数

②利用時
間数

①11件

②251
時間

①15件

②316
時間

①13件

②478
時間

①16件

②632
時間

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

引き続き、広報活動（事業案
内チラシ配布・HP等）やひと
り親家庭から相談があった
際に事業の紹介を行う。

こども家庭
課

令和7年
度は進捗
管理入力

179 114

母子家庭の母、または父子家庭
の父が、就労に有利な特定の資
格を取得するため養成機関で修
業する場合や就労を目的とした
教育訓練講座を受講する場合
に、給付金を支給し就業を支援
します。

母子家庭の母及び父子家庭の父
を対象に職業能力開発のための
講座を受講したときや就業に結
びつきやすい資格を取得するた
め、養成機関の受講期間中に給
付金を支給する。

資格を取得するための養成機関
の受講期間について高等職業訓
練促進給付金を支給した。

申請件数 32件 29件 24件 30件
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

引き続き、母子・父子家庭の
親から就職や資格取得に関
する相談があった場合は、積
極的に事業の活用を促して
いく。

こども家庭
課

令和7年
度は進捗
管理入力
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7
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180 115

経済的な理由により、小・中学校
に通う子どもの就学援助を希望
する保護者に対し、学用品や給
食などの経費の一部援助を行い
ます

飯塚市内に住所を有し、飯塚市、
国若しくは都道府県が設置する
小中学校に在籍する児童生徒の
うち、経済的理由によって学用
品費等の支払いが困難な児童生
徒の保護者に対し、必要な援助
を行い、義務教育の円滑な実施
を図る。

経済的に就学が困難な児童生徒
及びその保護者の不安を解消
し、児童生徒が円滑に義務教育
を受けられるようにする。

最終実人
数

2,633
人

2,667
人

3,031
人

2,949
人

A:100%達
成できている

特になし

経済的な理由により、小・中
学校に通う子どもの就学援
助を希望する保護者に対し、
学用品や給食などの経費の
一部援助を行います

教育総務課
令和7年
度は進捗
管理入力

181 116

生活上の様々な困難を解消すべ
く、行政や民間団体が連携し、福
祉等の諸施策について情報の提
供や総合的な支援を行います。

庁内関係課や関係各機関と連携
し困難な問題を抱える人への支
援を行う。

①DV被害者支援の管内市町業
務連携会議への出席
②飯塚市DV対策庁内連携会議
の開催

①法律相談
②一般相談
③就業支援相談
④職場の悩み相談
⑤職員研修受講

実施回数

各相談実
施回数
（①～④
相談件
数、⑤受
講者数）

①1回
②2回

①22回
②46回
③12回
④11回
⑤5回(3
名)

①1回
②1回

①59回
②36回
③12回
④12回
⑤3回(2
名)

①1回
②1回

①24回
（54件）
②47回
（45件）
③12回
（0件）
④12回
（0件）
⑤2回
（2名）

①1回
②1回

①24回
(72件)
②47回
(45件)
③12回
　(0件)
④12回
　(0件)
⑤2回
　(2名)

A:100%達
成できている

令和8年4月から施行される
共同親権について、サンクス
相談の相談員の研修をはじ
め、DV対策庁内連携会議に
おいて情報提供を行うとと
もに、特に子どもの支援に関
係する職員に対し情報共有
を行った。

今後も継続して相談員や関
係職員との会議や情報共有
を行い、相談支援を実施す
る。

男女共同参
画推進課

令和7年
度は進捗
管理入力

182 117

障がいのある児童を持つ親の悩
みを受け止めるため、心理、教育
等各分野における指導、助言を
行うための相談事業を行いま
す。

スクールカウンセラーによる教
育相談及び児童の発達に関する
巡回相談・支援事業により、発達
に関する保護者の悩みに応じ、
児童の困り感の解消・改善に努
めています。また、就学相談会の
実施により、支援が必要な子ど
もたちの困り感や支援の方法を
小学校に引継ぎ、安心した学校
生活に繋げています。

・スクールカウンセラーによる教
育相談の実施
・児童の発達に関する巡回相談・
支援事業の実施
・就学相談の学校への確実な引
継ぎ

就学指導
委員会の
答申結果
と保護者
の就学先
の選択結
果の一致
率

98.3% 99.3% 100% 98.9%
B:80%程度
達成できてい
る

特になし

スクールカウンセラーによる
教育相談、児童の発達に関
する巡回相談・支援事業、就
学相談会などの充実と円滑
な実施

学校教育課
令和7年
度は進捗
管理入力

183 118

高い専門性が必要な場合や、複
雑困難な事案などについても、
ワンストップによる窓口対応を
含めた、障がい者の相談支援体
制の充実を図ります。

地域の相談支援の拠点として、
「障がい者基幹相談支援セン
ター」において、総合的な相談支
援業務及び関係機関とのネット
ワーク構築を行う。また、基幹相
談支援センターの運営について
事務局会議、相談支援部会を開
催し協議を行う。

地域の相談支援の拠点として、
「障がい者基幹相談支援セン
ター」において、総合的な相談支
援業務及び関係機関とのネット
ワーク構築を行った。また、基幹
相談支援センターの運営につい
て月１回運営事務局会議、年６回
相談支援部会を開催し協議を
行った。

支援件数
16,621
件

16,805
件

17,504
件

16,481
件

A:100%達
成できている

特になし

「障がい者基幹相談支援セン
ター」の周知により、相談件
数及び支援件数は増加傾向
にある。引き続き、関係機関
とのネットワークを強化し、
相談支援体制の充実を図っ
ていく。

社会・障が
い者福祉課

令和7年
度は進捗
管理入力

184 119
利用者に優しいバリアフリー、ユ
ニバーサルデザインの視点に
立った整備・改善を促進します。

福祉サービスを通して、障がい
や特性を考慮した利用者に優し
い環境の整備を進めていく。

福祉サービスの助成制度による
支援をおこない促進を図った。

支援件数 2件 2件 1件 3件
B:80%程度
達成できてい
る

特になし
福祉サービスの助成制度に
よる支援をおこない、利用者
への周知を強化していく。

社会・障が
い者福祉課

令和7年
度は進捗
管理入力
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185 120

高齢者や障がい者に必要な市営
住宅の入居の支援を行い、入居
者のニーズに応じ、住宅の模様
替え申請を認めます。

高齢者向け及び障がい者向けの
入居可能な住宅の確保

高齢者向け又は障がい者向けと
一般住宅の両方への同時申込を
認め、住宅を確保しやすいように
努めている。

①老人向
け住宅の
入居/募
集
②高齢者
の一般住
宅入居件
数
③障がい
者向け住
宅の入居
/募集
④障がい
者の一般
住宅入居
件数

①5/6
②29件
③0/1
④2件

①0/2
②19件
③1/2
④5件

①1/2
②17件
③1/1
④2件

①1/1
②27件
③0/1
④4件

A:100%達
成できている

模様替え申請の簡略化を
図った

高齢者や障がい者に必要な
市営住宅の入居の支援を行
い、入居者のニーズに応じ、
住宅の模様替え申請を認め
ます。
（前年同様）

住宅課
令和7年
度は進捗
管理入力

186 121

ひとり暮らしの高齢者が孤立せ
ず、安心して生活できるよう、地
域における見守り活動を推進し
ます。

本市の将来を担う若い世代に認
知症に対する正しい知識と理解
をもってもらい、地域において認
知症に関する理解の普及を促進
し、学校教育課及び高齢者支援
課との協働により、認知症教本
10,000冊を市民の方への幅広
い周知を目的とし、活用を図る。

認知症サポーター養成講座受講
した小中学生に対し、認知症教
本を配布する。

市内小・
中学校
（31校）
のうち実
際の授業
実施校数

21 24 24 25
A:100%達
成できている

令和7年12月開催の校長会
において、認知症サポーター
養成講座の開催と併せ、認
知症教本の積極的な授業活
用を依頼した。

校長会において、認知症サ
ポーター養成講座の開催と
併せ、認知症教本の積極的
な授業活用を依頼する。

高齢者支援
課

令和7年
度は進捗
管理入力

187 122

障がいがあることや外国人であ
ること、部落差別問題などに加
え、女性であることでさらに複合
的に困難な状況に置かれないよ
う、それぞれが抱える課題につ
いて理解の促進を図り、人権侵
害の防止に努めるとともに、相
談支援など権利擁護の取組を行
います。

相談事業の広報を行い、庁内・庁
外の情報・意識共有を図る。

①DV被害者支援の管内市町業
務連携会議への出席
②飯塚市DV対策庁内連携会議
の開催

①法律相談
②一般相談
③就業支援相談
④職場の悩み相談
⑤職員研修受講

実施回数

各相談実
施回数
（①～④
相談件
数、⑤受
講者数）

①1回
②2回

①22回
②46回
③12回
④11回
⑤5回(3
名)

①1回
②1回

①59回
②36回
③12回
④12回
⑤3回(2
名)

①1回
②1回

①24回
（54件）
②47回
（45件）
③12回
（0件）
④12回
（0件）
⑤2回
（2名）

①1回
②1回

①24回
(72件)
②47回
(45件)
③12回
　(0件)
④12回
　(0件)
⑤2回
　(2名)

A:100%達
成できている

特になし

関係課と連携しながら性暴
力被害者の早期発見と性暴
力抑止ができるよう、周知啓
発を継続して実施する。

男女共同参
画推進課

188 122

障がいがあることや外国人であ
ること、部落差別問題などに加
え、女性であることでさらに複合
的に困難な状況に置かれないよ
う、それぞれが抱える課題につ
いて理解の促進を図り、人権侵
害の防止に努めるとともに、相
談支援など権利擁護の取組を行
います。

広報紙面や啓発物品等を利用
し、幅広く相談事業の周知及び
実施を行います。

①市報掲載回数
②相談件数

各実施回
数・件数

①6回
②70件

①6回
②50件

①6回
②50件

①6回
②28件

B:80%程度
達成できてい
る

特になし

人権問題における相談事業
の周知を図り、さまざまな差
別についての人権問題の解
消を行う。

人権・同和
政策課

189 123

性的指向や性自認等に対する偏
見や差別の解消をめざし、その
理解促進に向けた啓発活動に取
り組みます。

市内各所で性的指向や性自認等
に関する情報提供をする。

男女共同参画推進センター、本
庁等の公共施設及び民間施設で
のパンフレット等の配架

実施箇所 23か所 23か所 23か所 21か所
A:100%達
成できている

特になし

今後も国、県、関係機関から
情報収集を行い、時勢に合
わせた情報提供を積極的に
行う。

男女共同参
画推進課
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実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理　　基本目標3　男女が共に支えあい、安全・安心で住みよいまちづくり

②R7年度の
進捗評価

③R7年度に新たに実施した
取組

④R8年度の取組 課名番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要

190 123

性的指向や性自認等に対する偏
見や差別の解消をめざし、その
理解促進に向けた啓発活動に取
り組みます。

性的指向や性自認等に対する偏
見や差別の解消を図るため啓発
パネル等を活用し理解促進に向
けた啓発活動に取り組みます。

①パネル掲示回数
②DVD貸出回数
③啓発冊子掲載回数

各実施回
数

①3回
②1回
③1回

①5回
②6回
③－

①1回
②2回
③－

①1回
②4回
③1回

A:100%達
成できている

特になし

パネル掲示やDVDの貸出に
ついては継続して行う。啓発
冊子への掲載については
R08年度は掲載予定はない
ため、他の啓発方法を検討
する。

人権・同和
政策課

191 124

性的指向や性自認等により悩み
を抱える児童・生徒に対する相
談体制等を充実させるととも
に、いかなる理由でもいじめや
差別を許さない人権教育を推進
します。

各校の人権教育担当者を対象と
した研修会を実施し、人権教育
の推進を図る。
各校で教育相談期間を設定す
る。

人権教育担当者研修会を8月を
除く毎月開催し、人権教育の指
導内容の充実を図った。相談体
制については、各校で教育相談
期間を設け、児童生徒が悩み等
を相談しやすい体制を整備して
いる。

実施回数 11回 11回 11回 11回
A:100%達
成できている

特になし

各校の人権教育担当者を中
心にした校内研修を実施し、
児童生徒への教育相談体制
の充実を図る。

学校教育課
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資料1-2

1
「男は仕事、女は家庭」という考え方（固
定的な性別役割分担意識）について「そ
う思わない」市民の割合

65.4% - - - 72.5% 75.0%

各種講座や市主催イベ
ント等で家事・育児シェ
アシートを配布し、家
事、育児は家族間で協
力して行うよう啓発し
た

引き続き各種講座や
市主催イベント等で家
事・育児シェアシートを
配布するとともに、
シート活用促進のチラ
シを配布し、家族間で
の育児・家事協力の啓
発を強化する。

男女共同参画推進課

2
男女共同参画に関心が「ある」市民の
割合

53.0% - - - 52.6% 65.0%

男女共同参画への理解
を深めるため出前講座
を実施した。また、男女
共同参画をテーマにし
たパネル・ポスターを交
流センター等に配架し、
市民への啓発を行っ
た。

出前講座、主催講座、
共催講座で男女共同
参画への意識を高め
ていく。

男女共同参画推進課

3
「飯塚市男女共同参画プラン」につい
て、少なくとも見たり聞いたりしたこと
がある市民の割合

7.5% - - - 16.5% 50.0%

出前講座等でプランの
PRを行った。
また、第2次飯塚市男女
共同参画後期プランの進
捗状況についてHPで公
開し、取組の内容等につ
いての質疑等についても
男女共同参画推進委員会
の会議録及び資料として
公開した。飯塚市男女共
同参画推進委員会から
は、令和7年度提言書を
市長へ提出し更なる取組
の強化を提言した。

引き続き出前講座や
各種講座でプランの
PRを行っていく。

男女共同参画推進課

4
学校教育の場で男女の地位が「平等に
なっている」と思う市民の割合

48.8% - - - 44.5% 70.0%

飯塚市が作成・配布して
いる「男女共同参画の視
点からのガイドライン」及
び「共に生きる」を活用し
た研修会を各学校おいて
実施し、男女共同参画教
育を推進する教職員の理
解を図ると共に、性別に
よる固定的な役割分担意
識の解消を図る児童生徒
を対象にした学習内容・
方法についても校内研修
などを実施した。

飯塚市が「男女共同参画の
視点からのガイドライン」及
び「共に生きる」を活用した
校内研修等の充実を図り、
教職員の理解と児童生徒
のより一層の理解を図る。
また、学校から発信する情
報について、男女の多様な
イメージが社会に浸透して
いくような表現を行い、男
女共同参画意識を高めて
いく。

学校教育課
（男女共同参画推進課

にて調査）

5
男女共同参画推進センター「サンクス」
を知っている市民の割合

13.7% - - - 24.2% 50.0%

出前講座等でサンクスのPR
を行った。また「サンクス
フォーラム」をサンクスに近
隣するコスモスコモンで開催
したり、相談事業にも「サンク
ス相談」というように名称に
用いるなど、サンクスの名前
が市民に浸透するよう努め
た。
※R7調査ではR2調査の
「知っている」「知らない」に
加え「見たり聞いたりしたこ
とがある」を回答項目として
追加しているため、今回の
「知っている市民の割合」に
は「知っている」「見たり聞い
たりしたことがある」を含め
ている。

引き続き出前講座や
各種講座でサンクスの
PRを行っていくとと
もに、サンクスの愛称
を事業名等に用いて
いくことで知名度の向
上を図る。

男女共同参画推進課

6

男女共同参画推進センター「サンクス」
で実施されている男女共同参画を推進
するための各種講座に参加したことが
ある市民の割合

3.4% - - - 6.2% 12.0%

市報、SNS、HPを活用し
広報を行った。
※R7調査では「サンクス」
を知っている市民のなか
で受講経験を尋ねている
ため、進捗管理において、
「サンクスを知っている市
民の割合(24.2%)」に
「サンクスを知っていてサ
ンクス講座を受講したこ
とがある割合(25.7%)」
を乗じ6.2%としている。

引き続き市報、SNS、
HPを活用し広報を行っ
ていく。また、男女共同
参画と他のテーマと絡め
た講座（男性の家事スキ
ル向上講座等）などを実
施し講座受講への心理
的ハードルを下げ、より
幅広い層に男女共同参
画について興味を持っ
てもらえるよう工夫して
講座を企画していく。

男女共同参画推進課

7
市の目標審議会等の女性委員の割合
（うち地方自治法202条の3に基づく
審議会等）

33.6%
36.1%
(35.0%）

36.5%
(35.6%）

38.0％
（37.8％）

38.3%
（38.7％）

40～
60%

登用率が40%未満と
なっている審議会の所
管課と、委員推薦依頼
の方法や女性人材バン
クの活用など女性委員
登用率向上策について
面談を行い協議した。

審議会委員等の改選
の際には、関係団体等
へ推薦依頼を行う前に
女性委員の登用率を
予測し、目標値に至ら
ない審議会等の担当
課との面談を実施し、
早い段階から向上策
について検討してい
く。

男女共同参画推進課

①R7年度
目標値
（R8年度）

②Ｒ7年度中に目標達
成のために
行った取組

③R8年度の取組

令和7年度第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗状況調査票【管理指標】兼第3次プラン管理指標確認票

№

（1）第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理

課名
管理指標

現状値
（R2年度）

R4年度 R5年度 R6年度

1



資料1-2

①R7年度
目標値
（R8年度）

②Ｒ7年度中に目標達
成のために
行った取組

③R8年度の取組

令和7年度第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗状況調査票【管理指標】兼第3次プラン管理指標確認票

№

（1）第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理

課名
管理指標

現状値
（R2年度）

R4年度 R5年度 R6年度

課長以上
9.3％

10.4% 10.3% 11.3% 15.2%
課長以上
20％

人事課

課長補佐
26.3%

31.7% 36.9% 37.9% 36.4%
課長補佐
30%

人事課

（係長
37.0%）

(33.5%) (32.5%) (32.7%) (30.7%)
（係長
40%）

人事課

9
まちづくり協議会の女性役員の割合が
20％未満の地区数

6か所 6か所 5か所 6か所 5か所 4か所

まちづくり協議会代表
者連絡会議や各地区役
員会等の場において、
男女共同参画に関する
意識向上につながる研
修や講座について情報
提供を行い、各地区に
対して積極的に研修を
実施するよう呼びかけ
た。

まちづくり協議会代表者
連絡会議や各地区役員
会等の場において、地域
活動における女性参画
の重要性について周知
を行うとともに、市が実
施する男女共同参画に
関する啓発事業や研修
等について情報提供を
行い、男女共同参画推進
に関心を持ってもらえる
よう働きかけを行ってい
く。

まちづくり推進課

10 女性人材バンクへの登録者数 23人 39人 41人 46人 53人 50人

女性人材バンクの登録申
請について、従来の紙に
よる申請用紙の提出のほ
かに電子申請ができるよ
う整備した。それに伴いチ
ラシに2次元コードを掲載
するほか、HPからもリン
クできるようにし、申請者
の利便性の向上を図っ
た。また、市報掲載や各事
業開催時にチラシを配布
し周知を行った。

女性人材バンクの登録
者を増やせるよう市
報、HPを活用するほ
か、各事業開催時にチ
ラシを配布し周知を行
う。また、新たなチラシ
の配架場所を検討し周
知の幅を広げ、多様な
人材の登録に繋がる
よう周知していく。

男女共同参画推進課

11
職場での「昇格・昇進」について、男性
の方が優遇されていると思う市民の割
合

31.0% - - - 24.1% 20%

昨年度に続き、福岡県共催事業
として「福岡キャリア・カフェ」in
筑豊を市役所2階カフェにて2
回開催し、様々なキャリアの
ロールモデルを招き、参加者と
の交流をとおして女性活躍推進
の意識づくりを推進した。女性
消防団や女性自衛官等の意見
交換会などを実施し、交流を通
じてそれぞれの活動についての
やりがいや悩みなどを共有し活
動に対し更なるモチベーション
向上に寄与することができた。
また、市民向けイクボス研修会
を開催しワーク・ライフ・バラン
スについて啓発を行った。

事業内容を参加者目
線で検討し、福岡県と
連携する等、効果的に
女性活躍推進事業を
実施していく。

男女共同参画推進課

12
新規就農者における女性の割合→Ｒ8
年度目標値では、「新規就農者におけ
る累積女性就農者数」に変更

2人 3人 4人 4人 4人 7人

将来的な認定農業者育
成の視点で、女性認定
農業者育成事業の周知
を実施

今後も継続して、将来
的な認定農業者育成
の視点で、女性認定農
業者育成事業の周知
を実施

農林振興課

13
市職員の男性の育児休業取得率
（特定事業主行動計画に基づく目標）

9.5% 10.0% 43.5% 53.3% 76.2% 13%

男性職員の育児休業取
得促進のマネジメントフ
ローを活用するととも
に、監督職向けの研修
を実施した。

男性職員の育児休業
取得促進のマネジメン
トフローを活用すると
ともに、一般職向けの
研修を実施する。

人事課

14
市職員の男性の育児参加の為の休暇
の取得率
（特定事業主行動計画に基づく目標）

33.3% 30.0% 69.6% 66.7% 57.1% 50%

男性職員の育児休業取
得促進のマネジメントフ
ローを活用するととも
に、監督職向けの研修
を実施した。

男性職員の育児休業
取得促進のマネジメン
トフローを活用すると
ともに、一般職向けの
研修を実施する。

人事課

15
子育てしやすいまちと評価する人の割
合

小学生：
47.4%
就学前児
童：

39.8%

- 34% - - 50% 特になし
こども計画に基づく子
育て支援施策の推進

こども家庭課

こども若者支援課

16 病児保育年間延べ利用者数 38人 39人 111人 164人 140人 156人

窓口や電話対応、ガイド
ブックやホームページ等
による周知活動を行っ
た。

窓口や電話対応、ガイ
ドブックやホームペー
ジ等による周知活動を
行う。

保育課

17 一時預かり年間利用者数 2,426人 1,559人 1,961人 2,309人 1,565人 6,000人

窓口や電話対応、ガイド
ブックやホームページ等
による周知活動を行っ
た。

窓口や電話対応、ガイ
ドブックやホームペー
ジ等による周知活動を
行う。

保育課

8
市職員の女性の管理職の地位に占め
る割合
（特定事業主行動計画に基づく目標）

キャリアデザイン研修を
開催し、キャリア形成へ
の意識付けを行った。

キャリアデザイン研修
を開催し、キャリア形
成への意識付けを行
う。

2



資料1-2

①R7年度
目標値
（R8年度）

②Ｒ7年度中に目標達
成のために
行った取組

③R8年度の取組

令和7年度第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗状況調査票【管理指標】兼第3次プラン管理指標確認票

№

（1）第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理

課名
管理指標

現状値
（R2年度）

R4年度 R5年度 R6年度

18 乳幼児全戸訪問年間訪問割合 91.7% 97.6% 99.0% 100.0%

92%（現
時点）
※7月頃
確定予定

100%

育児に関する悩みや不
安を聞き、子育て支援
に関する情報提供等を
行うとともに、親子の心
身の状況や養育環境等
の把握や助言を行い、
支援が必要な家庭に対
しては適切なサービス
提供につなげた。

引続き、家庭訪問を行
い育児に関する相談
や情報提供を行い支
援していく。

こども家庭課

19

地域において認知症に対する正しい理
解を促進し、認知症の方を支える地域
づくりの一端を担う認知症サポーター
の養成数

11,510
人

12,309
人

13,503
人

14,115
人

14,775
人

16,510
人

令和7年度は計27回の
認知症サポーター養成
講座を開催し、総660
名が受講しました。地域
住民を対象とした脳元
気教室や自治会での講
座に加え、小・中学校、
短期大学といった教育
機関、さらには薬剤師
会などの専門職団体
等、幅広い層への啓発
が進みました。

養成講座の開催回数
を拡充するとともに、
受講後のサポーターが
円滑に活動へ移行で
きるよう、活動場所（オ
レンジカフェ等）の整
備に係る助成金制度
の見直しを実施し、周
知啓発に取り組みま
す。

高齢者支援課

20

家庭における役割分担
「育児、子どものしつけ」について、「ほ
とんど女性」「どちらかと言えば女性」
と回答した市民の割合

60.7% - - - 44.5% 30%

各種講座や市主催イベ
ント等で家事・育児シェ
アシートを配布し、家
事、育児は家族間で協
力して行うよう啓発し
た。介護についてはチラ
シなど周知媒

引き続き各種講座や
市主催イベント等で家
事・育児シェアシートを
配布するとともに、
シート活用促進のチラ
シを配布し、家族間で
の育児・家事協力の啓
発を強化する。

男女共同参画推進課

21

家庭における役割分担
「病人・高齢者の世話（介護）」について
「ほとんど女性」「どちらかと言えば女
性」と回答した市民の割合

56.7% - - - 39.3% 30%

各種講座や市主催イベ
ント等で家事・育児シェ
アシートを配布し、家
事、育児は家族間とで
協力して行うよう啓発
した。また、介護に関す
るチラシなど周知媒体
の作成について、介護
保険担当部署と協議し
た。

介護分野についても
出前講座等での啓発
を行っていく。また啓
発となる周知媒体（チ
ラシ）などの作成を検
討する。

男女共同参画推進課

22
地域活動の場で、男女の地位が「平等
になっている」と思う市民の割合

27.6% - - - 27.2% 50%
男女共同参画への理解
を深めるため出前講座
を実施した。

引き続き、地域に向け
て出前講座を実施す
ることで、男女共同参
画への理解を浸透さ
せる。

男女共同参画推進課

23
直近1年間に何か地域活動に参加した
ことがある市民の割合

49.3% - - - 49.8% 60%

まちづくり協議会や自治会
等が実施する地域活動につ
いて、交流センターだよりや
まちづくり協議会広報紙を
通じて周知を行い、市民が地
域活動の内容を知り、参加し
やすい環境づくりに努めた。
また、地域活動の情報発信
力向上を図るため、情報管
理課と連携し、地域団体事務
局を対象としたSNS研修を
実施し、Instagram等を活
用した情報発信の取組促進
を図った。

令和8年度についても、ま
ちづくり協議会や自治会等
が実施する地域活動につい
て、交流センターだよりや
まちづくり協議会広報紙等
を活用した情報発信を継続
し、市民が地域活動へ参加
しやすい環境づくりに努め
る。また、地域団体の情報
発信力向上を図るため、
Instagram等のSNSを活
用した情報発信に関する研
修を継続して実施し、市民
の地域活動への関心向上
と参加促進につなげてい
く。

まちづくり推進課
（男女共同参画推進課

にて調査）

24 女性消防団員数 31人 28人 26人 25人 28人 38人

各種イベントやSNS等
を活用し女性消防団員
の加入促進を図った。
また、女性消防操法大
会に出場し、女性消防
団の認知度アップを
図った。

各種イベントに積極的
に参加し、女性消防団
員の加入促進を図る。
全国ラジオにて女性消
防団の活動を周知し、
認知度アップを図る。

防災安全課

25
国民健康保険加入者における特定健診
受診率

36.9% 38.9% 43.0% 42.5%
39.4%
(R8.3.3
1現在)

60%

・医師会、医療機関への受診
勧奨、および各種広報活動
・委託業者による未受診者へ
のハガキの送付、および架電
による受診勧奨
・市内交流センター等へのポ
スター掲示
・企業訪問・窓口・電話での
健診結果提供依頼
・連合会事業（医療情報収集
事業・特定ドック事業等）の
活用

・医師会、医療機関への受
診勧奨、および各種広報活
動
・委託業者による未受診者
へのハガキの送付、および
架電による受診勧奨
・市内交流センター等への
ポスター掲示
・訪問による受診勧奨。
・企業訪問・窓口・電話での
健診結果提供依頼
・連合会事業（医療情報収
集事業・特定ドック事業等）
の活用

健幸保健課

3



資料1-2

①R7年度
目標値
（R8年度）

②Ｒ7年度中に目標達
成のために
行った取組

③R8年度の取組

令和7年度第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗状況調査票【管理指標】兼第3次プラン管理指標確認票

№

（1）第2次飯塚市男女共同参画後期プラン進捗管理

課名
管理指標

現状値
（R2年度）

R4年度 R5年度 R6年度

26
「交友関係や電話やメールを細かく監
視」することが「DVだと思う」市民の割
合

男性：
66.5％
女性：
70.1％

- - -

男性：
69.0％
女性：
76.4％

男性
80%
女性
80%

「女性に対する暴力をな
くす運動」期間に合わ
せ、市報、市公式HPに
情報を掲載し、女性に
対する暴力の根絶を啓
発した。
また、デートDVについ
て「二十歳を祝う会」の
パンフレットへの記事掲
載や市立中学校生徒を
対象に冊子を配布し
た。

引き続き、「女性に対
する暴力をなくす運
動」期間や「二十歳を
祝う会」を通じて啓発
を行っていく。

男女共同参画推進課

27
「蹴られたり、殴られたり、物を投げつ
けられたりした」ことがあった市民の割
合

男性：
4.2％
女性：
6.3％

- - -

男性：
3.3％
女性：
5.2％

男性　0%
女性　0%

「女性に対する暴力をな
くす運動」期間に合わ
せ、市報、市公式HPに
情報を掲載し、女性に
対する暴力の根絶を啓
発した。
また、デートDVについ
て「二十歳を祝う会」の
パンフレットへの記事掲
載や市立中学校生徒を
対象に冊子を配布し
た。

引き続き、「女性に対
する暴力をなくす運
動」期間や「二十歳を
祝う会」を通じて啓発
を行っていく。

男女共同参画推進課

4



資料1-3

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン　令和7年度進捗管理について（総括表）

基本目標 重点目標 年度 取組実施数
A評価

（100％達成）

B評価

（80％達成）

C評価

（60％達成）

D評価

（50％程度しか達

成できていない）

E評価

（全く達成できて

いない）

評価対象外

Ｒ7 13 11 1 0 1 0 0

Ｒ6 13 10 1 0 1 0 1

Ｒ7 13 9 3 0 0 1 0

Ｒ6 13 9 3 0 1 0 0

Ｒ7 1 1 0 0 0 0 0

Ｒ6 1 1 0 0 0 0 0

Ｒ7 27 21 4 0 1 1 0

Ｒ6 27 20 4 0 2 0 1

Ｒ7 15 9 5 1 0 0 0

Ｒ6 15 6 8 1 0 0 0

Ｒ7 29 15 11 1 2 0 0

Ｒ6 29 16 11 0 2 0 0

Ｒ7 9 6 2 0 0 1 0

Ｒ6 9 3 5 0 0 1 0

Ｒ7 53 30 18 2 2 1 0

Ｒ6 53 25 24 1 2 1 0

Ｒ7 9 6 3 0 0 0 0

Ｒ6 9 6 3 0 0 0 0

Ｒ7 13 10 2 1 0 0 0

Ｒ6 13 10 3 0 0 0 0

Ｒ7 44 35 8 0 0 1 0

Ｒ6 44 36 8 0 0 0 0

Ｒ7 5 4 1 0 0 0 0

Ｒ6 5 3 2 0 0 0 0

Ｒ7 71 55 14 1 0 1 0

Ｒ6 71 55 16 0 0 0 0

Ｒ7 151 106 36 3 3 3 0

Ｒ6 151 100 44 1 4 1 1

小計

合計

基本目標３

（男女が共に支えあ

い、安全・安心で住み

よいまちづくり）

63～124

（1）家庭における男女

共同参画の促進

63～68

（2）地域社会への男女

共同参画の促進

69～82

（3）性の尊重とあらゆ

る暴力の根絶

83～108

（4）様々な困難を抱え

る人への支援

109～124

基本目標１

（あらゆる年代におけ

る男女共同参画への意

識づくり）

1～25

（1）意識改革及び社会

制度・慣行の見直しの

促進

1～10

（2）人権尊重・男女共

同参画の視点に立った

教育・学習の推進　11

～21

小計

基本目標２

（あらゆる分野におけ

る女性の活躍推進）

26～62

（1）社会における意思

決定過程への女性の参

画の促進

26～34

（2）働く場における女

性の活躍促進

35～49

（3）ワーク・ライフ・

バランスの推進

50～62

小計

（3）国際的視野に立っ

た男女共同参画の推進

22～25



資料1-3

令和7年度は進捗管理を入力した取組

基本目標 重点目標 年度 取組実施数
A評価

（100％達成）

B評価

（80％達成）

C評価

（60％達成）

D評価

（50％程度しか達

成できていない）

E評価

（全く達成できて

いない）

評価対象外

（1）意識改革及び社会

制度・慣行の見直しの

促進

1～10

Ｒ7 0 0 0 0 0 0 0

（2）人権尊重・男女共

同参画の視点に立った

教育・学習の推進　11

～21

Ｒ7 2 1 0 0 1 0 0

（3）国際的視野に立っ

た男女共同参画の推進

22～25

Ｒ7 3 3 0 0 0 0 0

小計 Ｒ7 5 4 0 0 1 0 0

（1）社会における意思

決定過程への女性の参

画の促進

26～34

Ｒ7 0 0 0 0 0 0 0

（2）働く場における女

性の活躍促進

35～49

Ｒ7 0 0 0 0 0 0 0

（3）ワーク・ライフ・

バランスの推進

50～62

Ｒ7 7 5 2 0 0 0 0

小計 Ｒ7 7 5 2 0 0 0 0

（1）家庭における男女

共同参画の促進

63～68

Ｒ7 1 1 0 0 0 0 0

（2）地域社会への男女

共同参画の促進

69～82

Ｒ7 7 5 2 0 0 0 0

（3）性の尊重とあらゆ

る暴力の根絶

83～108

Ｒ7 4 3 1 0 0 0 0

（4）様々な困難を抱え

る人への支援

109～124

Ｒ7 15 10 5 0 0 0 0

小計 Ｒ7 27 19 8 0 0 0 0

合計 Ｒ7 39 28 10 0 1 0 0

基本目標２

（あらゆる分野におけ

る女性の活躍推進）

26～62

基本目標３

（男女が共に支えあ

い、安全・安心で住み

よいまちづくり）

63～124

基本目標１

（あらゆる年代におけ

る男女共同参画への意

識づくり）

1～25



資料1-4

※返信用封筒にて、6月26日（金）までにご提出をお願いします。

委員氏名　　　

番号
取組№もしくは

管理指標№

記載例 33 26

1

2

3

4

5

 
 飯塚市 男女共同参画推進課メールアドレス

         danjyo@city.iizuka.lg.jp

意見あり、意見なしのどちらかに丸をつけてください。意見がある場合は下記にご記載ください。

飯塚市男女共同参画後期プラン令和7年度進捗管理　意見書

意見内容

○○の取組について、今後の展開をどのように予定しているのか

回答してほしい。

　意見あり　　　　　.　　　　　意見なし
令和7年度進捗管理

結果について



資料1-5

第2次飯塚市男女共同参画後期プラン令和7年度進捗管理　説明資料

令和7年度の取組に関する進捗状況について抽出

①市女性職員の管理職登用推進

番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7 ②R7年度の進捗評価
③R7年度に新たに
実施した取組

④R8年度の取組 課名

70 44

女性が活躍しやすい職場づく
りのモデルとなるよう、派遣
研修などを活用した人材育成
に取り組み、市女性職員の管
理職登用のための推進に努め
ます。

派遣研修を活用した女性リー
ダーの育成に取り組む。また、
女性職員の管理職登用につい
て配慮する。

全国市町村国際文化研修所に
おいて実施された「女性リー
ダーのためのマネジメント研
修」に女性職員（係長級）を1名
派遣し、女性管理職候補の育
成を図った。また、女性職員の
管理職登用について配慮し
た。

①研修派遣者数
②女性昇任者数（保育所
を除く）

①研修派遣者数1名
②女性昇任者数（保育所
を除く）課長級1名、課
長補佐級３名、係長級5
名

①研修派遣者数1名
②女性昇任者数（保育所
を除く）
部長級1名、部次長級1
名、課長級1名、課長補
佐級6名、係長級6名

①研修派遣者数1名
②女性昇任者数（保育所
を除く）
　部長級1名、課長級1
名、
　課長補佐級1名、係長
級4名

①研修派遣者数1名
②女性昇任者数（保育所
を除く）
　部長級1名、課長級3
名、
　課長補佐級3名、係長
級8名

B:80%程度達成できて
いる

これまでは、女性の管
理監督者向け研修に
職員を毎年1名派遣
させていたが、R7年
度においては、中堅
（主任級以下）職員が
今後リーダーになる
ことを見据えた研修
にも女性職員を派遣
した。（指標外の研
修。※JIAM:次世代
を担う若手職員育成
研修）

今年度も引き続き、派遣
研修を活用した女性リー
ダーの育成に取り組み、
女性職員の管理職登用に
ついて配慮する。

人事課

4年度 5年度 6年度 ①R7年度 目標値
②Ｒ7年度中に目標達成
のために行った取組

③R8年度の取組 課名 R8年度（速報値）

課長以上　　10.4% 10.3% 11.3% 15.2% 20.0% 17.9%

課長補佐　　31.7% 36.9% 37.9% 36.4% 30.0% 35.4%

係長　　　　(33.5%) (32.5%) (32.7%) 30.7% (40.0%) 31.7%

②市職員の男性育児休業取得率の向上

番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7 ②R7年度の進捗評価
③R7年度に新たに
実施した取組

④R8年度の取組 課名

81 54

育児・介護休業制度を利用す
る職員の代替要員の確保な
ど、市職員のワーク・ライフ・バ
ランスの向上を図るための環
境づくりを推進するとともに、
職員一人ひとりがワーク・ライ
フ・バランスの実践ができるよ
う努めます。

会計年度任用職員登録制度の
周知を図り、登録数を増やし、
代替職員の候補者確保に努
め、育児・介護休業制度の活用
の推進を図る。また、ワーク・
ライフ・バランスに係る各種理
解を深めるよう取り組む。

会計年度任用職員制度につい
て、ＨＰ、ＳＮＳ等を活用し、周
知を図る。また、ワーク・ライ
フ・バランスに係る各種理解を
深める小冊子を、掲示板に掲
示し周知を図った。

周知回数
①制度の周知
②冊子の周知

①1回
②1回

①1回
②1回

①1回
②1回

①1回
②1回

B:80%程度達成できて
いる

会計年度任用職員の
給料額の改定等及び
休暇等の制度変更に
伴い、しおり等の改訂
を実施した。

職員のワーク・ライフ・バ
ランスの向上を図るため
の環境づくりにおいて、
代替職員候補者の常時確
保を行い、会計年度任用
職員制度の整備・周知を
図る。

人事課

4年度 5年度 6年度 ①R7年度 目標値
②Ｒ7年度中に目標達成
のために行った取組

③R8年度の取組 課名

13 10.0% 43.5% 53.3% 76.2% 13%

男性職員の育児休業取
得促進のマネジメントフ
ローを活用するととも
に、管理職向けの研修を
実施した。

男性職員の育児休業取
得促進のマネジメントフ
ローを活用するととも
に、一般職向けの研修を
実施する。

人事課

14 30.0% 69.6% 66.7% 57.1% 50.0%

男性職員の育児休業取
得促進のマネジメントフ
ローを活用し、所属長及
び対象職員への制度周
知・取得促進を行った。

男性職員の育児休業取
得促進のマネジメントフ
ローを活用するととも
に、一般職向けの研修を
実施する。

人事課

人事課
キャリアデザイン研修を
開催し、キャリア形成へ
の意識付けを行う。

管理指標

市職員の男性の育児休業取得率

市職員の男性の育児参加の為の休暇の取得率

管理指標

市職員の女性の管理職の地位に占める割合8
キャリアデザイン研修を
開催し、キャリア形成へ
の意識付けを行った。

1



資料1-5

③審議会の女性委員登用率向上

番号 取組№ 取組内容 各課の取組の概要 実施項目 指標 R4 R5 R6 ①R7 ②R7年度の進捗評価
③R7年度に新たに
実施した取組

④R8年度の取組 課名

33 26

市の目標審議会等における委
員選定時の女性委員の割合は
原則40%以上60%以下を目
指し、女性委員のいない審議
会等が発生しないよう、「女性
人材バンク」の活用及び「飯塚
市審議会等の委員への女性登
用推進に関する要綱」に基づ
く女性委員の登用に努めま
す。

審議会の女性委員登用率が
40%から60%となるよう、
審議会所管課の職員とともに
女性委員を増やすために努力
をしていく。

審議会所管課職員と協議の
上、女性委員登用率向上策を
検討し助言する。

審議会委員の推薦依頼
前協議の実施

7回 ８回 6回 2回
A:100%達成できてい
る

女性委員登用率が
40％を下回る審議
会について、団体等
に推薦を依頼する前
に面談を実施し、女性
登用に繋がるよう協
議を行った。

女性委員登用率40％を
超えるような方策につい
て審議会所管課と協議を
行う。

男女共
同参画
推進課

4年度 5年度 6年度 ①R7年度 目標値
②Ｒ7年度中に目標達成
のために行った取組

③R8年度の取組 課名 R8年度（速報値）

7 36.1%
(35.0%）

36.5%
(35.6%）

38.0％
（37.8％）

38.3%
（38.7％）

40～60%

登用率が40%未満と
なっている審議会の所
管課と、委員推薦依頼
の方法や女性人材バン
クの活用など女性委員
登用率向上策について
面談を行い協議した。

審議会委員等の改選の
際には、関係団体等へ推
薦依頼を行う前に女性委
員の登用率を予測し、目
標値に至らない審議会等
の担当課との面談を実
施し、早い段階から向上
策について検討してい
く。

男女共同参画推進課 （39.3％）

管理指標

市の目標審議会等の女性委員の割合
（うち地方自治法202条の3に基づく審議会等）

2





第3次飯塚市男女共同参画プラン体系図（案） 資料2

①ジェンダー平等・男女共同参画意識の啓発

②ジェンダー平等・男女共同参画に関する調査研究
　　及び情報収集・提供

③国際的視野に立ったジェンダー平等・男女共同参画の推進

①学校・保育所等におけるジェンダー平等・男女共同
　　参画の推進と充実

②生涯学習におけるジェンダー平等・男女共同参画の
　　推進と充実

①固定的な性別役割分担見直しの促進

②男女協働による地域コミュニティづくり

①政策・方針決定過程への女性の参加促進

②事業所・地域活動団体などにおける女性の参画促進

③女性リーダーの人材育成等

①職場における男女の均等な機会と待遇の確保の促進

②希望に応じた多様な働き方の実現に向けた支援

③農業や自営業等における女性の就労環境の改善

①ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発

②仕事と家庭・地域活動などの両立支援

①DV防止のための啓発

②DV相談体制の充実と被害者への支援

③性暴力やハラスメント防止に向けた取組の推進

（２）生涯を通じた健康支援
①リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と
   権利）の尊重と生涯を通じた健康支援

①ひとり親家庭への支援

②多様な背景を持つ人が安心して暮らせる環境整備

③困難な状況に置かれている女性等への支援

（4）防災における
      男女共同参画の促進

①防災・減災・災害復興における男女共同参画の促進

１．計画推進体制の充実・強化

２．市民や事業者等と行政の協働

３．男女共同参画推進センター「サンクス」の機能充実

４．法的制度の整備・充実

５．国・県等との連携・協力体制の充実

6.特定事業主計画の推進

計画推進体制の充実

２
あらゆる分野に
おける女性の活躍

推進

（１）社会における意思決定過程
　　　　への女性の参画の促進

（2）働く場における女性の
      活躍促進

（３）ワーク・ライフ・バランスの
      推進

３
男女が共に

安心して健やかに
暮らせる
環境づくり

（１）ジェンダーに基づくあらゆる
     暴力の根絶と被害者への支援

（３）様々な困難を抱える
　　 人への支援

第３次飯塚市男女共同参画プラン　計画の体系（案） 第２次飯塚市男女共同参画後期プラン　計画の体系

１
ジェンダー平等・
男女共同参画への
意識づくり

（１）意識改革及び社会制度・
　   慣行の見直しの促進

（２）ジェンダー平等・男女共同
　　 参画の視点に立った
　　 教育・学習の推進

（３）家庭や地域における
　　 ジェンダー平等・男女共同
　　 参画の促進

追加

男
女
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
誰
も
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
き

活
躍
で
き
、
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

基本目標 重点目標 施策の基本的方向
基本

理念

赤枠＝主な変更点

赤字＝文言修正

オレンジ枠＝他施策に包含（第3次では統合）

紫枠＝新規追加

矢印＝再編先

緑字＝意見をもとに文言を修正した箇所

青字＝意見をいただいた箇所



第３次飯塚市男女共同参画プラン骨子(案)  

第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画策定の背景 

（１）世界の取り組み 

（２）国・県の取り組み 

（３）飯塚市のこれまでの取り組み 

３ 計画の位置づけ 

４ 計画の期間 

 

第２章 男女共同参画に関する飯塚市の現状と課題  

１ 人口に関する現況 

（１）総人口及び年齢３区分別人口の推移 

（２）家族類型別一般世帯数の推移 

２ 雇用・就労の現状 

（１）女性の年齢階級別労働力率の推移 

（２）雇用者の従業上の地位の状況 

（３）こどもがいる夫婦の共働き世帯の推移 

３ 市民意識調査からみた現状と課題 

（１）固定的性別役割分担意識について 

（２）男女の地位の平等感について 

（３）家庭内の役割分担について 

（４）女性が職業をもつことについて 

（５）地域の役職や公職に就くことについて 

（６）女性への暴力について 

４ 事業所調査からみた現状と課題 

（１）従業員の男女比（正規従業員・パートタイム労働者） 

（２）役職別にみた管理職の男女比 

（３）育児休業制度・介護休業制度の明示の有無 

（４）ワーク・ライフ・バランス推進の取組についての考え方 

（５）ハラスメントの問題についての取組状況 

（６）行政に望むこと 

 

 

 

資料3 



第３章 計画の基本的な考え方 

１ 飯塚市の目指す将来像(基本理念) 

２ 計画の基本目標 

３ 計画の体系 

４ 本計画と SDGs の関連性 

第４章 基本目標達成に向けた施策の展開 

基本目標Ⅰ ジェンダー平等・男女共同参画への意識づくり 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍推進 

基本目標Ⅲ 男女が共に安心して健やかに暮らせる環境づくり 

 

計画推進体制の充実 

管理指標一覧 

資料編 

１ 飯塚市男女共同参画推進条例 

２ 飯塚市男女共同参画推進条例施行規則 

３ 飯塚市男女共同参画推進センター条例 

４ 飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則  

５ 飯塚市男女共同参画推進本部設置規程 

６ 関係法 

（１）男女共同参画社会基本法 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律  

（３）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（４）困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

７ 用語の解説 

   ＊本文中（※）がついている言葉は、「用語の解説」で説明しています。 

８ 男女共同参画に関する国内外及び飯塚市の動き 

９ 飯塚市男女共同参画推進委員会委員名簿 

 



資料4

第3次飯塚市男女共同参画プラン骨子案についての委員意見

意見内容 事務局の回答

1

3章４には第2次の１（１）②で包含されたʻSDGs`の理解
促進について、前文やゴール5を含め、すべての目標、
ターゲットにおいて重要な項目であることや主流化につ
いて明記することは大切だと思います。

委員の意見のとおりと考える。計画の背景等の適切な項
目に記載したい。

2

第３章 計画の基本的な考え方「４ 本計画とSDGsの関
連性」について、ここにあってもよいと思いますが、体
系案からSDGsという用語がなくなっているので、第１章
計画策定にあたっての２ 計画策定の背景「（１）世界
の取り組み」の中で取り上げるか、ここに項目をあげて
もよいのではないかと思いましたが、いかがでしょう
か。SDGsの目標５「ジェンダー平等を実現しよう：ジェ
ンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパ
ワーメントを図る 」は計画策定の背景に位置付けられる
ように思いました。

委員の意見のとおりと考える。計画の背景等の適切な項
目に記載したい。

3
前回の計画の基本的な考え方内の「計画の成果と課題」
及び「計画策定の視点」は、第3章１「飯塚市の目指す将
来像」に含まれているのでしょうか。

「計画の成果と課題」については「飯塚市の目指す将来
像」ではなく、「飯塚市のこれまでの取組」の中に盛り
込む予定である。また、「計画策定の視点」は、「計画
の基本目標」の中で基本目標ごとに必要な視点の内容に
ついて盛り込みたい。



意見内容 事務局の回答

1

基本目標１（１）③の文言では抽象的すぎて理解しづら
く感じます。第2次の１の（３）の文言につけくわえ「国
際的視野に立ったジェンダー平等・男女共同参画の推
進」とするのが具体的でわかりやすく思います。

現プランの重点目標であり、取組の目的をより明確かつ
包括的に示すものとして、適切であることから、委員意
見のとおり修正したい。

2

基本目標３（１）の冒頭に「ジェンダー平等に基づく」
を追記するのはどうでしょう。国の基本的方向には明記
されています。また、今回の提言書の2番目の内容におい
ても、デートDVも「ジェンダーに基づく暴力」として明
記しています。

委員意見を踏まえ、国の第6次男女共同参画基本計画の施
策の基本的方向と具体的な取組に基づき、「ジェンダー
に基づくあらゆる暴力」と修正したい。

3

基本目標３の重点目標（１）「あらゆる暴力」を「ジェ
ンダーに基づく暴力」の方が良いのではないか。
あらゆる暴力と記載すると、偶発的な暴力、特定の集団
間の対立による暴力、財産・金銭に関わる暴力、個人的
な悩みや復讐に基づく暴力及び精神疾患や薬物乱用によ
る暴力等も含まれるため。

委員意見を踏まえ、国の第6次男女共同参画基本計画の施
策の基本的方向と具体的な取組に基づき、「ジェンダー
に基づくあらゆる暴力」と修正したい。

4

基本目標３（１）②には「への支援」の後に加害者の更
生への支援は記載しなくてよいのでしょうか。取り組み
の具体の中には記載されるのではないかと思いますが、
方向の項目にあることで、重点におかれていると思える
のではないでしょうか。

課題の重要性は認識しているものの、直ちに専門プログ
ラムなどを市が実施するのは難しいと考える。第3次飯塚
市男女共同参画プランでは加害者の更正への支援につい
て施策体系への明記は見送り、今後は県の事業紹介や情
報提供など関係機関と連携した支援のあり方について検
討したい。

5

基本目標３．（２）①の文言だけでは女性の側の視点や
権利が弱くなるような気がします。「リプロダクティ
ブ・ヘルス・ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の
尊重と生涯を通じた男女の包括的な健康支援」と考えま
した。

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関す
る健康と権利）」の中に女性の権利についての視点が含
まれると考える。また、できるだけ簡潔でわかりやすい
表現としたい。委員意見を参考に「リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の尊重
と生涯を通じた健康支援」としたい。

第3次飯塚市男女共同参画プラン体系案についての委員意見



意見内容 事務局の回答

第3次飯塚市男女共同参画プラン体系案についての委員意見

6

3−(3)③困難な状況に置かれている女性等への支援の
「等」の文言に違和感がある。「女性」で「等」はとっ
てもよいのではないか。3−(3)様々な困難を抱える女性等
への支援も「女性等」→「人」と前プランのままでもよ
いのではないか。もしくは、国の第6次基本計画第7分野
の文言より「3−(3)ジェンダー平等・男女共同参画の視点
に立った様々な生活上の困難に対する支援」など。
人に対するというより、生活や状況に対する支援という
文言が良いと思う。

委員意見を踏まえ、基本目標3の重点目標3については、
「女性等」ではなく「人」とし第2次飯塚市男女共同参画
後期プランの表現のままとしたい。
施策の方向性③の「女性等」という表記については、法
令に基づく計画であることを明確にし、対象者をより具
体的にイメージしやすくなるという観点から、現段階で
は事務局案の表記のままとしたいと考える。
施策の基本的方向性②の中にも女性という表現が入って
おり、③と重複している印象があったため特定の属性を
列挙せず「多様な背景を持つ人が安心して暮らせる環境
整備」と変更したい。

7

資料４の左端：基本理念のところについて
「男女の人権が尊重され、誰もが自らの意思に基づき、
活躍でき、安全・安心に暮らせる社会の実現」と記載し
てくださっているのですが、
「誰もが人権を尊重され、自らの意思に基づき活躍で
き、安全・安心に暮らせる社会の実現」または「すべて
の人の人権が尊重され、誰もが自らの意思に基づいて活
躍でき、安全・安心に暮らせる社会の実現」はどうかな
とおもいました。性の多様性を踏まえると、「男女が」
という表記よりこちらはどうかなと…
ただもし変更できない場合、変更しない方がよいという
意見が多い場合は、この意見はスルーしてください。い
ち意見として…

本プランは、男女共同参画基本法に基づき策定するもの
であり、「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分
かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分
に発揮することができる男女共同参画社会の実現」を目
的としていることから、現時点では市の基本理念におい
ても「男女」という言葉を明記し、「性別による格差や
固定観念の解消」を強調したい。しかし、「誰もが」と
いう表現は性別を問わない包括的な社会の実現を目指す
という本市の男女共同参画の取組をより一層広く示すも
のであることから、基本理念の「男女の人権が〜」とい
う文言は法的な意義をふまえつつ、施策の説明などにお
いてすべての人を包摂するものであることを明記するな
どの工夫を行っていきたい。
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第2次からさらに充実したと思いますし、どれも大切なこ
とだと思いますが、実施・推進していく上で、各期（前
期／後期）で重点項目を定めなくてもよいでしょうか。
どれもあまり進まないことにならないか気になりまし
た。

第2次飯塚市男女共同参画プランは10年間の計画であった
為、5年経過して見直しを行い、第2次飯塚市男女共同参
画後期プランを策定した経緯がある。第3次飯塚市男女共
同参画プランは計画期間を5年間としているため各期（前
期／後期）での重点項目を定めることは想定していない
が、進捗管理の中で、社会情勢や進捗度合いに応じて特
定の項目を「重点テーマ」として設定することは十分に
可能と考えている。


